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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】患者固有の血流のモデリングのための方法およ
びシステムの提供。
【解決手段】患者の心血管情報を明らかにするためのシ
ステムは、患者の心臓の幾何学的形状に関する患者固有
のデータを受信し、その患者固有のデータに基づく患者
の心臓の少なくとも一部を表す三次元モデルを作成する
ように構成された少なくとも１つのコンピュータシステ
ムを含む。この少なくとも１つのコンピュータシステム
は、患者の心臓の血流の特徴に関連する物理学に基づく
モデルを作成し、前記三次元モデルとこの物理学に基づ
くモデルに基づいて、患者の心臓内の冠血流予備量比を
特定するようにさらに構成される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の心血管情報を決定するためのシステムであって、
　前記システムは、少なくとも１つのコンピュータシステムを含み、
　前記少なくとも１つのコンピュータシステムは、
　　前記患者の解剖学的構造体の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信すること
と、
　　前記患者固有のデータに基づいて、前記患者の解剖学的構造体の少なくとも一部を表
す三次元モデルを作成することであって、前記三次元モデルは、少なくとも１つの流体流
動の流入口および少なくとも１つの流体流動の流出口を表す、ことと、
　　充血条件をモデリングすることに少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも１つ
の流入口または前記少なくとも１つの流出口のうちの少なくとも１つを通る流体流動を表
す少なくとも１つの境界条件のモデルを作成することと、
　　前記三次元モデルおよび前記少なくとも１つの境界条件のモデルに基づいて、前記患
者の解剖学的構造体内の血流の特徴に関する第１の情報を決定することと
　を行うように構成されている、システム。
【請求項２】
　充血条件をモデリングすることは、前記患者に対するアデノシンの効果をモデリングす
ることを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　充血条件をモデリングすることは、動脈抵抗に関連するパラメータの減少、血圧に関連
するパラメータの減少、または、心拍数に関連するパラメータの増加のうちの少なくとも
１つを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記動脈抵抗に関連するパラメータの減少は、１から５分の１までであり、前記血圧に
関連するパラメータの減少は、およそ２０％またはそれ未満であり、前記心拍数に関連す
るパラメータの増加は、およそ２０％またはそれ未満である、請求項３に記載のシステム
。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのコンピュータシステムは、（ａ）前記患者の測定された血圧、ま
たは、（ｂ）前記解剖学的構造体の一部の組織の質量または体積に少なくとも部分的に基
づいて、前記少なくとも１つの境界条件のモデルを作成するように構成されている、請求
項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのコンピュータシステムは、心筋組織の質量または体積に少なくと
も部分的に基づいて、前記少なくとも１つの境界条件のモデルを作成するように構成され
ている、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記血流特徴は、大動脈内の血圧と、複数の冠状動脈内のある位置での血圧との間の比
率を示す冠血流予備量比である、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記患者の解剖学的構造体は、心筋または脳の少なくとも一部を含む、請求項１に記載
のシステム。
【請求項９】
　患者の心血管情報を決定するためのシステムであって、
　前記システムは、少なくとも１つのコンピュータシステムを含み、
　前記少なくとも１つのコンピュータシステムは、
　　前記患者の解剖学的構造体の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信すること
であって、前記解剖学的構造体は、大動脈から発する複数の冠状動脈の少なくとも一部を
含む、ことと、
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　　前記患者固有のデータに基づいて、複数の冠状動脈の少なくとも一部を表す三次元モ
デルを作成することであって、前記三次元モデルは、少なくとも１つの流体流動の流入口
および少なくとも１つの流体流動の流出口を表す、ことと、
　　前記患者に対するアデノシンの効果をモデリングすることに少なくとも部分的に基づ
いて、前記少なくとも１つの流入口または前記少なくとも１つの流出口のうちの少なくと
も１つを通る流体流動を表す少なくとも１つの境界条件のモデルを作成することと、
　　前記三次元モデルおよび前記少なくとも１つの境界条件のモデルに基づいて、前記複
数の冠状動脈の部分内での冠血流予備量比を決定することと
　を行うように構成されている、システム。
【請求項１０】
　前記冠血流予備量比は、前記大動脈内の血圧と、前記複数の冠状動脈内のある位置にお
ける血圧との間の比率を示し、
　前記少なくとも１つのコンピュータシステムは、前記複数の冠状動脈内の複数の位置に
おける冠血流予備量比を決定するように構成されている、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記患者に対するアデノシンの効果をモデリングすることは、動脈抵抗に関連するパラ
メータの減少、血圧に関連するパラメータの減少、または、心拍数に関連するパラメータ
の増加のうちの少なくとも１つを含む、請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのコンピュータシステムは、（ａ）前記患者の測定された血圧、ま
たは、（ｂ）前記解剖学的構造体の一部の組織の質量または体積に少なくとも部分的に基
づいて、前記少なくとも１つの境界条件のモデルを作成するように構成されている、請求
項９に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのコンピュータシステムは、心筋組織の質量または体積に少なくと
も部分的に基づいて、前記少なくとも１つの境界条件のモデルを作成するように構成され
ている、請求項９に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記心筋組織の質量または体積は、患者固有のデータに基づいて決定される、請求項１
３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記患者固有のデータは、コンピュータ断層撮影または磁気共鳴画像化技術によって提
供される画像データを含む、請求項９に記載のシステム。
【請求項１６】
　患者固有の心血管情報を決定することを少なくとも１つのコンピュータシステムに行わ
せるように前記少なくとも１つのコンピュータシステムを動作させる方法であって、前記
方法は、
　前記患者の解剖学的構造体の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信することを
前記少なくとも１つのコンピュータシステムに行わせることと、
　前記患者固有のデータに基づいて、前記患者の解剖学的構造体の少なくとも一部を表す
三次元モデルを作成することであって、前記三次元モデルは、少なくとも１つの流体流動
の流入口および少なくとも１つの流体流動の流出口を表す、ことを前記少なくとも１つの
コンピュータシステムに行わせることと、
　充血条件をモデリングすることに少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも１つの
流入口または前記少なくとも１つの流出口のうちの少なくとも１つを通る流体流動を表す
少なくとも１つの境界条件のモデルを作成することを前記少なくとも１つのコンピュータ
システムに行わせることと、
　前記三次元モデルおよび前記少なくとも１つの境界条件のモデルに基づいて、前記患者
の解剖学的構造体内の血流の特徴に関する第１の情報を決定することを前記少なくとも１
つのコンピュータシステムに行わせることと
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　を含む、方法。
【請求項１７】
　充血条件をモデリングすることは、前記患者に対するアデノシンの効果をモデリングす
ることを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　充血条件をモデリングすることは、動脈抵抗に関連するパラメータの減少、血圧に関連
するパラメータの減少、または、心拍数に関連するパラメータの増加のうちの少なくとも
１つを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記動脈抵抗に関連するパラメータの減少は、１から５分の１までであり、前記血圧に
関連するパラメータの減少は、およそ２０％またはそれ未満であり、前記心拍数に関連す
るパラメータの増加は、およそ２０％またはそれ未満である、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　（ａ）前記患者の測定された血圧、または、（ｂ）前記解剖学的構造体の一部の質量ま
たは体積に少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも１つの境界条件のモデルを作成
することを前記少なくとも１つのコンピュータシステムに行わせることをさらに含む、請
求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
　心筋組織の質量または体積に少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも１つの境界
条件のモデルを作成することを前記少なくとも１つのコンピュータシステムに行わせるこ
とをさらに含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２２】
　前記血流特性は、大動脈内の血圧と、複数の冠状動脈内のある位置における血圧との間
の比率を示す冠血流予備量比である、請求項１６に記載の方法。
【請求項２３】
　前記患者の前記解剖学的構造体は、心筋または脳の少なくとも一部を含む、請求項１６
に記載の方法。
【請求項２４】
　少なくとも１つのコンピュータシステム上で使用される非一時的コンピュータ可読媒体
であって、前記非一時的コンピュータ可読媒体は、患者固有の心血管情報を決定するため
の方法を実行するためのコンピュータ実行可能なプログラム命令を含み、前記方法は、
　前記患者の解剖学的構造体の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信することと
、
　前記患者固有のデータに基づいて、前記患者の解剖学的構造体の少なくとも一部を表す
三次元モデルを作成することであって、前記三次元モデルは、少なくとも１つの流体流動
の流入口および少なくとも１つの流体流動の流出口を表す、ことと、
　充血条件をモデリングすることに少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも１つの
流入口または前記少なくとも１つの流出口のうちの少なくとも１つを通る流体流動を表す
少なくとも１つの境界条件のモデルを作成することと、
　前記三次元モデルおよび前記少なくとも１つの境界条件のモデルに基づいて、前記患者
の解剖学的構造体内の血流の特徴に関する第１の情報を決定することと
　を含む、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項２５】
　充血条件をモデリングすることは、前記患者に対するアデノシンの効果をモデリングす
ることを含む、請求項２４に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項２６】
　充血条件をモデリングすることは、動脈抵抗に関連するパラメータの減少、血圧に関連
するパラメータの減少、または、心拍数に関連するパラメータの増加のうちの少なくとも
１つを含む、請求項２４に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項２７】
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　前記動脈抵抗に関連するパラメータの減少は、１から５分の１までであり、前記血圧に
関連するパラメータの減少は、およそ２０％またはそれ未満であり、前記心拍数に関連す
るパラメータの増加は、およそ２０％またはそれ未満である、請求項２６に記載の非一時
的コンピュータ可読媒体。
【請求項２８】
　前記方法は、（ａ）前記患者の測定された血圧、または、（ｂ）前記解剖学的構造体の
一部の組織の質量または体積に少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも１つの境界
条件のモデルを作成することをさらに含む、請求項２４に記載の非一時的コンピュータ可
読媒体。
【請求項２９】
　前記方法は、心筋組織の質量または体積に少なくとも部分的に基づいて、前記少なくと
も１つの境界条件のモデルを作成することをさらに含む、請求項２４に記載の非一時的コ
ンピュータ可読媒体。
【請求項３０】
　前記血流の特徴は、大動脈内の血圧と、複数の冠状動脈内のある位置における血圧との
間の比率を示す冠血流予備量比である、請求項２４に記載の非一時的コンピュータ可読媒
体。
【請求項３１】
　前記患者の解剖学的構造体は、心筋または脳の少なくとも一部を含む、請求項２４に記
載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　説明
　優先権
　本願は、２０１０年８月１２日出願の米国仮出願第６１／４０１，４６２号、２０１０
年８月２０日出願の米国仮出願第６１／４０１，９１５号、２０１０年８月２６日出願の
米国仮出願第６１／４０２，３０８号、２０１０年８月２７日出願の米国仮出願第６１／
４０２，３４５号、および２０１０年１０月１日出願の米国仮出願第６１／４０４，４２
９号からの優先権の利益を主張し、これらは参照によりその全体が本明細書に援用される
。
【０００２】
実施形態は、流体流動のモデリングのための方法およびシステム、より具体的には患者固
有の血流のモデリングのための方法およびシステムを含む。
【背景技術】
【０００３】
冠動脈疾患は、心臓に血液を供給する血管に冠動脈病変、例えば狭窄（血管の異常な狭小
化）を発生させる可能性がある。結果として、心臓への血流が制限される恐れがある。冠
動脈疾患に罹患した患者は、身体労作の慢性安定狭心症または安静時の不安定狭心症と称
される胸痛を経験し得る。疾患のより重篤な症状は、心筋梗塞または心臓発作につながる
恐れがある。
【０００４】
冠動脈病変に関連するより正確なデータ、例えば、サイズ、形状、位置、機能的重要性（
例えば、その病変が血流に影響を及ぼすかどうか）などを提供する必要性が存在する。胸
痛を患っている、および／または冠動脈疾患の兆候を示す患者は、冠動脈病変に関連する
何らかの間接的な証拠を提供し得る１つまたは複数の検査を受けることがある。例えば、
非侵襲的検査には、心電図、血液検査からのバイオマーカー評価、トレッドミル試験、心
エコー検査、単一ポジトロン放出コンピュータ断層撮影法（ＳＰＥＣＴ）、およびポジト
ロン放出断層撮影法（ＰＥＴ）が含まれるであろう。しかしこれらの非侵襲的検査は、通
常は、冠動脈病変の直接的評価を提供しない、または血流量を評価しない。非侵襲的検査
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は、心臓の電気的活動の変化（例えば、心電図記録法（ＥＣＧ）を用いて）、心筋の動作
（例えば、負荷心エコー法を用いて）、心筋の灌流（例えば、ＰＥＴまたはＳＰＥＣＴを
用いて）、または代謝変化（例えば、バイオマーカーを用いて）を探ることによって冠動
脈病変の間接的な証拠を提供することができる。
【０００５】
例えば、解剖学的データは、冠動脈コンピュータ断層血管造影（ＣＣＴＡ）によって非侵
襲的に取得することができる。ＣＣＴＡは、胸痛を有する患者の画像化に使用することが
でき、造影剤の静脈内注入後に心臓および冠動脈を画像化するためのコンピュータ断層撮
影（ＣＴ）技術の使用を伴う。しかしながら、ＣＣＴＡは、冠動脈病変の機能的重要性、
例えばその病変が血流に影響を及ぼすかどうかについての直接的情報を提供することはで
きない。さらに、ＣＣＴＡは単に診断的検査であることから、他の生理学的状態下、例え
ば運動下での冠状動脈の血流、血圧、または心筋灌流の変化を予想するために使用するこ
とはできず、またインターベンションの結果を予想するために使用することもできない。
【０００６】
したがって、患者は、冠動脈病変を可視化するために診断的心臓カテーテル検査などの侵
襲的検査を要することもある。診断的心臓カテーテル検査は、従来の冠動脈造（ＣＣＡ）
を実施して、動脈のサイズおよび形状の画像を医師に提供することによって、冠動脈病変
の解剖学的データを収集することを含み得る。しかしながら、ＣＣＡは、冠動脈病変の機
能的重要性を評価するためのデータは提供しない。例えば、医師は、その病変が機能的に
重要であるかどうかを特定せずに、冠動脈病変が有害であるかどうかを診断することはで
きないかもしれない。したがって、ＣＣＡは、病変が機能的に重要であるか否かにかかわ
らず、ＣＣＡで発見されたあらゆる病変にステントを挿入する、一部のインターベンショ
ン心臓専門医の「ｏｃｕｌｏｓｔｅｎｏｔｉｃ　ｒｅｆｌｅｘ（発見した狭窄に対する反
射）」と呼ばれる行為につながっている。結果として、ＣＣＡは、患者に対する不必要な
手術につながる可能性があり、これは患者に副次的なリスクを与える可能性があり、また
患者に不必要な医療費をもたらし得る。
【０００７】
診断的心臓カテーテル検査において、観察される病変の冠血流予備量比（ＦＦＲ）を測定
することによって、冠動脈病変の機能的重要性を侵襲的に評価することができる。ＦＦＲ
は、例えばアデノシンの静脈内投与によって誘発される冠動脈血流増加条件下での、病変
下流の平均血圧を病変上流の平均血圧、例えば大動脈圧で除算した比として定義される。
この血圧は、患者にプレッシャーワイヤーを挿入することによって測定することができる
。したがって、特定されたＦＦＲに基づく病変の治療の決定は初期費用後になされ、また
診断的心臓カテーテル検査のリスクは既に生じている。
【０００８】
したがって、冠動脈の解剖学的形態、心筋灌流、および冠動脈血流を非侵襲的に評価する
方法に対する必要性が存在する。そのような方法およびシステムは、冠動脈疾患が疑われ
る患者を診断し、治療を計画する心臓専門医に利益をもたらし得る。さらに、直接測定で
きない条件下、例えば運動下での冠動脈血流および心筋灌流を予測し、冠動脈血流および
心筋灌流に対する薬物治療、インターベンション治療、および外科治療の結果を予測する
方法に対する必要性も存在する。
【０００９】
前述の一般的な説明および以下の詳細な説明は、どちらも例示的および説明的なものにす
ぎず、本開示を制限するものではないことを理解すべきである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
一実施形態によると、患者の心血管情報を明らかにするためのシステムは、患者の心臓の
幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信し、その患者固有のデータに基づく患者の
心臓の少なくとも一部を表す三次元モデルを作成するように構成された少なくとも１つの
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コンピュータシステムを含む。この少なくとも１つのコンピュータシステムは、患者の心
臓の血流の特徴に関連する物理学に基づくモデルを作成し、前記三次元モデルとこの物理
学に基づくモデルに基づいて、患者の心臓内の冠血流予備量比を特定するようにさらに構
成される。
【００１１】
別の実施形態によると、少なくとも１つのコンピュータシステムを用いる患者固有の心血
管情報を明らかにするための方法は、この少なくとも１つのコンピュータシステムに、患
者の心臓の幾何学的形状に関する患者固有のデータを入力することと、この少なくとも１
つのコンピュータシステムを用いて、患者固有のデータに基づく患者の心臓の少なくとも
一部を表す三次元モデルを作成することとを含む。本方法は、この少なくとも１つのコン
ピュータシステムを用いて、患者の心臓の血流の特徴に関連する物理学に基づくモデルを
作成することと、この少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、三次元モデルお
よび物理学に基づくモデルに基づいて患者の心臓内の冠血流予備量比を明らかにすること
とをさらに含む。
【００１２】
別の実施形態によると、患者固有の心血管情報を明らかにするための方法を実施するため
のコンピュータ実行可能なプログラミング命令を含む、少なくとも１つのコンピュータシ
ステム上で使用するための非一時的なコンピュータ可読媒体が提供される。本方法は、患
者の心臓の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信することと、その患者固有のデ
ータに基づいて、患者の心臓の少なくとも一部を表す三次元モデル作成することを含む。
本方法は、患者の心臓の血流の特徴に関連する物理学に基づくモデルを作成することと、
三次元モデルおよび物理学に基づくモデルに基づいて、患者の心臓内の冠血流予備量比を
明らかにすることをさらに含む。
【００１３】
別の実施形態によると、患者の治療を計画するためのシステムは、患者の解剖学的構造体
の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信し、その患者固有のデータに基づく患者
の解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三次元モデルを作成するように構成された少な
くとも１つのコンピュータシステムを含む。この少なくとも１つのコンピュータシステム
は、三次元モデルおよび患者の解剖学的構造体に関連する物理学に基づくモデルに基づい
て、患者の解剖学的構造体内の血流の特徴に関する第１の情報を明らかにし、三次元モデ
ルを修正し、その修正三次元モデルに基づいて、患者の解剖学的構造体内の血流の特徴に
関する第２の情報を明らかにするようにさらに構成される。
【００１４】
別の実施形態によると、患者の治療を計画するための方法を実行するためのコンピュータ
実行可能なプログラミング命令を含む、コンピュータシステム上で使用するための非一時
的なコンピュータ可読媒体が提供される。本方法は、患者の解剖学的構造体の幾何学的形
状に関する患者固有のデータを受信することと、その患者固有のデータに基づく患者の解
剖学的構造体の少なくとも一部を表す三次元モデルを作成することとを含む。本方法は、
三次元モデルおよび患者の解剖学的構造体に関連する物理学に基づくモデルに基づいて、
患者の解剖学的構造体内の血流の特徴に関する第１の情報を明らかにすることと、患者の
解剖学的構造体の幾何学的形状の所望の変化に基づく、患者の解剖学的構造体内の血流の
特徴に関する第２の情報を明らかにすることをさらに含む。
【００１５】
別の実施形態によると、コンピュータシステムを用いて患者の治療を計画するための方法
は、この少なくとも１つのコンピュータシステムに、患者の解剖学的構造体の幾何学的形
状に関する患者固有のデータを入力することと、この少なくとも１つのコンピュータシス
テムを用いて、患者固有のデータに基づく患者の解剖学的構造体の少なくとも一部を表す
三次元モデルを作成することとを含む。本方法は、この少なくとも１つのコンピュータシ
ステムを用いて、三次元モデルおよび患者の解剖学的構造体に関連する物理学に基づくモ
デルに基づいて、患者の解剖学的構造体内の血流の特徴に関する第１の情報を明らかにす
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ることをさらに含む。また本方法は、この少なくとも１つのコンピュータシステムを用い
て三次元モデルを修正することと、この少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて
、この修正された三次元モデルに基づいて、患者の解剖学的構造体内の血流の特徴に関す
る第２の情報を明らかにすることとも含む。
【００１６】
別の実施形態によると、患者の治療を計画するためのシステムは、患者の解剖学的構造体
の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信し、その患者固有のデータに基づく患者
の解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三次元モデルを作成するように構成された少な
くとも１つのコンピュータシステムを含む。また、この少なくとも１つのコンピュータシ
ステムは、三次元モデルおよび患者の生理学的状態に関する情報に基づいて、患者の解剖
学的構造体内の血流の特徴に関する第１の情報を明らかにし、患者の生理学的状態を修正
し、この修正された患者の生理学的状態に基づいて、患者の解剖学的構造体内の血流の特
徴に関する第２の情報を明らかにするようにも構成される。
【００１７】
別の実施形態によると、患者の治療を計画するための方法を実施するためのコンピュータ
実行可能なプログラミング命令を含む、コンピュータシステム上で使用するための非一時
的なコンピュータ可読媒体が提供される。本方法は、患者の解剖学的構造体の幾何学的形
状に関する患者固有のデータを受信することと、その患者固有のデータに基づく患者の解
剖学的構造体の少なくとも一部を表す三次元モデルを作成することとを含む。本方法は、
三次元モデルおよび患者の生理学的状態に関する情報に基づいて、患者の解剖学的構造体
内の血流の特徴に関する第１の情報を明らかにすることと、患者の生理学的状態の所望の
変化に基づく、患者の解剖学的構造体内の血流の特徴に関する第２の情報を明らかにする
こととをさらに含む。
【００１８】
別の実施形態によると、少なくとも１つのコンピュータシステムを用いる患者の治療を計
画するための方法は、この少なくとも１つのコンピュータシステムに、患者の解剖学的構
造体の幾何学的形状に関する患者固有のデータを入力することと、この少なくとも１つの
コンピュータシステムを使用して、患者固有のデータに基づく患者の解剖学的構造体の少
なくとも一部を表す三次元モデルを作成することとを含む。また本方法は、この少なくと
も１つのコンピュータシステムを用いて、三次元モデルおよび患者の生理学的状態に関す
る情報に基づいて、患者の前記解剖学的構造体内の血流の特徴に関する第１の情報を明ら
かにすることも含む。本方法は、この少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、
患者の生理学的状態を修正し、この少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、こ
の修正された患者の生理学的状態に基づいて、患者の解剖学的構造体内の血流の特徴に関
する第２の情報を明らかにすることをさらに含む。
【００１９】
別の実施形態によると、患者固有の心血管情報を明らかにするためのシステムは、患者の
解剖学的構造体の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信し、その患者固有のデー
タに基づく患者の解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三次元モデルを作成するように
構成された少なくとも１つのコンピュータシステムを含む。また、この少なくとも１つの
コンピュータシステムは、患者の解剖学的構造体の一部を通る全ての流動に関連する全抵
抗を特定し、三次元モデル、患者の解剖学的構造体に関連する物理学に基づくモデル、お
よび特定された全抵抗に基づいて、患者の解剖学的構造体内の血流の特徴に関する情報を
明らかにするようにも構成される。
【００２０】
別の実施形態によると、少なくとも１つのコンピュータシステムを用いる患者固有の心血
管情報を明らかにするための方法は、この少なくとも１つのコンピュータシステムに、患
者の解剖学的構造体の幾何学的形状に関する患者固有のデータを入力し、この少なくとも
１つのコンピュータを用いて、患者固有のデータに基づく患者の解剖学的構造体の少なく
とも一部を表す三次元モデルを作成することを含む。また、本方法は、少なくとも１つの
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コンピュータを用いて、患者の解剖学的構造体の一部を通る全ての流動と関連する全抵抗
を特定することと、少なくとも１つのコンピュータを用いて、三次元モデル、患者の解剖
学的構造体に関連する物理学に基づくモデル、および特定された全抵抗に基づいて、患者
の解剖学的構造体内の血流の特徴に関する情報を明らかにすることも含む。
【００２１】
別の実施形態によると、患者固有の心血管情報を明らかにするための方法を実施するため
のコンピュータ実行可能なプログラミング命令を含む、コンピュータシステム上で使用す
るための非一時的なコンピュータ可読媒体が提供される。本方法は、患者の解剖学的構造
体の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信することと、その患者固有のデータに
基づく患者の解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三次元モデルを作成することとを含
む。また、本方法は、患者の解剖学的構造体の一部を通る全ての流動に関連する全抵抗を
特定することと、三次元モデル、患者の解剖学的構造体に関連する物理学に基づくモデル
、および特定された全抵抗に基づいて、患者の解剖学的構造体内の血流の特徴に関する情
報を明らかにすることを含む。
【００２２】
別の実施形態によると、ウェブサイトを用いて患者固有の心血管情報を提供するためのシ
ステムは、遠隔のユーザがウェブサイトにアクセスすることを可能にし、患者の解剖学的
構造体の幾何学的形状の少なくとも一部に関する患者固有のデータを受信し、その患者固
有のデータに基づく患者の解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三次元モデルを作成し
、その三次元モデルおよび患者の生理学的状態に基づいて、患者の解剖学的構造体内の血
流の特徴に関する情報を明らかにするように構成された少なくとも１つのコンピュータシ
ステムを含む。また、この少なくとも１つのコンピュータシステムは、患者の解剖学的構
造体の少なくとも一部の第１の三次元シミュレーションに関する表示情報をウェブサイト
を用いて遠隔のユーザに伝達するようにも構成される。この三次元シミュレーションは、
血流の特徴に関する決定された情報を含む。
【００２３】
別の実施形態によると、ウェブサイトを用いて患者固有の心血管情報を提供するための方
法は、少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、遠隔のユーザがウェブサイトに
アクセスすることを可能にすることと、この少なくとも１つのコンピュータシステムを用
いて、患者の解剖学的構造体の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信することと
を含む。また、本方法は、この少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、患者固
有のデータに基づく患者の解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三次元モデルを作成す
ることと、この少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、三次元モデルおよび患
者の生理学的状態に基づいて、患者の解剖学的構造体内の血流の特徴に関する情報を明ら
かにすることも含む。本方法は、この少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、
患者の解剖学的構造体の少なくとも一部の第１の三次元シミュレーションに関する表示情
報をウェブサイトを用いて遠隔のユーザに伝達することをさらに含む。この三次元シミュ
レーションは、血流の特徴に関する明らかにされた情報を含む。
【００２４】
別の実施形態によると、ウェブサイトを用いて患者固有の心血管情報を提供するための方
法を実施するためのコンピュータ実行可能なプログラミング命令を含む、コンピュータシ
ステム上で使用するための非一時的なコンピュータ可読媒体が提供される。本方法は、遠
隔のユーザがウェブサイトにアクセスすることを可能にすることと、患者の解剖学的構造
体の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信することと、その患者固有のデータに
基づく患者の解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三次元モデルを作成することとを含
む。また、本方法は、三次元モデルおよび患者の解剖学的構造体に関連する物理学に基づ
くモデルに基づいて、患者の解剖学的構造体内の血流の特徴に関する情報を明らかにする
ことと、患者の解剖学的構造体の少なくとも一部の第１の三次元シミュレーションに関す
る表示情報をウェブサイトを用いて遠隔のユーザに伝達することも含む。この三次元シミ
ュレーションは、血流の特徴に関する明らかにされた情報を含む。
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【００２５】
別の実施形態によると、患者固有の時変心血管情報を明らかにするためのシステムは、異
なる時点の患者の解剖学的構造体の少なくとも一部の幾何学的形状に関する時変患者固有
データを受信し、その患者固有のデータに基づく患者の解剖学的構造体の少なくとも一部
を表す三次元モデルを作成するように構成された少なくとも１つのコンピュータシステム
を含む。また、この少なくとも１つのコンピュータシステムは、三次元モデルおよび患者
の解剖学的構造に関連する物理学に基づくモデルに基づいて、患者の解剖学的構造体内の
経時的な血流の特徴の変化に関する情報を明らかにするようにも構成される。
【００２６】
別の実施形態によると、少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて患者固有の時変
心血管情報明らかにするための方法は、少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて
、異なる時点の患者の解剖学的構造体の幾何学的形状に関する時変患者固有データを受信
することを含む。また、本方法は、この少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて
、患者固有のデータに基づく患者の解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三次元モデル
を作成することも含む。本方法は、この少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて
、三次元モデルおよび患者の解剖学的構造体に関連する物理学に基づくモデルに関する情
報に基づいて、患者の解剖学的構造体内の経時的な血流の特徴の変化に関する情報を明ら
かにすることをさらに含む。
【００２７】
別の実施形態によると、患者固有の時変心血管情報を明らかにするための方法を実施する
ためのコンピュータ実行可能なプログラミング命令を含む、コンピュータシステム上で使
用するための非一時的なコンピュータ可読媒体が提供される。本方法は、異なる時点の患
者の解剖学的構造体の幾何学的形状に関する時変患者固有データを受信することと、その
患者固有のデータに基づく患者の解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三次元モデルを
作成することと、三次元モデルおよび患者の解剖学的構造体に関連する物理学に基づくモ
デルに関する情報に基づいて、患者の解剖学的構造体内の経時的な血流の特徴の変化に関
連する情報を明らかにすることとを含む。
【００２８】
別の実施形態によると、患者の心血管情報を明らかにするためのシステムは、患者の解剖
学的構造体の少なくとも一部の幾何学的形状および少なくとも１つの材料特性に関する患
者固有のデータを受信するように構成された少なくとも１つのコンピュータシステムを含
む。この解剖学的構造体は、血管の少なくとも一部を含む。この少なくとも１つのコンピ
ュータシステムは、患者固有のデータに基づく患者の解剖学的構造体を表す三次元モデル
作成し、その三次元モデルおよび患者の生理学的状態に基づいて、患者の解剖学的構造体
内の血流の特徴に関する情報明らかにするようにさらに構成される。また、この少なくと
も１つのコンピュータシステムは、血管内のプラークの位置を特定するようにも構成され
る。
【００２９】
別の実施形態によると、少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて患者の心血管情
報を明らかにするための方法は、少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、患者
の解剖学的構造体の少なくとも一部の幾何学的形状および少なくとも１つの材料特性に関
する患者固有のデータを受信することを含む。この解剖学的構造体は、血管の少なくとも
一部を含む。また、本方法は、この少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、患
者固有のデータに基づく患者の解剖学的構造体を表す三次元モデルを作成することと、こ
の少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、この三次元モデルおよび患者の生理
学的状態に基づいて、患者の解剖学的構造体内の血流の特徴に関する情報を明らかにする
ことも含む。本方法は、少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、血管内のプラ
ークを特定することをさらに含む。
【００３０】
別の実施形態によると、患者の心血管情報を明らかにするための方法を実施するためのコ
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ンピュータ実行可能なプログラミング命令を含む、コンピュータシステム上で使用するた
めの非一時的なコンピュータ可読媒体が提供される。本方法は、患者の解剖学的構造体の
少なくとも一部の幾何学的形状および少なくとも１つの材料特性に関する患者固有のデー
タを受信することを含む。この解剖学的構造体は、血管の少なくとも一部を含む。また、
本方法は、患者固有のデータに基づく患者の解剖学的構造体を表す三次元モデルを作成す
ることと、その三次元モデルおよび患者の生理学的状態に基づいて、患者の解剖学的構造
体内の血流の特徴に関する情報を明らかにすることと、血管内のプラークの位置を特定す
ることも含む。
【００３１】
別の実施形態によると、患者の心血管情報を明らかにするためのシステムは、患者の解剖
学的構造体の少なくとも一部の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信するように
構成された少なくとも１つのコンピュータシステムを含む。この解剖学的構造体は、複数
の動脈の少なくとも一部と、その複数の動脈の少なくとも一部に連結する組織とを含む。
この少なくとも１つのコンピュータシステムは、患者固有のデータに基づく患者の解剖学
的構造体を表す三次元モデルを作成し、組織を表す三次元モデルの少なくとも一部をセグ
メントに分割し、その三次元モデルおよび患者の生理学的状態に基づいて、それらのセグ
メントのうちの少なくとも１つに関連する血流の特徴に関する情報を明らかにするように
さらに構成される。
【００３２】
別の実施形態によると、少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて患者の心血管情
報を明らかにするための方法は、少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、患者
の解剖学的構造体の少なくとも一部の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信する
ことを含む。この解剖学的構造体は、複数の動脈の少なくとも一部と、その複数の動脈の
少なくとも一部に連結する組織とを含む。また、本方法は、この少なくとも１つのコンピ
ュータシステムを用いて、患者固有のデータに基づく患者の解剖学的構造体を表す三次元
モデルを作成することと、この少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、この三
次元モデルを拡張して拡大モデルにすることも含む。本方法は、この少なくとも１つのコ
ンピュータシステムを用いて、組織を表す拡大モデルの少なくとも一部をセグメントに分
割することと、この少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、この拡大モデルお
よび患者の生理学的状態に基づいて、これらのセグメントのうちの少なくとも１つに関連
する血流の特徴に関する情報を明らかにすることをさらに含む。
【００３３】
別の実施形態によると、患者の心血管情報を明らかにするための方法を実施するためのコ
ンピュータ実行可能なプログラミング命令を含む、コンピュータシステム上で使用するた
めの非一時的なコンピュータ可読媒体が提供される。本方法は、患者の解剖学的構造体の
少なくとも一部の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信することを含む。この解
剖学的構造体は、複数の動脈の少なくとも一部と、その複数の動脈の少なくとも一部に連
結する組織とを含む。また、本方法は、患者固有のデータに基づく患者の解剖学的構造体
を表す三次元モデルを作成することと、組織を表すその三次元モデルの少なくとも一部を
セグメントに分割することと、三次元モデルおよび解剖学的構造体に関連する物理学に基
づくモデルに基づいて、それらのセグメントのうちの少なくとも１つに関連する血流の特
徴に関する情報を明らかにすることも含む。
【００３４】
別の実施形態によると、患者の心血管情報を明らかにするためのシステムは、患者の脳の
幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信するように構成された少なくとも１つのコ
ンピュータシステムを含む。この少なくとも１つのコンピュータシステムは、患者固有の
データに基づく患者の脳の少なくとも一部を表す三次元モデルを作成し、その三次元モデ
ルおよび患者の脳に関連する物理学に基づくモデルに基づいて、患者の脳内の血流の特徴
に関する情報を明らかにするようにさらに構成される。
【００３５】
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別の実施形態によると、少なくとも１つのコンピュータシステムを用いる患者固有の心血
管情報を明らかにするための方法は、この少なくとも１つのコンピュータシステムに、患
者の複数の大脳動脈の少なくとも一部の幾何学的形状に関する患者固有のデータを入力す
ることを含む。また、本方法は、この少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、
患者固有のデータに基づく患者の大脳動脈の少なくとも一部を表す三次元モデルを作成す
ることと、この少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、この三次元モデルおよ
び患者の大脳動脈に関連する物理学に基づくモデルに基づいて、患者の大脳動脈内の血流
の特徴に関する情報を明らかにすることも含む。
【００３６】
別の実施形態によると、患者固有の心血管情報を明らかにするための方法を実施するため
のコンピュータ実行可能なプログラミング命令を含む、少なくとも１つのコンピュータシ
ステム上で使用するための非一時的なコンピュータ可読媒体が提供される。本方法は、患
者の脳の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信することと、その患者固有のデー
タに基づく患者の脳の少なくとも一部を表す三次元モデルを作成することと、この三次元
モデルおよび患者の脳に関連する物理学に基づくモデルに基づいて、患者の脳内の血流の
特徴に関する情報を明らかにすることとを含む。
　本発明は、例えば以下の項目を提供する。
（項目１）
患者の心血管情報を明らかにするためのシステムであって、
前記患者の心臓の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信し、
前記患者固有のデータに基づいて前記患者の心臓の少なくとも一部を表す三次元モデルを
作成し、
前記患者の心臓の血流の特徴の特徴に関連する物理学に基づくモデルを作成し、および
前記三次元モデルおよび前記物理学に基づくモデルに基づいて、前記患者の心臓内の冠血
流予備量比を特定するように構成された少なくとも１つのコンピュータシステムを備える
、システム。
（項目２）
前記患者の心臓の少なくとも前記一部を表す前記三次元モデルが、大動脈の少なくとも一
部と、前記大動脈の一部から発する複数の冠動脈の少なくとも一部とを含む、項目１に記
載のシステム。
（項目３）
前記冠血流予備量比が、前記大動脈内の圧力と前記複数の冠動脈内のある位置における圧
力との比を示し、および
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記複数の冠動脈内の複数の位置におけ
る前記冠血流予備量比を特定するように構成される、項目２に記載のシステム。
（項目４）
前記患者固有のデータが画像データを含む、項目１に記載のシステム。
（項目５）
前記画像データが、コンピュータ断層撮影または磁気共鳴画像化技術によって提供される
、項目４に記載のシステム。
（項目６）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記画像データを用いて前記患者の心臓
の冠動脈内腔の境界の位置を特定することによって、前記画像データに基づく前記三次元
モデルを作成するように構成される、項目４に記載のシステム。
（項目７）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記画像データにおける輝度値の変化に
基づいて前記境界の位置を特定するように構成される、項目６に記載のシステム。
（項目８）
前記物理学に基づくモデルが、前記三次元モデルの境界を通る血流を表す少なくとも１つ
の集中パラメータモデルを含む、項目１に記載のシステム。
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（項目９）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、充血のレベル、運動のレベル、または薬
物のうちの少なくとも１つに関連するパラメータを用いて前記冠血流予備量比を特定する
ように構成される、項目１に記載のシステム。
（項目１０）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記充血のレベルに関連するパラメータ
を用いて前記冠血流予備量比を特定するように構成され、前記パラメータが、前記患者の
冠動脈抵抗、前記患者の大動脈血圧、または前記患者の心拍数に関連する、項目９に記載
のシステム。
（項目１１）
少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて患者固有の心血管情報を明らかにする方
法であって、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムに、前記患者の心臓の幾何学的形状に関する
患者固有のデータを入力することと、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記患者固有のデータに基づく前
記患者の心臓の少なくとも一部を表す三次元モデルを作成することと、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記患者の心臓の血流の特徴に関
連する物理学に基づくモデルを作成することと、および
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記三次元モデルおよび前記物理
学に基づくモデルに基づいて前記患者の心臓内の冠血流予備量比を特定することと、を含
む、方法。
（項目１２）
前記決定された冠血流予備量比に基づいて、前記患者の心臓の冠動脈における機能的に重
要な狭窄の位置を特定することをさらに含む、項目１１に記載の方法。
（項目１３）
前記患者の心臓の少なくとも一部を表す前記三次元モデルが、大動脈の少なくとも一部と
、前記大動脈の一部から発する複数の冠動脈の少なくとも一部とを含む、項目１１に記載
の方法。
（項目１４）
前記冠血流予備量比が、前記大動脈内の圧力と前記複数の冠動脈内のある位置における圧
力との比を示し、
前記冠血流予備量比が、前記複数の冠動脈内の複数の位置において特定される、項目１３
に記載の方法。
（項目１５）
前記患者固有のデータが、前記患者の心臓の画像データを含み、前記三次元モデルを作成
することが、前記画像データを用いて前記患者の心臓の前記複数の冠動脈内腔の境界の位
置を特定することを含む、項目１４に記載の方法。
（項目１６）
前記境界が、前記画像データにおける輝度値の変化に基づいて位置特定される、項目１５
に記載の方法。
（項目１７）
非一時的なコンピュータ可読媒体であって、患者固有の心血管情報を特定するための方法
であって、
前記患者の心臓の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信することと、
前記患者固有のデータに基づく前記患者の心臓の少なくとも一部を表す三次元モデルを作
成することと、
前記患者の心臓の血流の特徴に関連する物理学に基づくモデルを作成することと、
前記三次元モデルおよび前記物理学に基づくモデルに基づいて、前記患者の心臓内の冠血
流予備量比を特定することと、を含む方法を実行するためのコンピュータ実行可能なプロ
グラミング命令を含む、少なくとも１つのコンピュータシステム上で使用するための、非
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一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目１８）
前記方法が、
３つの次元に沿って前記心臓の冠動脈中の複数の位置における前記冠血流予備量比を示す
前記患者の心臓の三次元シミュレーションを作製することをさらに含む、項目１７に記載
の非一時的コンピュータ可読媒体。
（項目１９）
前記冠血流予備量比が、色または陰影を用いて前記三次元シミュレーション上に示され、
前記冠血流予備量比の変化が色または陰影の変化によって示される、項目１８に記載の非
一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目２０）
前記患者の心臓の少なくとも一部を表す前記三次元モデルが、大動脈の少なくとも一部と
、前記大動脈の一部から発する複数の冠動脈の少なくとも一部とを含み、
前記三次元シミュレーションが、前記冠動脈中の複数の位置における前記冠血流予備量比
を含む、項目１９に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目２１）
患者の治療を計画するためのシステムであって、
前記患者の解剖学的構造体の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信し、
前記患者固有のデータに基づく前記患者の前記解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三
次元モデルを作成し、
前記三次元モデルおよび前記患者の前記解剖学的構造体に関連する物理学に基づくモデル
に基づいて、前記患者の前記解剖学的構造体内の血流の特徴に関する第１の情報を明らか
にし、
前記三次元モデルを修正し、
前記修正された三次元モデルに基づいて、前記患者の前記解剖学的構造体内の前記血流の
特徴に関する第２の情報を明らかにするように構成された少なくとも１つのコンピュータ
システムを含む、システム。
（項目２２）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、ユーザから受信した入力であって、前記
患者の治療計画の選択を含む入力に基づいて、前記三次元モデルを修正するようにさらに
構成される、項目２１に記載のシステム。
（項目２３）
前記選択された治療計画が、前記患者の前記解剖学的構造体の前記幾何学的形状の変化に
関連し、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記選択された治療計画に基づいて、前
記三次元モデルを修正するようにさらに構成される、項目２２に記載のシステム。
（項目２４）
前記受信される入力が、前記解剖学的構造体の前記幾何学的形状を変化させるための前記
患者の前記解剖学的構造体における位置を含み、前記位置は前記ユーザによって選択され
、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記選択された治療計画および前記選択
された位置に基づいて、前記三次元モデルを修正するようにさらに構成される、項目２３
に記載のシステム。
（項目２５）
前記選択された治療計画が、前記患者の前記選択された位置にステントを挿入する計画を
含み、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記三次元モデルによって表される内腔
を拡大することによって前記三次元モデルを修正するようにさらに構成される、項目２４
に記載のシステム。
（項目２６）
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前記選択された治療計画が、前記患者の前記選択された位置にバイパスを追加する計画を
含み、および
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記三次元モデルにおいて内腔に向かっ
て第１のバイパスを追加することによって前記三次元モデルを修正するようにさらに構成
される、項目２４に記載のシステム。
（項目２７）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、
前記患者の前記解剖学的構造体内の複数の位置において前記第１の情報と前記第２の情報
との差を明らかにするようにさらに構成される、項目２１に記載のシステム。
（項目２８）
前記第１の情報および前記第２の情報がそれぞれ、前記患者の前記解剖学的構造体内の血
圧、血液速度、血流量、または冠血流予備量比うちの少なくとも１つを含む、項目２１に
記載のシステム。
（項目２９）
前記患者の前記解剖学的構造体が、前記患者の心臓、頸部、頭部、胸部、腹部、腕、また
は脚の複数の動脈の一部のうちの少なくとも１つを含む、項目２１に記載のシステム。
（項目３０）
非一時的なコンピュータ可読媒体であって、患者の治療を計画するための方法であって、
前記患者の解剖学的構造体の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信することと、
前記患者固有のデータに基づく前記患者の解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三次元
モデルを作成することと、
前記三次元モデルおよび前記患者の前記解剖学的構造体に関連する物理学に基づくモデル
に基づいて、前記患者の前記解剖学的構造体内の血流の特徴に関する第１の情報を明らか
に明らかにすることと、前記患者の前記解剖学的構造体の幾何学的形状の所望の変化に基
づいて、前記患者の前記解剖学的構造体内の前記血流の特徴に関する第２の情報を明らか
にすることと、を含む方法を実行するためのコンピュータ実行可能なプログラミング命令
を含む、コンピュータシステム上で使用するための、非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目３１）
前記方法が、
治療計画を選択するユーザから受信する入力に基づいて、前記三次元モデルを修正するこ
とと、
前記修正に基づいて、前記第２の情報を明らかにすることをさらに含む、項目３０に記載
の非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目３２）
前記選択された治療計画が、前記患者の前記解剖学的構造体の前記幾何学的形状の変化と
関連し、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記選択された治療計画に基づいて前記
三次元モデルを修正するようにさらに構成される、項目３１に記載の非一時的なコンピュ
ータ可読媒体。
（項目３３）
前記受信された入力が、前記解剖学的構造体の前記幾何学的形状を変化させるための前記
患者の前記解剖学的構造体における位置を含み、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記選択された治療計画および前記選択
された位置に基づいて前記三次元モデルを修正するようにさらに構成される、項目３２に
記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
（項目３４）
前記方法が、
前記患者の前記解剖学的構造体内の複数の位置における前記第１の情報と前記第２の情報
との差を明らかにすることをさらに含む、項目３０に記載の非一時的なコンピュータ可読
媒体。
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（項目３５）
前記第１の情報および前記第２の情報がそれぞれ、前記患者の前記解剖学的構造体内の血
圧、血液速度、血流量、または冠血流予備量比を含む、項目３０に記載の非一時的なコン
ピュータ可読媒体。
（項目３６）
前記患者の前記解剖学的構造体が、前記患者の心臓、頸部、頭部、胸部、腹部、腕、また
は脚の複数の動脈の一部のうちの少なくとも１つを含む、項目３０に記載の非一時的なコ
ンピュータ可読媒体。
（項目３７）
コンピュータシステムを用いて患者の治療を計画するための方法であって、
少なくとも１つのコンピュータシステムに、前記患者の解剖学的構造体の幾何学的形状に
関する患者固有のデータを入力することと、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記患者固有のデータに基づく前
記患者の前記解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三次元モデルを作成することと、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記三次元モデルおよび前記患者
の前記解剖学的構造体に関連する物理学に基づくモデルに基づいて、前記患者の前記解剖
学的構造体内の血流の特徴に関する第１の情報を明らかにすることと、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記三次元モデルを修正すること
と、および前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記修正三次元モデル
に基づいて前記患者の前記解剖学的構造体内の前記血流の特徴に関する第２の情報を明ら
かにすることと、を含む、方法。
（項目３８）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記第１の情報を含む三次元シミ
ュレーションを作成することと、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記三次元シミュレーションに基
づく次数低減モデルを作成することをさらに含み、
前記第２の情報が前記次数低減モデルを用いて明らかにされる、項目３７に記載の方法。
（項目３９）
前記次数低減モデルが集中パラメータモデルである、項目３８に記載の方法。
（項目４０）
前記三次元モデルが、ユーザから受信する第１の入力であって、前記ユーザによって選択
された第１の治療計画を示す第１の入力に基づいて修正される、項目３７に記載の方法で
あって、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記第１の入力とは別に、前記ユ
ーザから受信する第２の入力であって、前記ユーザによって選択された第２の治療計画を
示す第２の入力に基づいて前記三次元モデルを修正することと、および
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記第２の入力に基づいて修正さ
れた前記三次元モデルに基づいて、前記患者の前記解剖学的構造体内の前記血流の特徴に
関する第３の情報を明らかにすることと、および
前記第２の情報を前記第３の情報と比較することによって、前記第１および第２の治療計
画を比較することと、をさらに含む、方法。
（項目４１）
患者の治療を計画するためのシステムであって、
前記患者の解剖学的構造体の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信し、
前記患者固有のデータに基づく前記患者の前記解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三
次元モデルを作成し、
前記三次元モデルおよび前記患者の生理学的状態に関する情報に基づいて、前記患者の前
記解剖学的構造体内の血流の特徴に関する第１の情報を明らかにし、
前記患者の前記生理学的状態を修正し、
前記患者の前記修正された生理学的状態に基づいて、前記患者の前記解剖学的構造体内の
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前記血流の特徴に関する第２の情報を明らかにするように構成された少なくとも１つのコ
ンピュータシステムを備える、システム。
（項目４２）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、ユーザから受信する入力であって、前記
患者のための治療計画の選択を含む入力に基づいて、前記患者の前記生理学的状態を修正
するようにさらに構成される、項目４１に記載のシステム。
（項目４３）
前記選択された治療計画が、前記患者の心拍出量、運動のレベル、充血のレベル、または
薬物療法のうちの少なくとも１つの変化に関連し、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記選択された治療計画に基づいて前記
患者の前記生理学的状態を修正するようにさらに構成される、項目４２に記載のシステム
。
（項目４４）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記患者の前記解剖学的構造体を通る血
流に関連するパラメータを変化させることによって、前記患者の前記生理学的状態を修正
するようにさらに構成される、項目４３に記載のシステム。
（項目４５）
前記変化させた血流に関するパラメータが、冠動脈抵抗、大動脈血圧、または心拍数のう
ちの少なくとも１つを含む、項目４４に記載のシステム。
（項目４６）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、
前記患者の前記解剖学的構造体内の複数の位置における前記第１の情報と前記第２の情報
との差を明らかにするようにさらに構成される、項目４１に記載のシステム。
（項目４７）
前記第１の情報および前記第２の情報がそれぞれ、前記患者の前記解剖学的構造体内の血
圧、血液速度、血流量、または冠血流予備量比のうちの少なくとも１つを含む、項目４１
に記載のシステム。
（項目４８）
前記患者の前記解剖学的構造体が、前記患者の心臓、頸部、頭部、胸部、腹部、腕、また
は脚の複数の動脈の一部のうちの少なくとも１つを含む、項目４１に記載のシステム。
（項目４９）
非一時的なコンピュータ可読媒体であって、患者の治療を計画するための方法であって、
前記患者の解剖学的構造体の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信することと、
前記患者固有のデータに基づく前記患者の解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三次元
モデルを作成することと、
前記三次元モデルおよび前記患者の生理学的状態に関する情報に基づいて、前記患者の前
記解剖学的構造体内の血流の特徴に関する第１の情報を明らかにすることと、および
前記患者の前記生理学的状態の変化に基づいて、前記患者の前記解剖学的構造体内の前記
血流の特徴に関する第２の情報を明らかにすることと、を含む、方法を実行するためのコ
ンピュータ実行可能なプログラミング命令を含むコンピュータシステム上で使用するため
の、非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目５０）
前記第２の情報が、前記患者の心拍出量、心拍数、一回拍出量、血圧、労作または運動の
レベル、充血のレベル、または薬物療法のうちの少なくとも１つの変化に関連する選択さ
れた治療計画に基づいて明らかにされる、項目４９に記載の非一時的なコンピュータ可読
媒体。
（項目５１）
前記方法が、前記患者の前記解剖学的構造体を通る血流に関連するパラメータを変化させ
ることによって、前記患者の前記生理学的状態を修正することをさらに含む、項目５０に
記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
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（項目５２）
前記変化させた血流に関するパラメータが、冠動脈抵抗、大動脈血圧、または心拍数のう
ちの少なくとも１つを含む、項目５１に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目５３）
前記方法が、
前記患者の前記解剖学的構造体内の複数の位置において前記第１の情報と前記第２の情報
との差を明らかにすることをさらに含む、項目４９に記載の非一時的なコンピュータ可読
媒体。
（項目５４）
前記第１の情報および前記第２の情報がそれぞれ、前記患者の前記解剖学的構造体内の血
圧、血液速度、血流量、または冠血流予備量比のうちの少なくとも１つを含む、項目４９
に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目５５）
前記患者の前記解剖学的構造体が、前記患者の心臓、頸部、頭部、胸部、腹部、腕、また
は脚の複数の動脈の一部のうちの少なくとも１つを含む、項目４９に記載の非一時的なコ
ンピュータ可読媒体。
（項目５６）
少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて患者の治療を計画するための方法であっ
て、
少なくとも１つのコンピュータシステムに、前記患者の解剖学的構造体の幾何学的形状に
関する患者固有のデータを入力することと、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記患者固有のデータに基づく前
記患者の前記解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三次元モデルを作成することと、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記三次元モデルおよび前記患者
の生理学的状態に関する情報に基づいて、前記患者の前記解剖学的構造体内の血流の特徴
に関する第１の情報を明らかにすることと、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記患者の前記生理学的状態を修
正することと、および
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記患者の前記修正された生理学
的状態に基づいて、前記患者の前記解剖学的構造体内の前記血流の特徴に関する第２の情
報を明らかにすることと、を含む、方法。
（項目５７）
前記患者の前記生理学的状態を修正することが、前記患者の前記解剖学的構造体を通る血
流に関するパラメータを変更することを含み、
前記変更されたパラメータが、冠動脈抵抗、大動脈血圧、または心拍数のうちの少なくと
も１つを含む、項目５６に記載の方法。
（項目５８）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記第１の情報を含む三次元シミ
ュレーションを作成することと、および
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記三次元シミュレーションに基
づく次数低減モデルを作成することをさらに含み、
前記第２の情報が前記次数低減モデルを用いて明らかにされる、項目５６に記載の方法。
（項目５９）
前記次数低減モデルが集中パラメータモデルである、項目５８に記載の方法。
（項目６０）
前記患者の前記生理学的状態を修正することが、前記ユーザから受信した第１の入力ので
あって、前記ユーザによって選択された第１の治療計画を示す第１の入力に基づく項目５
６に記載の方法であって、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記第１の入力とは別に、前記ユ
ーザから受信する第２の入力であって、前記ユーザによって選択された第２の治療計画を
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示す第２の入力に基づいて前記患者の前記生理学的状態を修正することと、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記第２の入力に基づいて修正さ
れた前記生理学的状態に基づいて、前記患者の前記解剖学的構造体内の前記血流の特徴に
関する第３の情報を明らかにすることと、および
前記第２の情報と前記第３の情報とを比較することによって、前記第１および第２の治療
計画を比較することと、をさらに含む、方法。
（項目６１）
患者固有の心血管情報を明らかに明らかにするためのシステムであって、
前記患者の解剖学的構造体の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信し、
前記患者固有のデータに基づく前記患者の前記解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三
次元モデルを作成し、
前記患者の前記解剖学的構造体の前記一部を通る全流量に関連する全抵抗を特定し、
前記三次元モデル、前記患者の前記解剖学的構造体に関連する物理学に基づくモデル、お
よび前記特定された全抵抗に基づいて、前記患者の前記解剖学的構造体内の血流の特徴に
関する情報を明らかにするように構成された少なくとも１つのコンピュータシステムを備
える、システム。
（項目６２）
前記患者の前記解剖学的構造体が、大動脈の少なくとも一部と、前記大動脈の一部から発
する複数の冠動脈の少なくとも一部とを含み、および
前記全抵抗が前記複数の冠動脈を通る全流出量に関連する、項目６１に記載のシステム。
（項目６３）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記決定された全抵抗に基づいて前記複
数の冠動脈それぞれの個々の抵抗を特定し、および
前記個々の抵抗を前記物理学に基づくモデルに組込むことによって、前記特定された個々
の抵抗に基づいて前記血流の特徴に関する前記情報を明らかにするようにさらに構成され
る、項目６２に記載のシステム。
（項目６４）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、
前記患者の測定された血圧を受信し、
前記測定された血圧に基づいて前記全抵抗を特定するようにさらに構成される、項目６３
に記載のシステム。
（項目６５）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記解剖学的構造体の少なくとも一部の
特定された質量または体積に基づいて、前記解剖学的構造体の前記一部を通る前記全流量
を特定するようにさらに構成される、項目６１に記載のシステム。
（項目６６）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記患者固有のデータを用いて、前記解
剖学的構造体の少なくとも一部の前記質量または体積を特定するようにさらに構成される
、項目６５に記載のシステム。
（項目６７）
前記患者固有のデータが画像データを含み、前記少なくとも１つのコンピュータシステム
が、前記画像データを用いて、前記解剖学的構造体の少なくとも一部の前記質量または体
積を特定するようにさらに構成される、項目６６に記載のシステム。
（項目６８）
前記情報が、前記患者の解剖学的構造体内の血圧、血液速度、または血流量を含む、項目
６１に記載のシステム。
（項目６９）
前記患者の前記解剖学的構造体が、前記患者の心臓、頸部、頭部、胸部、腹部、腕、また
は脚の複数の動脈の一部のうちの少なくとも１つを含む、項目６１に記載のシステム。
（項目７０）
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少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて患者固有の心血管情報を明らかにするた
めの方法であって、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムに、前記患者の解剖学的構造体の幾何学的形
状に関する患者固有のデータを入力することと、
少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記患者固有のデータに基づく前記患
者の前記解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三次元モデルを作成することと、
少なくとも１つのコンピュータを用いて、前記患者の前記解剖学的構造体の前記一部を通
る全流量に関連する全抵抗を特定することと、および
少なくとも１つのコンピュータを用いて、前記三次元モデル、前記患者の前記解剖学的構
造体に関連する物理学に基づくモデル、および前記決定された全抵抗に基づいて、前記患
者の前記解剖学的構造体内の血流の特徴に関する情報を明らかにすることと、を含む、方
法。
（項目７１）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記患者固有のデータを使用して
、前記患者の前記解剖学的構造体の少なくとも一部の質量または体積を特定することと、
および
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記特定された質量または体積に
基づく前記全流量を特定することをさらに含む、項目７０に記載の方法。
（項目７２）
前記患者の前記解剖学的構造体が、前記患者の心筋または脳である、項目７１に記載の方
法。
（項目７３）
前記患者の血圧を測定することをさらに含み、前記全抵抗が前記測定された血圧に基づい
て特定される、項目７１に記載の方法。
（項目７４）
前記患者の前記解剖学的構造体が、複数の連結する動脈の少なくとも一部を含む項目７３
に記載の方法であって、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記特定された全抵抗に基づいて
、前記複数の動脈それぞれの個々の抵抗を特定することをさらに含む、方法。
（項目７５）
前記情報が、前記患者の解剖学的構造体内の血圧、血液速度、または血流量を含む、項目
７０に記載の方法。
（項目７６）
前記患者の前記解剖学的構造体が、前記患者の心臓、頸部、頭部、胸部、腹部、腕、また
は脚の複数の動脈の一部のうちの少なくとも１つを含む、項目７０に記載の方法。
（項目７７）
非一時的なコンピュータ可読媒体であって、患者固有の心血管情報を明らかにするための
方法であって、
前記患者の解剖学的構造体の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信することと、
前記患者固有のデータに基づく前記患者の解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三次元
モデルを作成することと、
前記患者の前記解剖学的構造体の前記一部を通る全流量に関連する全抵抗を特定すること
と、および
前記三次元モデル、前記患者の前記解剖学的構造体に関連する物理学に基づくモデル、お
よび前記特定された全抵抗に基づいて、前記患者の前記解剖学的構造体内の血流の特徴に
関する情報を明らかにすることを含む方法を実施するためのコンピュータ実行可能なプロ
グラミング命令を含む、コンピュータシステム上で使用するための、非一時的なコンピュ
ータ可読媒体。
（項目７８）
前記患者の前記解剖学的構造体が、大動脈の少なくとも一部と、前記大動脈の前記一部か
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ら発する複数の冠動脈の少なくとも一部とを含み、
前記全抵抗が、前記複数の冠動脈を通る全流出量に関連する、項目７７に記載の非一時的
なコンピュータ可読媒体。
（項目７９）
前記方法が、
前記解剖学的構造体の少なくとも一部の特定された質量または体積に基づいて、前記解剖
学的構造体の一部を通る前記全流量を特定することをさらに含む、項目７７に記載の非一
時的なコンピュータ可読媒体。
（項目８０）
前記患者固有のデータが画像データを含み、前記方法が、
前記画像データを用いて、前記解剖学的構造体の少なくとも一部の前記質量または体積を
特定することをさらに含む、項目７９に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目８１）
ウェブサイトを用いて患者固有の心血管情報を提供するためのシステムであって、
遠隔ユーザがウェブサイトにアクセスすることを可能にし、
前記患者の解剖学的構造体の幾何学的形状の少なくとも一部に関する患者固有のデータを
受信し、
前記患者固有のデータに基づく前記患者の前記解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三
次元モデルを作成し、
前記三次元モデルおよび前記患者の生理学的状態に基づいて、前記患者の前記解剖学的構
造体内の血流の特徴に関する情報を明らかにし、前記患者の前記解剖学的構造体の少なく
とも前記一部の第１の三次元シミュレーションであって、前記血流の特徴に関する前記明
らかにされた情報を含む三次元シミュレーションに関する表示情報を前記ウェブサイトを
用いて前記遠隔ユーザに伝達するように構成された少なくとも１つのコンピュータシステ
ムを備える、システム。
（項目８２）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、
前記ウェブサイトを介して、前記患者の治療計画を選択する前記遠隔ユーザからの入力を
受信するようにさらに構成される、項目８１に記載のシステム。
（項目８３）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、
前記受信された入力に基づいて、前記三次元モデルまたは前記患者の前記生理学的状態の
うちの少なくとも１つを修正し、
前記受信された入力に基づいて、前記患者の前記解剖学的構造体内の前記血流の特徴に関
する第２の情報を明らかにするようにさらに構成される、項目８２に記載のシステム。
（項目８４）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、
前記患者の前記解剖学的構造体の少なくとも前記一部の第２の三次元シミュレーションで
あって、前記血流の特徴に関する前記明らかにされた第２の情報を含む第２の三次元シミ
ュレーションに関する表示情報を前記ウェブサイトを用いて前記遠隔ユーザに伝達するよ
うにさらに構成される、項目８３に記載のシステム。
（項目８５）
前記患者の前記解剖学的構造体内の前記血流の特徴に関する前記情報が、前記患者の前記
解剖学的構造体に関連する保存された物理学に基づくモデルに基づいてさらに明らかにさ
れる、項目８１に記載のシステム。
（項目８６）
前記患者の前記解剖学的構造体が、心臓、頸部、頭部、胸部、腹部、腕、または脚の複数
の動脈の一部のうちの少なくとも１つを含む、項目８１に記載のシステム。
（項目８７）
前記情報が、前記患者の解剖学的構造体内の血圧、血液速度、または血流量を含む、項目
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８１に記載のシステム。
（項目８８）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、
複数の患者に関する患者固有のデータを受信し、および
前記複数の患者の前記血流の特徴に関する前記情報を明らかにするようにさらに構成され
る、項目８１に記載のシステム。
（項目８９）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、複数の遠隔ユーザが前記ウェブサイトに
安全にアクセスすることを可能にするように構成される、項目８１に記載のシステム。
（項目９０）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記三次元モデルに関する表示情報を前
記ウェブサイトを用いて前記遠隔ユーザに伝達するように構成される、項目８１に記載の
システム。
（項目９１）
ウェブサイトを用いて患者固有の心血管情報を提供するための方法であって、
少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、遠隔ユーザがウェブサイトにアクセス
することを可能にすることと、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記患者の解剖学的構造体の幾何
学的形状に関する患者固有のデータを受信することと、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記患者固有のデータに基づく前
記患者の前記解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三次元モデルを作成することと、前
記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記三次元モデルおよび前記患者の
生理学的状態に基づいて、前記患者の前記解剖学的構造体内の血流の特徴に関する情報を
明らかにすることと、および
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記患者の前記解剖学的構造体の
少なくとも前記一部の第１の三次元シミュレーションであって、前記血流の特徴に関する
前記明らかにされた情報を含む三次元シミュレーションに関する表示情報を前記ウェブサ
イトを用いて前記遠隔ユーザに伝達することと、を含む、方法。
（項目９２）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記ウェブサイトを使用して、前
記患者の治療計画を選択する前記遠隔ユーザからの入力を受信することをさらに含む、項
目９１に記載の方法。
（項目９３）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記受信された入力に基づいて、
前記三次元モデルまたは前記患者の前記生理学的状態のうちの少なくとも１つを修正する
ことと、および
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記受信された入力に基づいて、
前記患者の前記解剖学的構造体の少なくとも前記一部の前記血流の特徴に関する第２の情
報を明らかにすることをさらに含む、項目９２に記載の方法。
（項目９４）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記患者の前記解剖学的構造体の
第２の三次元シミュレーションであって、前記血流の特徴に関する前記明らかにされた第
２の情報を含む第２の三次元シミュレーションに関する表示情報を前記ウェブサイトを用
いて前記遠隔ユーザに伝達することをさらに含む、項目９３に記載の方法。
（項目９５）
非一時的なコンピュータ可読媒体であって、患者固有の心血管情報をウェブサイトを用い
て提供するための方法であって、
遠隔ユーザがウェブサイトにアクセスすることを可能にすることと、
前記患者の解剖学的構造体の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信することと、
前記患者固有のデータに基づく前記患者の解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三次元



(23) JP 2017-80492 A 2017.5.18

10

20

30

40

50

モデルを作成することと、
前記三次元モデルおよび前記患者の前記解剖学的構造体に関連する物理学に基づくモデル
に基づいて、前記患者の前記解剖学的構造体内の血流の特徴に関する第１の情報を明らか
にすることと、および
前記患者の前記解剖学的構造体の少なくとも前記一部の第１の三次元シミュレーションで
あって、前記血流の特徴に関する前記明らかにされた情報を含む三次元シミュレーション
に関する表示情報を前記ウェブサイトを用いて前記遠隔ユーザに伝達することと、を含む
方法を実施するためのコンピュータ実行可能なプログラミング命令を含む、コンピュータ
システム上で使用するための、非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目９６）
前記方法が、
前記ウェブサイトを用いて、前記患者の治療計画を選択する前記遠隔ユーザからの入力を
受信することをさらに含む、項目９５に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目９７）
前記患者の前記解剖学的構造体の少なくとも前記一部の前記血流の特徴に関する前記情報
が、前記患者の前記解剖学的構造体に関連する保存された物理学に基づくモデルに基づい
てさらに明らかにされる、項目９５に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目９８）
前記患者の前記解剖学的構造体が、前記患者の心臓、頸部、頭部、胸部、腹部、腕、また
は脚の複数の動脈の一部のうちの少なくとも１つを含む、項目９５に記載の非一時的なコ
ンピュータ可読媒体。
（項目９９）
前記方法が、
複数の患者に関する患者固有のデータを受信することと、および
前記複数の患者の前記血流の特徴に関する前記情報を明らかにすることをさらに含む、項
目９５に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目１００）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、複数の遠隔ユーザが前記ウェブサイトに
安全にアクセスすることを可能にするように構成される、項目９５に記載の非一時的なコ
ンピュータ可読媒体。
（項目１０１）
患者固有の時変心血管情報を明らかにするためのシステムであって、
異なる時点の前記患者の解剖学的構造体の少なくとも一部の幾何学的形状に関する時変患
者固有のデータを受信し、
前記患者固有のデータに基づく前記患者の前記解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三
次元モデルを作成し、および
前記三次元モデルおよび前記患者の前記解剖学的構造に関連する物理学に基づくモデルに
基づいて、前記患者の前記解剖学的構造体内の経時的な血流の特徴の変化に関する情報を
明らかにするように構成される少なくとも１つのコンピュータシステムを備える、システ
ム。
（項目１０２）
前記時変患者固有のデータが、異なる時点の前記患者の前記解剖学的構造体の前記幾何学
的形状に関するものである、項目１０１に記載のシステム。
（項目１０３）
前記患者固有のデータが、心周期にわたる異なる時点の画像データを含む、項目１０１に
記載のシステム。
（項目１０４）
前記患者の前記解剖学的構造体が、前記患者の複数の連結する動脈の少なくとも一部を含
み、
前記患者固有のデータが、前記複数の動脈血管形状の変化に関する情報を含む、項目１０
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１に記載のシステム。
（項目１０５）
前記複数の動脈が、前記患者の心臓、頸部、頭部、胸部、腹部、腕、または脚に位置する
、項目１０４に記載のシステム。
（項目１０６）
前記血流の特徴が、血圧、血液速度、または血流量のうちの少なくとも１つを含む、項目
１０１に記載のシステム。
（項目１０７）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、
前記患者の前記解剖学的構造体内の３つの次元に沿った複数の位置における経時的な前記
血流の特徴の変化に関する情報を明らかにするようにさらに構成される、項目１０１に記
載のシステム。
（項目１０８）
少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて患者固有の時変心血管情報を明らかにす
るための方法であって、
少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、異なる時点の前記患者の解剖学的構造
体の幾何学的形状に関する時変患者固有のデータを受信することと、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記患者固有のデータに基づく前
記患者の前記解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三次元モデルを作成することと、お
よび
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記三次元モデルおよび前記患者
の前記解剖学的構造体に関連する物理学に基づくモデルに関する前記情報に基づいて、前
記患者の前記解剖学的構造体内の経時的な血流の特徴の変化に関する情報を明らかにする
ことと、を含む、方法。
（項目１０９）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて前記物理学に基づくモデルを保存す
ることをさらに含む、項目１０８に記載の方法。
（項目１１０）
前記患者の前記解剖学的構造体が、前記患者の心臓、頸部、頭部、胸部、腹部、腕、また
は脚の複数の動脈の一部のうちの少なくとも１つを含む、項目１０８に記載の方法。
（項目１１１）
前記時変患者固有のデータが、異なる時点の前記患者の前記解剖学的構造体の前記幾何学
的形状に関連する、項目１０８に記載の方法。
（項目１１２）
前記患者固有のデータが、心周期にわたる異なる時点の画像データを含む、項目１０８に
記載の方法。
（項目１１３）
前記患者の前記解剖学的構造体が、前記患者の複数の連結する動脈の少なくとも一部を含
み、および
前記患者固有のデータが、前記複数の動脈の血管形状の変化に関する情報を含む、項目１
０８に記載の方法。
（項目１１４）
前記複数の動脈が、前記患者の心臓、頸部、頭部、胸部、腹部、腕、または脚に位置する
、項目１１３に記載の方法。
（項目１１５）
非一時的なコンピュータ可読媒体であって、患者固有の時変心血管情報を明らかにするた
めの方法であって、
異なる時点の前記患者の解剖学的構造体の幾何学的形状に関する時変患者固有のデータを
受信することと、
前記患者固有のデータに基づく前記患者の前記解剖学的構造体の少なくとも一部を表す三
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次元モデルを作成することと、
前記三次元モデルおよび前記患者の前記解剖学的構造に関連する物理学に基づくモデルに
関する情報に基づいて、前記患者の前記解剖学的構造体内の経時的な血流の特徴の変化に
関する情報を明らかに明らかにすることを含む方法を実施するためのコンピュータ実行可
能なプログラミング命令を含む、コンピュータシステム上で使用するための、非一時的な
コンピュータ可読媒体。
（項目１１６）
前記時変患者固有のデータが、異なる時点の前記患者の前記解剖学的構造体の前記幾何学
的形状に関連する、項目１１５に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目１１７）
前記患者固有のデータが、心周期にわたる異なる時点の画像データを含む、項目１１５に
記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目１１８）
前記患者の前記解剖学的構造体が、前記患者の複数の連結する動脈の少なくとも一部を含
み、および
前記患者固有のデータが、前記複数の動脈の血管形状の変化に関する情報を含む、項目１
１５に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目１１９）
前記複数の動脈が、前記患者の心臓、頸部、頭部、胸部、腹部、腕、または脚に位置する
、項目１１８に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目１２０）
前記血流の特徴が、血圧、血液速度、または血流量のうちの少なくとも１つを含む、項目
１１５に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目１２１）
患者の心血管情報を明らかにするためのシステムであって、
前記患者の解剖学的構造体であって、血管の少なくとも一部を含む解剖学的構造体の少な
くとも一部の幾何学的形状および少なくとも１つの材料特性に関する患者固有のデータを
受信し、
前記患者固有のデータに基づく前記患者の前記解剖学的構造体を表す三次元モデルを作成
し、
前記三次元モデルおよび前記患者の生理学的状態に基づいて、前記患者の前記解剖学的構
造体内の血流の特徴に関する情報を明らかにし、
前記血管内のプラークの位置を特定するように構成される少なくとも１つのコンピュータ
システムを備える、システム。
（項目１２２）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記プラークに対する応力、圧力、力、
またはひずみのうちの少なくとも１つを特定するようにさらに構成される、項目１２１に
記載のシステム。
（項目１２３）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記プラークの破裂に対する脆弱性を評
価するようにさらに構成される、項目１２１に記載のシステム。
（項目１２４）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記プラークの力の前記プラークの応力
に対する比に基づいて、前記プラークの破裂に対する脆弱性を評価するようにさらに構成
される、項目１２３に記載のシステム。
（項目１２５）
前記強度が、前記プラークの材料特性に基づいて明らかにされ、
前記応力は、前記プラークに対する血流力または心臓運動によって誘発されるひずみによ
る、急激または累積的な応力を含む、項目１２４に記載のシステム。
（項目１２６）
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前記患者の前記生理学的状態が、前記患者の心拍出量、心拍数、一回拍出量、血圧、労作
または運動のレベル、充血のレベル、または薬物療法のうちの少なくとも１つを含む、項
目１２１に記載のシステム。
（項目１２７）
前記位置が、前記少なくとも１つのコンピュータシステムによって、またはユーザからの
入力に基づいて特定される、項目１２１に記載のシステム。
（項目１２８）
少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて患者の心血管情報を明らかにするための
方法であって、
少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記患者の解剖学的構造体であって、
血管の少なくとも一部を含む解剖学的構造体の少なくとも一部の幾何学的形状および少な
くとも１つの材料特性に関する患者固有のデータを受信することと、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記患者固有のデータに基づく前
記患者の前記解剖学的構造体を表す三次元モデルを作成することと、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記三次元モデルおよび前記患者
の生理学的状態に基づいて、前記患者の前記解剖学的構造体内の血流の特徴に関する情報
を明らかにすることと、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記血管内のプラークを特定する
ことと、を含む、方法。
（項目１２９）
前記プラークが、前記少なくとも１つのコンピュータシステムによって、またはユーザか
らの入力に基づいて特定される、項目１２８に記載の方法。
（項目１３０）
前記プラークの表面に作用する圧力、力、またはせん断応力のうちの少なくとも１つを計
算することをさらに含む、項目１２８に記載の方法。
（項目１３１）
圧力、力、またはせん断応力のうちの前記少なくとも１つが、前記血流の特徴に関する前
記決定された情報に基づいて計算される、項目１３０に記載の方法。
（項目１３２）
前記血流の特徴が、血圧、血液速度、または血流量のうちの少なくとも１つを含む、項目
１２８に記載の方法。
（項目１３３）
前記患者固有のデータが、異なる時点における前記患者の前記解剖学的構造体の少なくと
も一部の前記幾何学的形状に関する時変データを含む、項目１２８に記載の方法であって
、
経時的な前記プラークの変形に関する情報を明らかにすることをさらに含む、方法。
（項目１３４）
経時的な前記プラークの変形に関する前記情報が、
長手方向の延長、長手方向の短縮、ねじれ、半径方向の拡張、半径方向の圧縮、または屈
曲のうちの少なくとも１つを含む、項目１３３に記載の方法。
（項目１３５）
非一時的なコンピュータ可読媒体であって、患者の心血管情報を明らかにするための方法
であって、
前記患者の解剖学的構造体であって、血管の少なくとも一部を含む解剖学的構造体の少な
くとも一部の幾何学的形状および少なくとも１つの材料特性に関する患者固有のデータを
受信することと、
前記患者固有のデータに基づく前記患者の前記解剖学的構造体を表す三次元モデルを作成
することと、
前記三次元モデルおよび前記患者の生理学的状態に基づいて、前記患者の前記解剖学的構
造体内の血流の特徴に関する情報を明らかにすることと、および
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前記血管内のプラークの位置を特定することと、を含む方法を実施するためのコンピュー
タ実行可能なプログラミング命令を含む、コンピュータシステム上で使用するための、非
一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目１３６）
前記解剖学的構造体が、複数の動脈および前記複数の動脈の少なくとも一部と連結する組
織の少なくとも一部を含み、前記方法が、前記プラークの潜在的な破裂の影響を受ける前
記解剖学的構造体の組織セグメントを特定することをさらに含む、項目１３５に記載の非
一時的コンピュータ可読媒体。
（項目１３７）
前記方法が、前記プラークの前記潜在的破裂後の潜在的な経路を明らかにすることをさら
に含む、項目１３６に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目１３８）
前記方法が、前記プラークのサイズ、または前記プラークの下流の前記血管の少なくとも
一部のサイズのうちの少なくとも１つに基づいて、前記組織セグメントが前記プラークの
前記潜在的な破裂の影響を受け得るか否かを明らかにすることをさらに含む、項目１３６
に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目１３９）
前記方法が、複数の組織セグメントの１つ１つに視覚的指標を提供することをさらに含み
、各視覚的指標が、前記プラークの前記潜在的な破裂により前記それぞれの組織セグメン
トに影響を与える可能性を示す、項目１３６に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目１４０）
前記解剖学的構造体が、複数の動脈の少なくとも一部と、前記複数の動脈の少なくとも一
部に連結する組織とを含み、前記方法が、
前記プラークの潜在的な破裂による前記組織の少なくとも一部への血流の変化を明らかに
することをさらに含む、項目１３５に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目１４１）
患者の心血管情報を明らかにするためのシステムであって、
前記患者の解剖学的構造体であって、複数の動脈の少なくとも一部と、前記複数の動脈の
少なくとも一部と連結する組織とを含む解剖学的構造体の少なくとも一部の幾何学的形状
に関する患者固有のデータを受信し、
前記患者固有のデータに基づく前記患者の前記解剖学的構造体を表す三次元モデルを作成
し、
前記組織を表す前記三次元モデルの少なくとも一部をセグメントに分割し、
前記三次元モデルおよび前記患者の生理学的状態に基づいて、前記セグメントのうちの少
なくとも１つと関連する血流の特徴に関する情報を明らかにするように構成された少なく
とも１つのコンピュータシステムを備える、システム。
（項目１４２）
前記血流の特徴が、前記少なくとも１つのセグメントに入る血流を含む、項目１４１に記
載のシステム。
（項目１４３）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記セグメントのうちの少なくとも１つ
をサブセグメントにさらに分割するようにさらに構成され、および
前記血流の特徴が、前記サブセグメントのうちの少なくとも１つに入る血流を含む、項目
１４１に記載のシステム。
（項目１４４）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、所望の分解能が得られるまで前記セグメ
ントをさらに分割するようにさらに構成される、項目１４１に記載のシステム。
（項目１４５）
前記組織が前記複数の動脈の下流にある、項目１４１に記載のシステム。
（項目１４６）
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前記複数の動脈が、前記患者の頭部または心臓に少なくとも部分的に位置し、
前記組織が心筋組織または脳組織を含む、項目１４１に記載のシステム。
（項目１４７）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記それぞれのセグメントに連結する前
記複数の動脈のうちの少なくとも１つの動脈のサイズに基づいて、前記セグメントのサイ
ズを特定明らかにするようにさらに構成される、項目１４１に記載のシステム。
（項目１４８）
前記患者の前記生理学的状態が、前記患者の心拍出量、心拍数、一回拍出量、血圧、労作
または運動のレベル、充血のレベル、または薬物療法のうちの少なくとも１つを含む、項
目１４１に記載のシステム。
（項目１４９）
前記少なくとも１つのコンピュータが、複数の前記セグメントに関連する前記血流の特徴
に関する前記情報を示す前記解剖学的構造体の三次元シミュレーションを作製するように
さらに構成される、項目１４１に記載のシステム。
（項目１５０）
前記血流の特徴が前記それぞれのセグメントに入る血流を含み、前記それぞれのセグメン
トに入る前記血流の変動が色または陰影の変動によって示される、項目１４９に記載のシ
ステム。
（項目１５１）
少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて患者の心血管情報を明らかにするための
方法であって、少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記患者の解剖学的構
造体であって、複数の動脈の少なくとも一部と、前記複数の動脈の少なくとも一部に連結
する組織とを含む解剖学的構造体の少なくとも一部の幾何学的形状に関する患者固有のデ
ータを受信することと、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記患者固有のデータに基づく前
記患者の前記解剖学的構造体を表す三次元モデルを作成することと、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記三次元モデルを拡張して拡大
モデルを形成することと、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記組織を表す前記拡大モデルの
少なくとも一部をセグメントに分割することと、および
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記拡大モデルおよび前記患者の
生理学的状態に基づいて、前記セグメントのうちの少なくとも１つに関連する血流の特徴
に関する情報を明らかにすることと、を含む、方法。
（項目１５２）
前記三次元モデルを拡張することが、前記三次元モデルに含まれる前記動脈のうちの少な
くとも１つを拡張することを含み、
前記拡大モデルの前記少なくとも１つの部分を分割することが、前記少なくとも１つの動
脈の拡張された部分をセグメントに分割することを含み、および
前記血流の特徴に関する前記情報が、前記拡張された部分の前記セグメントのうちの少な
くとも１つに関連する、項目１５１に記載の方法。
（項目１５３）
前記三次元モデルを拡張することが、前記三次元モデルに含まれる前記動脈のうちの少な
くとも１つに連結する動脈の追加の分枝を作成することを含み、
前記拡大モデルの前記少なくとも１つの部分を分割することが、前記追加の分枝のうちの
少なくとも１つをセグメントに分割することを含み、および
前記血流の特徴に関する前記情報が、前記少なくとも１つの追加の分枝の前記セグメント
のうちの少なくとも１つに関連する、項目１５１に記載の方法。
（項目１５４）
前記それぞれのセグメントに連結する前記複数の動脈のうちの少なくとも１つの動脈のサ
イズに基づいて、前記セグメントのサイズを特定することをさらに含む、項目１５１に記
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載の方法。
（項目１５５）
前記それぞれのセグメントに連結する複数の隣接する動脈のサイズに基づいて、前記セグ
メントのサイズを特定することをさらに含む、項目１５１に記載の方法。
（項目１５６）
前記複数の動脈が、前記患者の頭部または心臓に少なくとも部分的に位置し、
前記組織が心臓組織または脳組織を含み、
前記三次元モデルに含まれる前記複数の動脈のうちの少なくとも１つの動脈が、前記心臓
組織または前記脳組織に沿って、または前記心臓組織または前記脳組織内で拡張されるよ
うに、前記三次元モデルが拡張される、項目１５１に記載の方法。
（項目１５７）
非一時的なコンピュータ可読媒体であって、患者の心血管情報を明らかにするための方法
であって、
前記患者の解剖学的構造体であって、複数の動脈の少なくとも一部と、前記複数の動脈の
少なくとも一部と連結する組織とを含む解剖学的構造体の少なくとも一部の幾何学的形状
に関する患者固有のデータを受信することと、
前記患者固有のデータに基づく前記患者の前記解剖学的構造体を表す三次元モデルを作成
することと、前記組織を表す前記三次元モデルの少なくとも一部をセグメントに分割する
ことと、および前記三次元モデルおよび前記解剖学的構造体に関連する物理学に基づくモ
デルに基づいて、前記セグメントのうちの少なくとも１つに関連する血流の特徴に関する
情報を明らかにすることと、を含む方法を実施するためのコンピュータ実行可能なプログ
ラミング命令を含む、コンピュータシステム上で使用するための、非一時的なコンピュー
タ可読媒体。（項目１５８）
前記方法が、
前記明らかにされた情報を前記解剖学的構造体中の複数の位置における前記血流の特徴に
関する測定された情報と比較することと、および
前記比較に応じて、前記三次元モデルまたは前記物理学に基づくモデルを調整することを
含む、項目１５７に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目１５９）
前記物理学に基づくモデルが、前記三次元モデルの境界を通る血流を表す少なくとも１つ
の集中パラメータモデルを含み、および
前記少なくとも１つの集中パラメータモデルが前記比較に基づいて調整される、項目１５
８に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目１６０）
前記三次元モデルまたは前記物理学に基づくモデルが、前記明らかにされた情報と前記測
定された情報との差が閾値を下回るまで調整される、項目１５８に記載の非一時的なコン
ピュータ可読媒体。
（項目１６１）
前記三次元モデルが、前記明らかにされた情報と前記測定された情報との差が閾値を下回
るまで前記三次元モデルを拡張することによって調節される、項目１５８に記載の非一時
的なコンピュータ可読媒体。
（項目１６２）
患者の心血管情報を明らかにするためのシステムであって、
前記患者の脳の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信し、
前記患者固有のデータに基づいて前記患者の脳の少なくとも一部を表す三次元モデルを作
成し、および
前記三次元モデルおよび前記患者の脳に関連する物理学に基づくモデルに基づいて、前記
患者の脳内の血流の特徴に関する情報を明らかにするように構成された少なくとも１つの
コンピュータシステムを含む、システム。
（項目１６３）
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前記患者の脳の少なくとも前記一部を表す前記三次元モデルが、複数の大脳動脈の少なく
とも一部を含む、項目１６２に記載のシステム。
（項目１６４）
前記血流の特徴が、前記複数の大脳動脈内の複数の位置における血流、血圧、または血液
速度のうちの少なくとも１つを含む、項目１６３に記載のシステム。
（項目１６５）
前記患者固有のデータが画像データを含む、項目１６２に記載のシステム。
（項目１６６）
頭蓋外動脈の少なくとも一部、頭蓋内動脈の少なくとも一部、または脳組織のうちの少な
くとも１つの前記画像データが提供される、項目１６５に記載のシステム。
（項目１６７）
前記画像データが、コンピュータ断層撮影または磁気共鳴画像化技術によって提供される
、項目１６５に記載のシステム。
（項目１６８）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記画像データを用いて複数の大脳動脈
内腔の境界の位置を特定することによって、前記画像データに基づく前記三次元モデルを
作成するように構成される、項目１６５に記載のシステム。
（項目１６９）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記画像データにおける輝度値の変化に
基づいて前記境界の位置を特定するように構成される、項目１６８に記載のシステム。
（項目１７０）
前記物理学に基づくモデルが、前記三次元モデルの境界を通る血流を表す少なくとも１つ
の集中パラメータモデルを含む、項目１６２に記載のシステム。
（項目１７１）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、運動のレベル、労作、ストレス、高血圧
、または低血圧、あるいは薬物療法のうちの少なくとも１つに関連するパラメータを用い
て、前記血流の特徴の関する前記情報を明らかにするように構成される、項目１６２に記
載のシステム。
（項目１７２）
前記少なくとも１つのコンピュータシステムが、前記運動のレベル、労作、ストレス、高
血圧、または低血圧に関連するパラメータを用いて、前記血流の特徴に関する前記情報を
明らかにするように構成され、前記パラメータが、前記患者の大脳動脈抵抗、前記患者の
大動脈血圧、または前記患者の心拍数に関連する、項目１７１に記載のシステム。
（項目１７３）
少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて患者固有の心血管情報を明らかにするた
めの方法であって、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムに、前記患者の複数の大脳動脈の少なくとも
一部の幾何学的形状に関する患者固有のデータを入力することと、
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記患者固有のデータに基づく前
記患者の前記大脳動脈の少なくとも前記一部を表す三次元モデルを作成することと、およ
び
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて、前記三次元モデルおよび前記患者
の前記大脳動脈に関連する物理学に基づくモデルに基づいて、前記患者の前記大脳動脈内
の血流の特徴に関する情報を明らかにすることと、を含む、方法。
（項目１７４）
前記血流の特徴が、前記患者の前記大脳動脈内の複数の位置における、血流、血圧、また
は血液速度のうちの少なくとも１つを含む、項目１７３に記載の方法。
（項目１７５）
前記大脳動脈が、頭蓋外動脈または頭蓋内動脈のうちの少なくとも１つを含む、項目１７
３に記載の方法。
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（項目１７６）
前記三次元モデルが、大動脈の一部、頸動脈の一部、椎骨動脈の一部、または脳組織の一
部のうちの少なくとも１つを含む、項目１７３に記載の方法。
（項目１７７）
前記患者固有のデータが、前記大脳動脈の少なくとも前記一部の画像データを含み、およ
び前記三次元モデルを作成することが、前記画像データを用いて、前記大脳動脈の少なく
とも前記一部の境界を配置することを含む、項目１７３に記載の方法。
（項目１７８）
前記境界の位置が、前記画像データにおける輝度値の変化に基づいて特定される、項目１
７７に記載の方法。
（項目１７９）
前記大脳動脈が少なくとも１つの頭蓋外動脈を含む項目１７３に記載の方法であって、前
記少なくとも１つの頭蓋外動脈内のプラークを特定することと、および
前記少なくとも１つのコンピュータシステムを用いて前記プラークの破裂に対する脆弱性
を評価することと、をさらに含む、方法。
（項目１８０）
前記血流の特徴に関する前記明らかにされた情報が第１の情報である項目１７３に記載の
方法であって、
前記三次元モデルを修正することと、
前記修正三次元モデルに基づいて、前記患者の前記解剖学的構造体内の前記血流の特徴に
関する第２の情報を明らかにすることと、をさらに含む、方法。
（項目１８１）
前記三次元モデルが、少なくとも１つの血管の閉塞、または前記閉塞の修復のうちの少な
くとも１つを模擬するように修正される、項目１８０に記載の方法。
（項目１８２）
非一時的なコンピュータ可読媒体であって、患者固有の心血管情報を明らかにするための
方法であって、
前記患者の脳の幾何学的形状に関する患者固有のデータを受信することと、
前記患者固有のデータに基づいて前記患者の脳の少なくとも一部を表す三次元モデルを作
成することと、および
前記三次元モデルおよび前記患者の脳に関連する物理学に基づくモデルに基づいて、前記
患者の脳内の血流の特徴に関する情報を明らかにすることを含む、方法を実行するための
コンピュータ実行可能なプログラミング命令を含む、少なくとも１つのコンピュータシス
テム上で使用するための、非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目１８３）
前記方法が、
３つの次元に沿った前記患者の複数の大脳動脈の少なくとも一部の複数の位置における前
記血流の特徴に関する前記情報を表す前記患者の脳の三次元シミュレーションを作製する
ことをさらに含む、項目１８２に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
（項目１８４）
前記血流の特徴に関する前記情報が、前記三次元シミュレーション上に色または陰影を用
いて示され、前記血流の特徴に関する前記情報の変動が、色または陰影の変動によって示
される、項目１８３に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【００３７】
その他の実施形態および利点は、以下の説明に部分的に記載され、部分的にその説明から
明らかになるか、または本開示を実施することによって知ることができる。それらの実施
形態および利点は、以下に特に指摘される要素および組み合わせによって実現および達成
されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
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本明細書に組込まれ、その一部をなす添付の図面は、いくつかの実施形態を図解し、記述
とともに本開示の原理を説明する役割を果たす。
【図１】例示的実施形態による、特定の患者における冠動脈血流に関連する様々な情報を
提供するためのシステムの概略図である。
【図２】例示的実施形態による、特定の患者における血流に関連する様々な情報を提供す
るための方法のフローチャートである。
【図３】図２の方法のサブステップを示すフローチャートである。
【図４】例示的実施形態による、患者から非侵襲的に取得した画像データを示す。
【図５】図４の画像データを用いて作成された例示的三次元モデルを示す。
【図６】第１の初期モデルを形成するためのシードを含む、一片の図４の画像データを示
す。
【図７】図６のシードを拡張することによって形成された一部の第１の初期モデルを示す
。
【図８】例示的実施形態によるトリミングしたソリッドモデルを示す。
【図９】患者の安静時の例示的算出ＦＦＲ（ｃＦＦＲ）モデルを示す。
【図１０】患者の最大充血下での例示的ｃＦＦＲモデルを示す。
【図１１】患者の最大運動下での例示的ｃＦＦＲモデルを示す。
【図１２】例示的実施形態による、集中パラメータモデルを形成するために提供されるト
リミングした一部のソリッドモデルを示す。
【図１３】集中パラメータモデルを形成するために提供される、図１２のトリミングした
ソリッドモデルの中心線の一部を示す。
【図１４】集中パラメータモデルを形成するために提供される、図１２のトリミングした
ソリッドモデルに基づいて形成されたセグメントを示す。
【図１５】集中パラメータモデルを形成するために提供される、抵抗器に置き換えられた
図１４のセグメントを示す。
【図１６】例示的実施形態による、ソリッドモデルの流入境界および流出境界における上
流および下流の構造体を表す例示的な集中パラメータモデルを示す。
【図１７】図８のソリッドモデルに基づいて作製された三次元メッシュを示す。
【図１８】図１７の三次元メッシュの一部を示す。
【図１９】図１７の三次元メッシュの一部を示す。
【図２０】血流情報を含む患者の解剖学的形態のモデルを示し、このモデル上の特定の地
点は、個々の参照ラベルで特定される。
【図２１】大動脈内の図２０で特定されるいくつかの地点における経時的な模擬血圧のグ
ラフであり、いくつかのの地点は図２０において特定される。
【図２２】図２０で特定される各地点における経時的な模擬の血流のグラフである。
【図２３】例示的実施形態による最終レポートである。
【図２４】例示的実施形態による、特定の患者における冠動脈血流に関連する様々な情報
を提供するための方法のフローチャートである。
【図２５】例示的実施形態による、左前下行枝（ＬＡＤ）枝の一部およびＬＣＸ動脈の一
部を拡大することによって作成されたソリッドモデルに基づいて特定された修正ｃＦＦＲ
モデルを示す。
【図２６】例示的実施形態による、一部のＬＡＤ動脈および一部の左回旋枝（ＬＣＸ）枝
を拡大した後の修正された模擬の血流モデルの例を示す。
【図２７】例示的実施形態による、次数低減モデルを用いて様々な治療選択肢を模擬する
ための方法のフローチャートである。
【図２８】別の例示的実施形態による、次数低減モデルを用いて様々な治療選択肢を模擬
するための方法のフローチャートである。
【図２９】例示的実施形態による、特定の患者における心筋灌流に関連する様々な情報を
提供するための方法のフローチャートである。
【図３０】別の例示的実施形態による、特定の患者における心筋灌流に関連する様々な情
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報を提供する方法のフローチャートである。
【図３１】例示的実施形態による、心筋灌流に関連する様々な情報を提供する患者固有モ
デルを示す。
【図３２】さらなる例示的実施形態による、特定の患者における心筋灌流に関連する様々
な情報を提供するための方法のフローチャートである。
【図３３】血管壁に沿って蓄積したプラークの断面図である。
【図３４】例示的実施形態による、プラーク脆弱性に関連する様々な情報を提供する患者
固有のモデルを示す。
【図３５】例示的実施形態による、特定の患者におけるプラーク脆弱性、心筋体積リスク
、および心筋灌流リスクの評価に関連する様々な情報を提供するための方法のフローチャ
ートである。
【図３６】例示的実施形態による、図３５の方法から取得される情報を示す概略図である
。
【図３７】大脳動脈の略図である。
【図３８】例示的実施形態による、特定の患者における頭蓋内血流および頭蓋外血流に関
連する様々な情報を提供するための方法のフローチャートである。
【図３９】例示的実施形態による、特定の患者における脳灌流に関連する様々な情報を提
供するための方法のフローチャートである。
【図４０】別の示的実施形態による、特定の患者における脳灌流に関連する様々な情報を
提供するための方法のフローチャートである。
【図４１】さらなる例示的実施形態による、特定の患者における脳灌流に関連する様々な
情報を提供するための方法のフローチャートである。
【図４２】例示的実施形態による、特定の患者におけるプラークの脆弱性、脳体積リスク
、脳灌流リスクの評価に関連する様々な情報を提供するための方法のフローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
次に、例示的実施形態を詳細に参照するが、それらの例は添付の図面で図解する。可能な
限り、これらの図面を通して、同じ参照番号を使用して同じまたは類似する部分に言及す
る。本説明は、以下の概要に従ってまとめる。
Ｉ．概説
ＩＩ．患者固有の解剖学的データの取得および前処理
ＩＩＩ．取得した解剖学的データに基づく三次元モデルの作成
ＩＶ．分析のためのモデルの作製および境界条件の決定
Ａ．分析のためのモデルの作製
Ｂ．境界条件の特定
ｉ．次数低減モデルの特定
ｉｉ．例示的な集中パラメータモデル
Ｃ．三次元メッシュの作成
Ｖ．コンピュータ分析の実施および結果の出力
Ａ．コンピュータ分析の実施
Ｂ．血圧、血流、およびｃＦＦＲの結果の表示
Ｃ．結果の検証
Ｄ．冠動脈血流の情報を提供するためのシステムおよび方法の別の実施形態
ＶＩ．患者固有の治療計画の提供
Ａ．異なる治療選択肢を比較するための次数低減モデルの使用
ＶＩＩ．他の結果
Ａ．心筋灌流の評価
Ｂ．プラーク脆弱性の評価
ＶＩＩＩ．他の用途
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Ａ．頭蓋内血流および頭蓋外血流のモデリング
ｉ．脳灌流の評価
ｉｉ．プラーク脆弱性の評価
Ｉ．概説
【００４０】
例示的実施形態において、方法およびシステムは、患者から非侵襲的に入手した情報を用
いて、特定の患者における血流に関連する様々な情報を明らかにする。この明らかとされ
る情報は、患者の冠動脈の脈管構造における血流に関連してもよい。あるいは、さらに詳
細に後述するように、明らかとされる情報は、患者の脈管構造の他の部分、例えば頸動脈
、末梢、腹部、腎臓、および脳の脈管構造における血流に関連してもよい。冠動脈の脈管
構造は、大動脈から、細動脈、毛細血管、細静脈、静脈などに及ぶ複雑な血管網を含む。
冠動脈の脈管構造は、血液を心臓に、また心臓内で循環させ、大動脈２および主冠状動脈
４の下流の動脈の分枝または他の種類の血管にさらに分かれ得る、複数の主冠状動脈４（
図５）（例えば、左前下行（ＬＡＤ）枝、左回旋（ＬＣＸ）枝、右冠状（ＲＣＡ）動脈な
ど）に血液を供給する大動脈２（図５）を含む。したがって、例示的方法およびシステム
は、大動脈、主冠状動脈、および／または主冠状動脈の下流の他の冠状動脈もしくは血管
内の血流に関連する様々な情報を明らかにしてもよい。下記において大動脈および冠状動
脈（ならびにそこから延びる分枝）について説明するが、開示される方法およびシステム
は、他の種類の血管にも適用することができる。
【００４１】
例示的実施形態において、開示される方法およびシステムによって明らかにされる情報は
、大動脈、主冠状動脈、および／または主冠状動脈の下流の他の冠状動脈または血管の様
々な位置における様々な血流の特徴またはパラメータ、例えば血流速度、圧力（またはそ
の比）、流量、およびＦＦＲを含んでもよいが、これらに限定されない。この情報は、病
変が機能的に重要であるかどうか、および／またはその病変を治療するかどうかを決定す
るために使用することができる。この情報は、患者から非侵襲的に取得した情報を用いて
明らかにすることができる。その結果、侵襲的手法に付随する費用およびリスクを伴わず
に、病変を治療するかどうかの決定を下すことができる。
【００４２】
図１は、例示的実施形態による、特定の患者における冠動脈血流に関連する様々な情報を
提供するためのシステムの態様を示している。患者の解剖学的形態の三次元モデル１０は
、より詳細に後述するように、患者から非侵襲的に取得したデータを用いて作成すること
ができる。また、他の患者固有の情報を非侵襲的に取得することもできる。例示的実施形
態において、三次元モデル１０によって表される患者の解剖学的形態の一部は、大動脈の
少なくとも一部およびその大動脈に連結する主冠状動脈（およびそこから延びるまたは発
する分枝）の近位部を含んでもよい。
【００４３】
冠動脈血流に関連する様々な生理学的法則および関係２０は、例えばより詳細に後述する
ように、実験データから推定することができる。この三次元の解剖学的モデル１０および
推定される生理学的法則２０を用いて、より詳細に後述するように、冠動脈血流に関連す
る複数の方程式３０を明らかにすることができる。例えば、方程式３０は、任意の数値法
、例えば、有限差分法、有限体積法、スペクトル法、格子ボルツマン法、粒子ベース法、
レベルセット法、有限要素法などを用いて明らかにし、解くことができる。方程式３０は
、モデル１０によって表される解剖学的形態の様々な地点における患者の解剖学的形態に
おける冠動脈血流に関する情報（例えば、圧力、速度、ＦＦＲなど）を明らかにするよう
に、可解であってもよい。
【００４４】
方程式３０は、コンピュータ４０を用いて解いてもよい。その解いた方程式に基づいて、
コンピュータ４０は、モデル１０によって表される患者の解剖学的形態における血流に関
連する情報を示す１つまたは複数の画像またはシミュレーションを出力してもよい。例え
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ば、画像（複数可）は、より詳細に後述するように、模擬の血圧モデル５０、模の擬血流
もしくは速度モデル５２、計算されたＦＦＲ（ｃＦＦＲ）モデル５４などを含んでもよい
。模擬の血圧モデル５０、模擬の血流モデル５２、およびｃＦＦＲモデル５４は、モデル
１０によって表される患者の解剖学的形態の３つの次元に沿った様々な位置における、そ
れぞれの圧力、速度、およびｃＦＦＲに関する情報を提供する。ｃＦＦＲは、例えばアデ
ノシンの静脈内投与によって従来誘発される冠動脈血流が増加する条件下で、モデル１０
の特定の位置の血圧を大動脈の例えばモデル１０の流入境界の血圧で除算した比として算
出することができる。
【００４５】
例示的実施形態において、コンピュータ４０は、プロセッサやコンピュータシステムなど
によって実行されたときに、患者の血流に関連する様々な情報を提供するための本明細書
に記載される行為のいずれかを実施し得る命令を保存する１つまたは複数の非一時的なコ
ンピュータ可読記憶装置を含んでもよい。コンピュータ４０は、デスクトップコンピュー
タもしくはポータブルコンピュータ、ワークステーション、サーバ、携帯情報端末、また
は任意の他のコンピュータシステムを含んでもよい。コンピュータ４０は、プロセッサ、
読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、周辺装置（例えば
、入力装置、出力装置、記憶装置など）を接続するための出入力（Ｉ／Ｏ）アダプタ、入
力装置、例えばキーボード、マウス、タッチスクリーン、音声入力、および／または他の
装置を接続するためのユーザインターフェースアダプタ、コンピュータ４０をネットワー
クに接続するための通信アダプタ、コンピュータ４０をディスプレイに接続するためのデ
ィスプレイアタプタなどを含んでもよい。例えば、このディスプレイは、三次元モデル１
０および／または方程式３０を解くことによって生成される任意の画像、例えば模擬の血
圧モデル５０、模擬の血流モデル５２、および／またはｃＦＦＲモデル５４を表示するた
めに使用することができる。
【００４６】
図２は、別の例示的実施形態による、特定の患者における血流に関連する様々な情報を提
供するための方法の態様を示している。本方法は、患者固有の解剖学的データ、例えば患
者の解剖学的形態（例えば、少なくとも一部の大動脈、およびその大動脈に連結する主冠
状動脈（およびそこから延びる分枝）の近位部）に関する情報を取得することと、そのデ
ータを前処理することと（ステップ１００）を含んでもよい。患者固有の解剖学的データ
は、例えばＣＣＴＡによって、後述のように非侵襲的に取得することができる。
【００４７】
患者の解剖学的形態の三次元モデルは、取得した解剖学的データに基づいて作成すること
ができる（ステップ２００）。例えば、この三次元モデルは、図１に関連して上記で説明
した患者の解剖学的形態の三次元モデル１０であってもよい。
【００４８】
この三次元モデルは分析のために作製してもよく、境界条件を特定してもよい（ステップ
３００）。例えば、図１に関連して上記で説明した患者の解剖学的形態の三次元モデル１
０は、トリミングおよび離散化して、体積メッシュ、例えば有限要素メッシュまたは有限
体積メッシュにしてもよい。体積メッシュは、図１に関連して上記で説明した方程式３０
を生成するために使用してもよい。
【００４９】
また、境界条件を指定して、図１に関連して上記で説明した方程式３０に組込んでもよい
。境界条件は、三次元モデル１０に関する、その境界、例えば流入境界３２２（図８）、
流出境界３２４（図８）、血管壁境界３２６（図８）などにおける情報を提供する。流入
境界３２２は、大動脈根の近傍の大動脈の端部（例えば、図１６に示す端部Ａ）など、そ
の境界を通って流れが三次元モデルの解剖学的形態内へと向かう境界を含んでもよい。各
流入境界３２２に、例えば、心臓モデルおよび／または集中パラメータモデルをその境界
に結合することによって、速度、流量、圧力、または他の特性に対する規定の値またはフ
ィールドを指定してもよい。流出境界３２４は、大動脈弓の近傍の大動脈の端部（例えば
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、図１６に示す端部Ｂ）、ならびに主冠状動脈およびそこから延びる分枝の下流端部（例
えば、図１６に示す端部ａ～ｍ）など、その境界を通って流れが三次元モデルの解剖学的
形態から外に向かう境界を含んでもよい。各流出境界は、例えば、詳細に後述するように
、集中パラメータモデルまたは分散（例えば、一次元波動伝播）モデルを結合することに
よって指定することができる。流入および／または流出境界条件の規定値は、心拍出量（
心臓からの血流の体積）、血圧、心筋質量などであるがこれらに限定されない患者の生理
学的特徴を非侵襲的に測定することによって明らかにすることができる。血管壁境界は、
三次元モデル１０の大動脈、主冠状動脈、および／または他の冠状動脈もしくは血管の物
理的境界を含んでもよい。
【００５０】
作製された三次元モデルおよび明らかにされた境界条件を用いて、コンピュータ分析を実
施して（ステップ４００）、患者の血流情報を明らかにしてもよい。例えば、方程式３０
を用いて、図１に関連して上記で説明したコンピュータ４０を使用してコンピュータ分析
を実施し、図１に関連して上記で説明した画像、例えば模擬の血圧モデル５０、模擬の血
流モデル５２、および／またはｃＦＦＲモデル５４を生成してもよい。
【００５１】
また、本方法は、この結果を用いて、患者固有の治療選択肢を提供することも含む（ステ
ップ５００）。例えば、ステップ２００で作成された三次元モデル１０および／またはス
テップ３００で指定された境界条件を調整して、１つまたは複数の治療、例えば、三次元
モデル１０に表される冠状動脈のうちの１つへの冠動脈ステントの設置、または他の治療
選択肢をモデリングしてもよい。次いで、上記のステップ４００で説明したようにコンピ
ュータ分析を実施して、新しい画像、例えば更新版の血圧モデル５０、血流モデル５２、
および／またはｃＦＦＲモデル５４を生成してもよい。これらの新しい画像を用いて、そ
の治療選択肢（複数可）を採用した場合の血流速度および血圧を明らかにすることができ
る。
【００５２】
本明細書において開示されるシステムおよび方法は、医師がアクセスするソフトウェアツ
ールに組込んで、冠状動脈内の血流を定量化し、冠動脈疾患の機能的重要性を評価するた
めの非侵襲的手段を提供することができる。さらに、医師は、このソフトウェアツール使
用して、冠動脈血流に対する薬物治療、インターベンション治療、および／または外科治
療の効果を予測することもできる。このソフトウェアツールは、頸部の動脈（例えば、頸
動脈）、頭部の動脈（例えば、大脳動脈）、胸部の動脈、腹部の動脈（例えば、腹部大動
脈およびその分枝）、腕の動脈、または脚の動脈（例えば、大腿動脈および膝窩動脈）を
含む心血管系の他の部分の疾患を予防、診断、管理、および／または治療することもでき
る。このソフトウェアツールは、医師が患者のための最適な個別療法を作成できるように
対話式であってもよい。
【００５３】
例えば、このソフトウェアツールは、医師または他のユーザが使用する、コンピュータシ
ステム、例えば図１に示すコンピュータ４０に、少なくとも部分的に組込まれていてもよ
い。このコンピュータシステムは、患者から非侵襲的に取得したデータ（例えば、三次元
モデル１０を作成するために使用するデータ、境界条件を適用するため、またはコンピュ
ータ分析を実施するために使用するデータなど）を受信することができる。例えば、デー
タは医師が入力してもよく、またはかかるデータにアクセスし、それを提供することがで
きる別の供給源、例えば放射線もしくは医学研究室から受信してもよい。７データは、ネ
ットワークまたはデータを伝達するための他のシステムを介して、または直接コンピュー
タシステムに送信してもよい。ソフトウェアツールは、このデータを使用して、三次元モ
デル１０もしくは他のモデル／メッシュ、および／または図１に関連して上記で説明した
方程式３０を解くことによって特定された任意のシミュレーションもしくは他の結果、例
えば模擬の血圧モデル５０、模擬の血流モデル５２、および／またはｃＦＦＲモデル５４
を生成および表示してもよい。このように、ソフトウェアツールは、ステップ１００～５
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００を実施することができる。ステップ５００において、医師は、コンピュータシステム
にさらなる入力を提供して可能な治療選択肢を選択してもよく、またコンピュータシステ
ムは、選択された可能な治療選択肢に基づいて、新しいシミュレーションを医師に対して
表示してもよい。さらに、図２に示す各ステップ１００～５００は、別々のソフトウェア
パッケージもしくはモジュールを用いて実施してもよい。
【００５４】
あるいは、ソフトウェアツールは、ウェブベースのサービスまたは他のサービス、例えば
医師とは別の実体が提供するサービスの一部として提供されてもよい。このサービス提供
者は、例えば、ウェブベースのサービスを運営していてもよく、またネットワークまたは
コンピュータシステム間でデータを伝達する他の方法を介して医師または他のユーザがア
クセスしやすいウェブポータルまたはウェブベースのアプリケーション（例えば、そのサ
ービス提供者が運営するサーバまたは他のコンピュータシステム上で実行される）を提供
してもよい。例えば、患者から非侵襲的に取得したデータは、サービス提供者に提供され
てもよく、サービス提供者はこのデータを用いて三次元モデル１０もしくは他のモデル／
メッシュ、および／または図１に関連して上記で説明した方程式３０を解くことによって
明らかにされた任意のシミュレーションもしくは他の結果、例えば模擬の血圧モデル５０
、模擬の血流モデル５２、および／またはｃＦＦＲモデル５４を生成してもよい。次いで
、ウェブベースのサービスは、三次元モデル１０もしくは他のモデル／メッシュ、および
／またはシミュレーションに関連する情報を送信してもよく、それによって三次元モデル
１０および／またはシミュレーションを医師に対して、または医師のコンピュータシステ
ム上に表示してもよい。このようにして、ウェブベースのサービスは、ステップ１００～
５００および患者固有の情報を提供するための後述の任意の他のステップを実施すること
ができる。ステップ５００において、医師はさらなる入力を提供して、例えば、可能な治
療選択肢を選択しても、またはコンピュータ分析に他の調整を行ってもよく、この入力は
、サービス提供者によって運営されるコンピュータシステムに送信してもよい（例えば、
ウェブポータルを介して）。ウェブベースのサービスは、選択された可能な治療選択肢に
基づいて、新しいシミュレーションまたは他の結果を生成してもよく、またその新しいシ
ミュレーションに関連する情報を再び医師に伝達してもよく、それによってその新しいシ
ミュレーションが医師に対して表示されてもよい。
【００５５】
本明細書に記載するステップのうちの１つまたは複数が、１人または複数の人間のオペレ
ータ（例えば、心臓専門医または他の医師、患者、サード・パーティーによって提供され
るウェブベースのサービスまたは他のサービスを提供するサービス提供者の従業員、他の
ユーザなど）、あるいはかかる人間のオペレータ（複数可）によって使用される１つまた
は複数のコンピュータシステム、例えばデスクトップコンピュータもしくはポータブルコ
ンピュータ、ワークステーション、サーバ、携帯情報端末などによって実施されてもよい
ことは理解すべきである。コンピュータシステム（複数可）は、ネットワークまたはデー
タを伝達する他の方法を介して接続することができる。
【００５６】
図３は、特定の患者における血流に関連する様々な情報を提供するための例示的方法のさ
らなる態様を示している。図３に示す態様は、コンピュータシステムに少なくとも部分的
に組込まれていてもよい、および／またはウェブベースのサービスの一部としてのソフト
ウェアツールに組込まれていてもよい。
ＩＩ．患者固有の解剖学的データの取得および前処理
【００５７】
図２に示すステップ１００に関連して上記で説明したように、例示的方法は、患者固有の
解剖学的データ、例えば患者の心臓に関する情報を取得することと、そのデータを前処理
することとを含んでもよい。例示的実施形態において、ステップ１００は、以下のステッ
プを含んでもよい。
【００５８】
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最初に、患者を選択してもよい。例えば、患者が胸痛や心臓発作などの冠動脈疾患に関連
する症状を経験している場合に、医師が患者の冠動脈血流に関する情報が所望されると判
断したとき、医師が患者を選択してもよい。
【００５９】
患者固有の解剖学的データ、例えば患者の心臓の幾何学的形状、例えば少なくとも一部の
患者の大動脈、その大動脈に連結する主冠状動脈（およびそこから延びる分枝）の近位部
、および心筋に関するデータを取得することができる。患者固有の解剖学的データは、例
えば非侵襲的な画像化方法を用いて、非侵襲的に取得することができる。例えば、ＣＣＴ
Ａは、ユーザがコンピュータ断層撮影（ＣＴ）スキャナを操作して、構造体、例えば心筋
、大動脈、主冠状動脈、およびそれらに連結する他の血管の画像を観察または作成する画
像化方法である。ＣＣＴＡデータは、時変であって、例えば、心周期にわたって血管形状
の変化を示してもよい。ＣＣＴＡを用いて、患者の心臓の画像を生成してもよい。例えば
、６４スライスのＣＣＴＡデータ、例えば患者の心臓の６４枚の切片に関連するデータを
取得し、三次元画像を構築することができる。図４は、６４スライスのＣＣＴＡデータに
よって生成される三次元画像１２０の例を示している。
【００６０】
代替的に、他の非侵襲的な画像化方法、例えば磁気共鳴画像化（ＭＲＩ）または超音波（
ＵＳ）、あるいは侵襲的な画像化方法、例えばデジタルサブトラクション血管造影（ＤＳ
Ａ）を用いて、患者の解剖学的形態の構造体の画像を生成してもよい。画像化方法は、解
剖学的形態の構造体の特定を可能にするために、患者への造影剤を静脈投与することを含
んでもよい。得られた画像データ（例えば、ＣＣＴＡやＭＲＩなどによって提供される）
は、放射線研究室または心臓専門医などのサード・パーティーベンダー、あるいは患者の
医師などが提供してもよい。
【００６１】
また、他の患者固有の解剖学的データも患者から非侵襲的に明らかにすることができる。
例えば、患者の血圧、ベースライン心拍数、身長、体重、ヘマトクリット値、一回拍出量
などの生理学的データを測定してもよい。血圧は、患者の上腕動脈の血圧（例えば、血圧
測定用カフを用いる）、例えば最高（収縮期）血圧および最低（拡張期）血圧であっても
よい。
【００６２】
上述のように取得した患者固有の解剖学的データは、安全な通信回線上で送信される（例
えば、ネットワークを介して）。例えば、データは、コンピュータ分析、例えば上記のス
テップ４００で説明したコンピュータ分析を実施するために、サーバまたは他のコンピュ
ータシステムに送信してもよい。例示的実施形態において、データは、ウェブベースのサ
ービスを提供するサービス提供者によって運営されるサーバまたは他のコンピュータシス
テムに送信してもよい。あるいは、データは、患者の医師または他のユーザによって操作
されるコンピュータシステムに送信してもよい。
【００６３】
再び図３を参照すると、送信されたデータを検討して、そのデータが許容可能かどうかを
決定することができる（ステップ１０２）。この決定は、ユーザおよび／またはコンピュ
ータシステムが実施してもよい。例えば、送信されたデータ（例えば、ＣＣＴＡデータお
よび他のデータ）をユーザおよび／またはコンピュータシステムが検証して、例えば、そ
のＣＣＴＡデータが完全である（例えば、大動脈および主冠状動脈の十分な部分を含む）
かどうか、また正しい患者に対応しているかどうかを決定してもよい。
【００６４】
また、送信されたデータ（例えば、ＣＣＴＡデータおよび他のデータ）を前処理および評
価してもよい。前処理および／または評価は、ユーザおよび／またはコンピュータシステ
ムが実施してもよく、またこれは、例えば、位置ずれ、不一致、またはＣＣＴＡデータの
不鮮明の確認、ＣＣＴＡデータに示されるステントの確認、血管内腔の可視性を妨げる可
能性がある他の人工物の確認、構造体（例えば、大動脈、主冠状動脈、および他の血管）
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と患者の他の部分と間の十分なコントラストの確認などを含んでもよい。
【００６５】
送信されたデータを判定して、上述の検証、前処理、および／または評価に基づいて、そ
のデータが許容可能であるかを決定してもよい。上述の検証、前処理、および／または評
価において、ユーザおよび／またはコンピュータシステムは、データの一部のエラーまた
は問題を修正することができるかもしれない。しかしながら、エラーまたは問題が多すぎ
る場合には、そのデータは許容不可であると決定することができ、ユーザおよび／または
コンピュータシステムは、それらのエラーまたは問題が送信されたデータの拒否を余儀な
くする旨を説明する拒否レポートを生成してもよい。場合によっては、新しいＣＣＴＡス
キャンを実施してもよく、および／または上述の生理学的データを再度患者から測定して
もよい。送信されたデータが許容可能であると決定された場合、本方法は、後述のステッ
プ２０２に進んでもよい。
【００６６】
したがって、図３に示す上述のステップ１０２は、図２のステップ１００のサブステップ
とみなすことができる。
ＩＩＩ．取得した解剖学的データに基づく三次元モデルの作成
【００６７】
図２に示すステップ２００に関連して上記で説明したように、例示的方法は、取得した解
剖学的データに基づいて、三次元モデルを作成することを含んでもよい。例示的実施形態
において、ステップ２００は、以下のステップを含んでもよい。
【００６８】
ＣＣＴＡデータを用いて、冠血管の三次元モデルを生成することができる。図５は、ＣＣ
ＴＡデータを用いて生成される三次元モデル２２０の表面の例を示している。例えば、モ
デル２２０は、例えば、少なくとも一部の大動脈、その大動脈のその部分に連結する少な
くとも１つの近位部の１つまたは複数の主冠状動脈の、その主冠状動脈に連結する少なく
とも１つの近位部の１つまたは複数の分枝などを含んでもよい。大動脈、主冠状動脈、お
よび／または分枝のモデリングされた部分は、相互に連結した樹状であってもよく、どの
部分もモデル２２０の残りの部分から分離していない。モデル２２０を形成するプロセス
は、セグメント化と称される。
【００６９】
再び図３を参照すると、コンピュータシステムは、大動脈（ステップ２０２）および心筋
（または他の心臓組織、もしくはモデリングされる動脈に連結する他の組織）（ステップ
２０４）の少なくとも一部を自動的にセグメント化してもよい。また、コンピュータシス
テムは、大動脈に連結する少なくとも一部の主冠状動脈をセグメント化してもよい。例示
的実施形態において、コンピュータシステムは、ユーザが１つまたは複数の冠動脈の根元
または始点を選択して（ステップ２０６）、主冠状動脈をセグメント化することを可能に
してもよい。
【００７０】
セグメント化は、様々な方法を用いて実施することができる。
セグメント化は、ユーザの入力に基づいて、またはユーザの入力を伴わずに、コンピュー
タシステムによって自動的に実施されてもよい。例えば、例示的実施形態において、ユー
ザは、第１の初期モデルを生成するために、コンピュータシステムに入力を提供してもよ
い。例えば、コンピュータシステムは、ユーザに対して、ＣＣＴＡデータから生成された
三次元画像１２０（図４）またはその切片を表示してもよい。三次元画像１２０は、様々
な輝度の明度を有する部分を含んでもよい。例えば、より明るい部分は、大動脈、主冠状
動脈、および／または分枝の内腔を示し得る。より暗い部分は、患者の心臓の心筋および
他の組織を示し得る。
【００７１】
図６は、ユーザに対して表示することができる三次元画像１２０の切片２２２の一部を示
し、この切片２２２は、相対明度を有する部分２２４を含んでもよい。このコンピュータ
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システムは、１つまたは複数のシード２２６を選択することによって、ユーザが相対明度
を有する部分２２４を選択することを可能にしてもよく、またシード２２６は、主冠状動
脈のセグメント化のための冠動脈の根元または始点としての役割を果たしてもよい。ユー
ザの命令で、コンピュータシステムは、次いで第１の初期モデルを形成するための始点と
してシード２２６を使用してもよい。ユーザは、大動脈および／または個々の主冠状動脈
のうちの１つまたは複数に、シード２２６を追加してもよい。場合によって、ユーザは、
主冠状動脈に連結する分枝のうちの１つまたは複数に、シード２２６を追加してもよい。
あるいは、コンピュータシステムは、例えば抽出した中央線の情報を用いて、自動的にシ
ードを配置してもよい。このコンピュータシステムは、シード２２６が配置された画像１
２０の輝度値を決定してもよく、同じ輝度値を有する（または、選択された輝度値を中心
とする輝度値の範囲または閾値内の）画像１２０の部分に沿ってシード２２６を拡張する
ことによって、第１の初期モデルを形成してもよい。したがって、このセグメント化方法
は、「閾値に基づくセグメント化」と称することができる。
【００７２】
図７は、図６のシード２２６を拡張することによって形成される第１の初期モデルの一部
２３０を示している。したがって、ユーザは、コンピュータシステムが第１の初期モデル
の形成を開始するための始点として、シード２２６を入力する。このプロセスは、全ての
関心部分、例えば大動脈および／または主冠状動脈の部分がセグメント化されるまで繰り
返してもよい。あるいは、第１の初期モデルは、ユーザ入力を伴わずに、コンピュータシ
ステムによって生成されてもよい。
【００７３】
あるいは、セグメント化は、「エッジに基づくセグメント化」と称される方法を用いて実
施してもよい。例示的実施形態において、後述のように、閾値に基づくセグメント化およ
びエッジに基づくセグメント化の両方法を実施して、モデル２２０を形成してもよい。
【００７４】
第２の初期モデルは、エッジに基づくセグメント化方法を用いて形成してもよい。この方
法では、大動脈および／または主冠状動脈の内腔エッジを位置を特定することができる。
例えば、例示的実施形態において、ユーザは、第２の初期モデルを生成するために、入力
、例えば上述のようなシード２２６をコンピュータシステムに提供してもよい。コンピュ
ータシステムは、エッジに達するまで、画像１２０の部分に沿ってシード２２６を拡張し
てもよい。内腔のエッジは、例えば、ユーザによって視覚的に、および／またはコンピュ
ータシステムによって（例えば、設定閾値を上回る輝度値の変化がある位置）、位置を特
定することができる。エッジに基づくセグメント化方法は、コンピュータシステムおよび
／またはユーザによって実施することができる。
【００７５】
また、ステップ２０４において、ＣＣＴＡデータに基づいて、心筋または他の組織をセグ
メント化してもよい。例えば、ＣＣＴＡデータを分析して、心筋、例えば、左心室および
／または右心室の内面および外面の位置を明らかにすることができる。これらの面の位置
は、ＣＣＴＡデータにおける心筋の心臓の他の構造体と比較したコントラスト（例えば、
相対暗度および明度）に基づいて特定することができる。このようにして、心筋の幾何学
的形状を特定することができる。
【００７６】
大動脈、心筋、および／または主冠状動脈のセグメント化は、必要な場合には再検討およ
び／または修正してもよい（ステップ２０８）。この再検討および／または修正は、コン
ピュータシステムおよび／またはユーザが実施してよい。例えば、例示的実施形態におい
て、コンピュータシステムが自動的にセグメント化を再検討し、エラーがある場合、例え
ばモデル２２０の大動脈、心筋、および／または主冠状動脈のいずれかの部分が欠けてい
る、または不正確である場合、ユーザが手動でそのセグメント化を修正してもよい。
【００７７】
例えば、上述の第１の初期モデルおよび第２の初期モデルを比較して、大動脈および／ま
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たは主冠状動脈のセグメント化が正確であることを確認してもよい。第１の初期モデルと
第２の初期モデルとの間のあらゆる矛盾する部分を比較して、セグメント化を修正し、モ
デル２２０形成してもよい。例えば、モデル２２０は、第１の初期モデルと第２の初期モ
デルとの平均であってもよい。あるいは、上述のセグメント化方法のうちの１つのみを実
施してもよく、その方法によって形成された初期モデルをモデル２２０として使用しても
よい。
【００７８】
心筋質量を算出することができる（ステップ２４０）。この計算は、コンピュータシステ
ムによって実施されてもよい。例えば、上述のように特定した心筋の表面の位置に基づい
て心筋体積を算出することができ、算出された心筋体積に心筋の密度を乗じて、心筋質量
を算出することができる。心筋の密度は、事前設定してもよい。
【００７９】
モデル２２０（図５）の様々な血管（例えば、大動脈、主冠状動脈など）の中央線を特定
することができる（ステップ２４２）。例示的実施形態において、この特定は、コンピュ
ータシステムによって自動的に実施することができる。
【００８０】
ステップ２４２で特定された中央線は、必要な場合には再検討および／または修正しても
よい（ステップ２４４）。この検討および／または修正は、コンピュータシステムおよび
／またはユーザが実施してよい。例えば、例示的実施形態において、コンピュータシステ
ムが自動的に中央線を再検討し、エラーがある場合、例えばいずれかの中央線が欠けてい
る、または不正確である場合、ユーザが手動でその中央線を修正してもよい。
【００８１】
カルシウムまたはプラーク（血管の狭窄の原因となる）を検出することができる（ステッ
プ２４６）。例示的実施形態において、コンピュータシステムは、自動的にプラークを検
出することができる、例えば、プラークを三次元画像１２０で検出し、モデル２２０から
除去することができる。プラークは大動脈、主冠状動脈、および／または分枝の内腔より
もさらに明るい部分として表示されることから、三次元画像１２０でプラークを特定する
ことができる。したがって、プラークは、設定値を下回る輝度値を有するとしてコンピュ
ータシステムによって検出することができ、またはユーザが視覚的に検出することもでき
る。プラークの検出後、コンピュータシステムは、モデル２２０からそのプラークを除去
して、そのプラークが内腔の一部または血管内の空間とみなされないようにすることがで
きる。あるいは、コンピュータシステムは、大動脈、主冠状動脈、および／または分枝と
異なる色、陰影、または他の視覚的指標を用いて、モデル２２０上にプラークを示すこと
もできる。
【００８２】
また、コンピュータシステムは、検出されたプラークを自動的にセグメント化することも
できる（ステップ２４８）。例えば、プラークは、ＣＣＴＡデータに基づいてセグメント
化してもよい。ＣＣＴＡデータを分析して、ＣＣＴＡデータにおけるプラークの心臓の他
の構造体と比較したコントラスト（例えば、相対暗度および明度）に基づいて、プラーク
（またはその表面）の位置特定をすることができる。このようにして、プラークの幾何学
的形状を明らかにすることができる。
【００８３】
プラークのセグメント化は、必要な場合には再検討および／または修正してもよい（ステ
ップ２５０）。この検討および／または修正は、コンピュータシステムおよび／またはユ
ーザが実施してよい。例えば、例示的実施形態において、コンピュータシステムが自動的
にセグメント化を再検討し、エラーがある場合、例えばいずれかのプラークが欠けている
、または不正確に示されている場合、ユーザが手動でそのセグメント化を修正してもよい
。
【００８４】
コンピュータシステムは、主冠状動脈と連結する分枝を自動的にセグメント化してもよい
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（ステップ２５２）。例えば、分枝は、例えば、図６および図７に示し、ステップ２０６
に関連して上記で説明したような主冠状動脈をセグメント化するための方法と類似する方
法を用いて、セグメント化することができる。また、コンピュータシステムは、ステップ
２４８および２５０に関連して上記で説明した方法と類似する方法を用いて、セグメント
化された分枝中のプラークを自動的にセグメント化してもよい。あるいは、分枝（および
その中に含まれるあらゆるプラーク）は、主冠状動脈と同時に（例えば、ステップ２０６
で）セグメント化してもよい。
【００８５】
分枝のセグメント化は、必要な場合には再検討および／または修正してもよい（ステップ
２５４）。この検討および／または修正は、コンピュータシステムおよび／またはユーザ
が実施してよい。例えば、例示的実施形態において、コンピュータシステムが自動的にセ
グメント化を再検討し、エラーがある場合、例えばモデル２２０の分枝のいずれかの部分
が欠けている、または不正確である場合、ユーザが手動でそのセグメント化を修正しても
よい。
【００８６】
モデル２２０は、位置ずれ、ステント、または他の人工物の位置が特定された場合（例え
ば、ステップ１０２におけるＣＣＴＡデータの再検討において）、修正してもよい（ステ
ップ２５６）。この修正は、ユーザおよび／またはコンピュータシステムが実施してよい
。例えば、位置ずれまたは他の人工物（例えば、不一致、内腔可視性に影響を及ぼす人工
物など）の位置が特定された場合、モデル２２０を再検討および／または修正して、血管
の断面積の人為的変化または見せかけの変化を回避することができる。ステントの位置が
特定された場合、モデル２２０を再検討および／または修正して、そのステントの位置を
示し、および／または例えばステントのサイズに基づいて、そのステントが位置する血管
の断面積を修正してもよい。
【００８７】
また、モデル２２０のセグメント化は、独立して再検討することもできる（ステップ２５
８）。この再検討は、ユーザおよび／またはコンピュータシステムが実施してよい。例え
ば、ユーザおよび／またはコンピュータシステムは、モデル２２０の特定のエラー、例え
ば修正可能なエラーおよび／またはモデル２２０の少なくとも部分的な再構成または再セ
グメント化を必要とし得るエラーを特定することができ得る。そのようなエラーが特定さ
れた場合、そのセグメント化は許容不可であると決定してもよく、エラー（複数可）に応
じて特定のステップ、例えばステップ２０２～２０８、２４０～２５６のうちの１つまた
は複数を繰り返してもよい。
【００８８】
モデル２２０のセグメント化が許容可能として独立して検証された場合、場合によっては
、モデル２２０を出力し、平滑化してもよい（ステップ２６０）。この平滑化は、ユーザ
および／またはコンピュータシステムが実施してもよい。例えば、隆起部、先端部、また
は他の不連続部分を平滑化してもよい。モデル２２０は、別個のソフトウェアモジュール
に出力して、コンピュータ分析などに備えてもよい。
【００８９】
したがって、図３に示す上述のステップ２０２～２０８および２４０～２６０は、図２の
ステップ２００のサブステップとみなすことができる。
ＩＶ．分析のためのモデルの作製および境界条件の特定
【００９０】
図２に示すステップ３００に関連して上記で説明したように、例示的方法は、分析のため
のモデルを作製することと、境界条件を明らかにすることとを含んでもよい。例示的実施
形態において、ステップ３００は以下のステップを含んでもよい。
Ａ．分析のためのモデルの作製
【００９１】
再び図３を参照すると、モデル２２０（図５）の様々な血管（例えば、大動脈、主冠状動
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脈、および／または分枝）の断面積も明らかにすることができる（ステップ３０４）。例
示的実施形態において、この特定はコンピュータシステムが実施してもよい。
【００９２】
モデル２２０（図５）をトリミングしてもよく（ステップ３０６）、ソリッドモデルを生
成してもよい。図８は、図５に示すモデル２２０に類似するモデルに基づいて作製された
トリミングしたソリッドモデル３２０の例を示している。ソリッドモデル３２０は、三次
元の患者固有の幾何モデルである。例示的実施形態において、トリミングは、場合によっ
てはユーザの入力を伴って、コンピュータシステムにより実施されてもよい。それぞれの
流入境界３２２および流出境界３２４は、それぞれの境界を形成する面がステップ２４２
で特定された中央線に対して垂直になるようにトリミングしてもよい。流入境界３２２は
、図８に示すような大動脈の上流端など、その境界を通って流れがモデル３２０の解剖学
的形態内へと向かう境界を含んでもよい。流出境界３２４は、大動脈の下流端ならびに主
冠状動脈および／または分枝の下流端など、その境界を通って流れが３２０の解剖学的形
態から外に向かう境界を含んでもよい。
Ｂ．境界条件の特定
【００９３】
境界条件を提供して、モデル、例えば図８の三次元ソリッドモデル３２０の境界で起きて
いることを表現することができる。例えば、境界条件は、例えばモデリングされた解剖学
的形態の境界における、患者のモデリングされた解剖学的形態に関連する少なくとも１つ
の血流の特徴に関連していてもよく、この血流の特徴(複数可)は、血流速度、圧力、流量
、ＦＦＲなどを含んでもよい。境界条件を適切に特定することによって、コンピュータ分
析を実施して、モデル内の様々な位置における情報を明らかにすることができる。境界条
件の例およびかかる境界条件を特定するための方法について、ここで説明する。
【００９４】
例示的実施形態において、決定された境界条件は、ソリッドモデル３２０によって表され
る血管の一部の上流および下流の構造体を単純化して、一次元または二次元の次数低減モ
デルにすることができる。境界条件を特定するための例示的な一連の方程式および他の詳
細は、例えば、米国特許出願公開第２０１０／０２４１４０４号および米国仮出願第６１
／２１０，４０１号に記載され、これらはともに「Ｐａｔｉｅｎｔ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　
Ｈｅｍｏｄｙｎａｍｉｃｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃｕｌａｒ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ」と題され、参照によりその全体が本明細書に援用される。
【００９５】
境界条件は、患者の生理学的状態に応じて異なってもよいが、これは心臓を通る血流が患
者の生理学的状態に応じて異なり得るためである。例えば、ＦＦＲは、通常は、患者が例
えばストレスなどによる心臓の血流の増加を経験しているときに一般に生じる、生理学的
充血条件下で測定される。ＦＦＲは、最大ストレス下での冠動脈圧の大動脈圧に対する比
である。充血は、薬理学的に、例えばアデノシンを用いて誘発してもよい。図９～１１は
、患者の生理学的状態（安静時、最大充血下、または最大運動下）に応じた、モデル３２
０における冠動脈圧の大動脈圧に対する比の変化を示す、算出されたＦＦＲ（ｃＦＦＲ）
モデルの例を示している。図９は、患者の安静時のモデル３２０全体の冠動脈圧の大動脈
圧に対する比が最小の形態を示す。図１０は、患者の最大充血時のモデル３２０全体の冠
動脈圧の大動脈圧に対する比がより大きい形態を示す。図１１は、患者の最大運動時のモ
デル３２０全体の冠動脈圧の大動脈圧に対する比がさらに大きい形態を示す。
【００９６】
再び図３を参照すると、充血条件の境界条件を明らかにすることができる（ステップ３１
０）。例示的実施形態において、冠動脈の抵抗の１～５分の１までの減少、大動脈血圧お
よそ０～２０％の減少、心拍数のおよそ０～２０％の増加を用いて、アデノシンの効果を
モデリングすることができる。例えば、アデノシンの効果は、冠動脈抵抗の４分の１まで
の減少、大動脈血圧のおよそ１０％の減少、心拍数のおよそ１０％の増加を用いてモデリ
ングすることができる。例示的実施形態では充血条件の境界条件が特定されるが、他の生
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理学的状態、例えば安静、異なる程度の充血、異なる程度の運動、労作、ストレス、また
は他の条件で境界条件を特定してもよいことは理解される。
【００９７】
境界条件は、三次元ソリッドモデル３２０に関するその境界、例えば図８に示される流入
境界３２２、流出境界３２４、血管壁境界３２６などにおける情報を提供する。血管壁境
界３２６は、モデル３２０の大動脈、主冠状動脈、および／または他の冠状動脈または血
管の物理的境界を含んでもよい。
【００９８】
各流入または流出境界３２２、３２４に、速度、流量、圧力、または他の血流の特徴に対
する規定の値または値のフィールドを指定してもよい。あるいは、各流入または流出境界
３２２、３２４は、その境界に心臓モデル、集中パラメータモデルもしくは分散（例えば
、一次元波動伝播）モデル、別のタイプの一次元もしくは二次元モデル、または他のタイ
プのモデルを結合することによって指定してもよい。具体的な境界条件は、例えば、取得
した患者固有の情報、または他の測定されたパラメータ、例えば心拍出量、血圧、ステッ
プ２４０で算出された心筋質量などから特定された流入または流出境界３２２、３２４の
幾何学的形状に基づいて明らかにすることができる。
ｉ．次数低減モデルの特定
【００９９】
ソリッドモデル３２０に連結する上流および下流の構造体は、上流および下流の構造体を
表す次数低減モデルとして表してもよい。例えば、図１２～１５は、例示的実施形態によ
る、流出境界３２４のうちの１つにおける三次元の患者固有の解剖学的データから集中パ
ラメータモデルを作製するための方法の態様を示している。本方法は、図２および図３に
示される方法とは別に、その前に実施することができる。
【０１００】
図１２は、主冠状動脈またはそこから延びる分枝のうちの１つのソリッドモデル３２０の
部分３３０を示し、図１３は、図１２に示される部分３３０のステップ２４２で決定され
る中央線の一部を示している。
【０１０１】
部分３３０は、セグメント３３２に分割することができる。図１４は、部分３３０から形
成することができるセグメント３３２の例を示している。セグメント３３２の長さの選択
は、ユーザおよび／またはコンピュータシステムによって実施することができる。セグメ
ント３３２は、例えばセグメント３３２の幾何学的形状に応じて長さが変化し得る。様々
な技法を用いて、部分３３０をセグメント化することができる。例えば、罹患部分、例え
ば、断面が比較的狭い部分、病変、および／または狭窄（血管の異常な狭小化）に１つま
たは複数の別個のセグメント３３２は備えることができる。この罹患部分および狭窄は、
例えば、中央線の全長に沿って断面積を測定し、最小断面積を局所的に算出することによ
って特定することができる。
【０１０２】
セグメント３３２は、１つまたは複数の（線形または非線形）抵抗器３３４および／また
は他の回路要素（例えば、コンデンサ、インダクタなど）を含む回路図によって近似する
ことができる。図１５は、一連の線形および非線形抵抗器３３４で置き換えたセグメント
３３２の例を示している。抵抗器３３４の個々の抵抗は、例えば、対応するセグメント３
３２にわたる推定される流動および／または圧力に基づいて特定することができる。
【０１０３】
この抵抗は、例えば対応するセグメント３３２を通した推定された流量に応じて、定抵抗
、線形抵抗、または非線形抵抗であってよい。狭窄などのより複雑な幾何学的形状の場合
、抵抗は流量によって変化し得る。様々な幾何学的形状の抵抗は、コンピュータ分析（例
えば、有限差分法、有限体積法、スペクトル法、格子ボルツマン法、粒子ベース法、レベ
ルセット法、等幾何学法、または有限要素法、あるいは他の計算流体力学（ＣＦＤ）分析
技術）に基づいて明らかにすることができ、様々な流動および圧力条件下で実施されるコ
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ンピュータ分析からの複数の解を用いて、患者固有、血管固有、および／または病変固有
の抵抗を導くことができる。この結果を用いて、モデリングすることができる任意のセグ
メントの各種の特徴および幾何学的形状の抵抗を明らかにすることができる。結果として
、上述のように患者固有、血管固有、および／または病変固有の抵抗を導くことは、コン
ピュータシステムが、より複雑な幾何学的形状、例えば非対称狭窄、複数の病変、分岐お
よび分枝の病変、および蛇行血管などを認識し、評価することを可能にし得る。
【０１０４】
また、コンデンサも含まれていてよく、キャパシタンスは、例えば、対応するセグメント
の血管壁の弾力性に応じて測定ことができる。インダクタが含まれていてもよく、インダ
クタンスは、例えば、対応するセグメントを貫流する血液量の加速または減速に関連する
慣性効果に応じて測定することができる。
【０１０５】
抵抗、キャパシタンス、インダクタンス、および集中パラメータモデルに使用される他の
電気要素に関連する他の変数の個々の値は、多数の患者からのデータに基づいて導くこと
ができ、類似する血管形状はほぼ同じ値を有しうる。したがって、大きな集団の患者固有
のデータから経験モデルを開発し、将来の分析に類似する患者に適用することができる特
定の幾何学的特徴に対応する値のライブラリを作成することができる。幾何学的形状を２
つの異なる血管セグメント間で一致させて、以前のシミュレーションから患者のセグメン
ト３３２の値を自動的に選択することができる。
ｉｉ．例示的集中パラメータモデル
【０１０６】
あるいは、図１２～１５に関連して上記で説明したステップを実施する代わりに、集中パ
ラメータモデルを事前設定してもよい。例えば、図１６は、ソリッドモデル３２０の流入
および流出境界３２２、３２４における上流および下流の構造体を表す集中パラメータモ
デル３４０、３５０、３６０の例を示している。端部Ａは、流入境界３２２に位置し、端
部ａ～ｍおよびＢは、流出境界に位置する。
【０１０７】
集中パラメータ心臓モデル３４０を使用して、ソリッドモデル３２０の流入境界３２２の
端部Ａにおける境界条件を明らかにすることができる。
集中パラメータ心臓モデル３４０を用いて、充血条件下での心臓からの血流を表すことが
できる。集中パラメータ心臓モデル３４０は、様々なパラメータ（例えば、ＰＬＡ、ＲＡ

Ｖ、ＬＡＶ、ＲＶ－Ａｒｔ、ＬＶ－Ａｒｔ、およびＥ（ｔ））を含み、これらは患者に関
する既知の情報、例えば、大動脈圧、患者の収縮期および拡張期血圧（例えば、ステップ
１００で測定される）、患者の心拍出量（例えば、ステップ１００で測定される患者の一
回拍出量および心拍数に基づいて算出される、心臓からの血液量）、および／または実験
的に特定された定数に基づいて明らかにすることができる。
【０１０８】
集中パラメータ冠動脈モデル３５０を使用して、主冠状動脈および／またはそこから延び
る分枝の下流端に位置する、ソリッドモデル３２０の流出境界３２４の端部ａ～ｍにおけ
る境界条件を明らかにすることができる。集中パラメータ冠動脈モデル３５０を使用して
、充血条件下で、モデリングされた血管から端部ａ～ｍを通って流出する血流を表すこと
ができる。集中パラメータ冠動脈モデル３５０は、様々なパラメータ（例えば、Ｒａ、Ｃ

ａ、Ｒａ－ｍｉｃｒｏ、Ｃｉｍ、およびＲＶ）を含み、これらは患者に関する既知の情報
、例えば、算出された心筋質量（例えば、ステップ２４０で測定される）、および端部ａ
～ｍにおける終端インピーダンス（例えば、ステップ３０４で測定される端部ａ～ｍにお
ける血管の断面積）に基づいて明らかにすることができる。
【０１０９】
例えば、算出された心筋質量を用いて、複数の流出境界３２４を通るベースライン（安静
時）の平均冠血流を推定することができる。この関係は、Ｑ∝Ｑ０Ｍα（式中、αは既定
のスケーリング指数であり、Ｑ０は既定の定数である）として平均冠血流Ｑを心筋質量Ｍ
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（例えば、ステップ２４０で測定される）と相関させる、実験的に導かれた生理学的法則
（例えば、図１の生理学的法則２０）に基づいてもよい。次いで、ベースライン（安静時
）条件下での流出境界３２４における全冠血流Ｑ、および患者の血圧（例えば、ステップ
１００で測定される）を使用して、既定の実験的に導かれた方程式に基づいて、流出境界
３２４における全抵抗Ｒを特定することができる。
【０１１０】
全抵抗Ｒは、端部ａ～ｍのそれぞれの断面積（例えば、ステップ３０４で測定される）に
基づいて、端部ａ～ｍに分布してもよい。この関係は、Ｒｉ∝Ｒｉ，０ｄｉβ（Ｒｉはｉ
番目の流出口における流動抵抗であり、Ｒｉ，０は既定の定数であり、ｄｉはその流出口
の直径であり、βは既定のベキ乗指数、例えば－３～－２、冠血流では－２．７、脳血流
では－２．９などである）として端部ａ～ｍのそれぞれの抵抗を相関させる、実験的に導
かれた生理学的法則（例えば、図１の生理学的法則２０）に基づいてもよい。個々の端部
ａ～ｍを通る冠血流および個々の端部ａ～ｍにおける平均圧（例えば、ステップ３０４で
測定される血管の端部ａ～ｍの個々の断面積に基づいて特定される）を用いて、対応する
端部ａ～ｍにおける集中パラメータ冠動脈モデル３５０の抵抗の合計を明らかにすること
ができる（例えば、Ｒａ＋Ｒａ－ｍｉｃｒｏ＋ＲＶ）。他のパラメータ（例えば、Ｒａ／
Ｒａ－ｍｉｃｒｏ、Ｃａ、Ｃｉｍ）は、実験的に特定された定数であってもよい。
【０１１１】
Ｗｉｎｄｋｅｓｓｅｌモデル３６０を用いて、大動脈弓に向かう大動脈の下流端に位置す
る、ソリッドモデル３２０の流出境界３２４の端部Ｂにおける境界条件を明らかにするこ
とができる。Ｗｉｎｄｋｅｓｓｅｌモデル３６０を用いて、充血条件下で、モデリングさ
れた大動脈から端部Ｂを通って流出する血流を表すことができる。Ｗｉｎｄｋｅｓｓｅｌ
モデル３６０は、様々なパラメータ（例えば、Ｒｐ、Ｒｄ、およびＣ）を含み、これらは
患者に関する既知の情報、例えば、集中パラメータ心臓モデル３４０に関連して上記で説
明した患者の心拍出量、集中パラメータ冠動脈モデル３５０に関連して上記で説明したベ
ースライン平均冠血流、大動脈圧（例えば、ステップ３０４で測定される端部Ｂにおける
大動脈の断面積に基づいて特定される）、および／または実験的に特定された定数に基づ
いて明らかにすることができる。
【０１１２】
境界条件、例えば、集中パラメータモデル３４０、３５０、３６０（または、これらに含
まれるあらゆる定数）、あるいは他の次数低減モデルは、他の因子に基づいて調整するこ
とができる。例えば、生理的ストレス下で比較的減少した血管を拡張する能力により、患
者が低い血流対血管サイズ比を有する場合、抵抗値を調整（例えば増加）することができ
る。また、抵抗値は、患者が糖尿病を有する、薬物治療を受けている、過去に心イベント
を経験している場合などにも調整することができる。
【０１１３】
代替的な集中パラメータまたは分散一次元ネットワークモデルを用いて、ソリッドモデル
３２０の下流の冠血管を表してもよい。ＭＲＩ、ＣＴ、ＰＥＴ、またはＳＰＥＣＴを用い
た心筋灌流の画像化を用いて、かかるモデルのパラメータを指定することができる。また
、代替的な画像化源、例えば、磁気共鳴血管造影（ＭＲＡ）、レトロスペクティブシネゲ
ーティングまたはプロスペクティブシネゲーティングコンピュータ断層血管造影（ＣＴＡ
）などを用いて、かかるモデルのパラメータを指定することもできる。レトロスペクティ
ブシネゲーティングを画像処理方法と併用して、心周期にわたる心室の体積変化を取得し
、集中パラメータ心臓モデルのパラメータを指定してもよい。
【０１１４】
集中パラメータモデル３４０、３５０、３６０、または他の次数低減一次元または二次元
モデルを用いた患者の解剖学的形態の一部の単純化は、特に、未治療状態（例えば、図２
および図３のステップ４００）の他に、可能な治療選択肢を評価するとき（例えば、図２
のステップ５００）など、コンピュータ分析を複数回実施する場合に、コンピュータ分析
（例えば、後述の図３のステップ４０２）をより迅速に実施できるようにしながら、最終
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結果を高精度に維持する。
【０１１５】
例示的実施形態において、境界条件の特定は、ユーザの入力、例えば、ステップ１００で
取得した患者固有の生理学的データに基づいて、コンピュータシステムによって実施する
ことができる。
Ｃ．三次元メッシュの作成
【０１１６】
再び図３を参照すると、ステップ３０６で生成されたソリッドモデル３２０に基づいて、
三次元メッシュを生成することができる（ステップ３１２）。図１７～１９は、ステップ
３０６で生成されたソリッドモデル３２０に基づいて作製された三次元メッシュ３８０の
例を示している。メッシュ３８０は、ソリッドモデル３２０の表面に沿って、およびソリ
ッドモデル３２０の内部全体に複数の節点３８２（格子点またはメッシュ点）を含む。メ
ッシュ３８０は、図１８および図１９に示すように、４面体要素を用いて作成してもよい
（節点３８２を形成する点を有する）。あるいは、他の形状を有する要素、例えば６面体
要素または他の多面体要素、曲線要素などを用いてもよい。例示的実施形態において、節
点３８２の数は、百万個単位、例えば５百万個～５千万個であってもよい。節点３８２の
数は、メッシュ３８０が微細になるに伴って増加する。節点３８２の数が多くなるにつれ
、モデル３２０内のより多くの地点で情報を提供することができるが、節点３８２の数が
増加すると、解くべき方程式（例えば図１の方程式３０）の数が増えるため、コンピュー
タ分析の実行により時間がかかる可能性がある。例示的実施形態において、メッシュ３８
０の生成は、場合によってユーザの入力（例えば、節点３８２の数、要素の形状などを指
定する）を伴って、コンピュータシステムによって実施することができる。
【０１１７】
再び図３を参照すると、メッシュ３８０および特定された境界条件を検証することができ
る（ステップ３１４）。この検証は、ユーザおよび／またはコンピュータシステムが実施
してよい。例えば、ユーザおよび／またはコンピュータシステムは、例えば、メッシュ３
８０が変形している、または十分な空間分解能を有さない場合、境界条件がコンピュータ
分析を実施するのに十分でない場合、ステップ３１０で特定した抵抗が不正確であると思
われる場合など、メッシュ３８０および／または境界条件の再構成を必要とし得る、メッ
シュ３８０および／または境界条件の特定のエラーを特定することができ得る。その場合
、メッシュ３８０および／または境界条件は許容不可であると決定することができ、ステ
ップ３０４～３１４のうちの１つまたは複数のを繰り返してもよい。メッシュ３８０およ
び／または境界条件が許容可能であると決定された場合、本方法は、後述のステップ４０
２に進んでもよい。
【０１１８】
さらに、ユーザは、取得した患者固有の情報、または他の測定されたパラメータ、例えば
心拍出量、血圧、身長、体重、ステップ２４０で算出した心筋質量が正しく入力され、お
よび／または正しく計算されていることを確認することができる。
【０１１９】
したがって、図３に示す上述のステップ３０４～３１４は、図２のステップ３００のサブ
ステップとみなすことができる。
Ｖ．コンピュータ分析の実施および結果の出力
【０１２０】
図２に示すステップ４００に関連して上記で説明したように、例示的方法は、コンピュー
タ分析を実施することと、結果を出力することとを含んでもよい。例示的実施形態におい
て、ステップ４００は以下のステップを含んでもよい。Ａ．コンピュータ分析の実施
【０１２１】
図３を参照すると、コンピュータシステムによってコンピュータ分析を実施することがで
きる（ステップ４０２）。例示的実施形態において、ステップ４０２は、例えばメッシュ
３８０（図１７～１９）中の節点３８２の数などに応じて、数分から数時間かかり得る。



(48) JP 2017-80492 A 2017.5.18

10

20

30

40

50

【０１２２】
この分析は、メッシュ３８０が生成されたモデル３２０における血流を表す一連の方程式
を生成することを含む。上述のように、例示的実施形態において、所望の情報は、充血条
件下のモデル３２０を通る血流のシミュレーションに関連する。
【０１２３】
また、分析は、数値法を用いて、コンピュータシステムを使用して血流の三次元方程式を
解くことを含む。例えば、数値法は、既知の方法、例えば、有限差分法、有限体積法、ス
ペクトル法、格子ボルツマン法、粒子ベース法、レベルセット法、等幾何学法、または有
限要素法、あるいは他の計算流体力学（ＣＦＤ）数値手法であってよい。
【０１２４】
これらの数値法を用いて、血液をニュートン流体、非ニュートン流体、または多相流体と
してモデリングすることができる。患者のヘマトクリット値またはステップ１００で測定
した他の因子を用いて、分析に取り込むための血液粘度を特定してもよい。血管壁は、剛
性または柔軟であると仮定することができる。後者の場合、血管壁力学の方程式、例えば
弾性力学方程式を血流の方程式と一緒に解いてもよい。ステップ１００で取得した時変三
次元画像データを入力として用いて、心周期にわたる血管形状の変化をモデリングするこ
とができる。コンピュータ分析を実施するための例示的な一連の方程式およびステップは
、例えば、「Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｐｒｅｄｉｃｔｉｖｅ　Ｍｏｄｅｌｉｎｇ　ｆｏｒ
　Ｐｌａｎｎｉｎｇ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｓｉｍｕ
ｌａｔｉｎｇ　Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ」と題される米国特
許第６，２３６，８７８号、ならびにともに「Ｐａｔｉｅｎｔ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｈｅ
ｍｏｄｙｎａｍｉｃｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃｕｌａｒ　Ｓｙｓｔｅｍ」
と題される米国特許出願公開第２０１０／０２４１４０４号および米国仮出願第６１／２
１０，４０１号に、より詳細に開示されており、これら全ては参照によりその全体が本明
細書に援用される。
【０１２５】
作製したモデルおよび境界条件を使用するコンピュータ分析は、三次元ソリッドモデル３
２０を表すメッシュ３８０のそれぞれの節点３８２における血流および圧力を測定するこ
とができる。例えば、コンピュータ分析の結果は、それぞれの節点３８２における様々な
パラメータの値を含んでもよく、これには例えば、後述のように、血流速度、圧力、流量
、または算出されたパラメータ、例えばｃＦＦＲがあるが、これらに限定されない。また
、パラメータは、三次元ソリッドモデル３２０に組込んでもよい。その結果、コンピュー
タ分析の結果は、通常は侵襲的に特定され得る情報をユーザに提供することができる。
【０１２６】
再び図３を参照すると、コンピュータ分析の結果を検証することができる（ステップ４０
４）。この検証は、ユーザおよび／またはコンピュータシステムで実施してよい。例えば
、ユーザおよび／またはコンピュータシステムは、例えば、節点３８２の数が不十分なた
め情報が不十分な場合、過剰な数の節点３８２により、分析に時間がかかりすぎる場合な
ど、メッシュ３８０および／または境界条件の再構成または改定を必要とし得る、結果の
特定のエラーを特定することができ得る。
【０１２７】
コンピュータ分析の結果が、ステップ４０４で許容不可であると決定された場合、ユーザ
および／またはコンピュータシステムは、例えば、ステップ３０６で生成されたソリッド
モデル３２０および／またはステップ３１２で生成されたメッシュ３８０を改定または改
良するかどうか、またどのように改定または改良するか、ステップ３１０で明らかにされ
た境界条件を改定するかどうか、またどのように改定するか、あるいはコンピュータ分析
のための入力のうちのいずれかに他の改定を行うかどうかを明らかにすることができる。
次いで、上述の１つまたは複数のステップ、例えば、ステップ３０６～３１４、４０２、
および４０４を決定した改定または改良に基づいて繰り返してもよい。
Ｂ．血圧、血流、およびｃＦＦＲの結果の表示
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【０１２８】
再び図３を参照すると、コンピュータ分析の結果がステップ４０４で許容可能であると決
定された場合、コンピュータシステムは、コンピュータ分析の特定の結果を出力してもよ
い。例えば、コンピュータシステムは、コンピュータ分析の結果に基づいて生成された画
像、例えば図１に関連して上記で説明した画像、例えば模擬の血圧モデル５０、模擬の血
流モデル５２、および／またはｃＦＦＲモデル５４を表示してもよい。上述のように、こ
れらの画像は、例えば、ステップ３１０で明らかにされた境界条件が充血条件に対して特
定されたことから、模擬の充血条件下の模擬の血圧、血流、およびｃＦＦＲを示す。
【０１２９】
模擬血圧モデル５０（図１）は、模擬の充血条件下の図１７～１９のメッシュ３８０によ
って表される患者の解剖学的形態全体の局所血圧を（例えば、水銀柱ミリメートルまたは
ｍｍＨｇで）示している。コンピュータ分析は、メッシュ３８０の各節点３８２の局所血
圧を測定することができ、模擬の血圧モデル５０は、それぞれの圧力に対応する色、陰影
、または他の視覚的指標を指定してもよく、それにより模擬の血圧モデル５０は、モデル
５０全体の圧力の変動を視覚的に示すことができ、各節点３８２の個々の値を指定する必
要がない。例えば、図１に示す模擬の血圧モデル５０は、この特定の患者に関して、模擬
の充血条件下で、圧力が概して均一であり、大動脈がより高い（より暗い陰影によって示
される）であろうこと、また血液が主冠状動脈内へ、そして分枝内へと下流に流れるにつ
れて、圧力が徐々に、かつ連続的に減少している（分枝の下流端に向かって陰影が徐々に
、かつ連続的に明るくなっていくことにより示される）ことを示している。模擬の血圧モ
デル５０は、図１に示すように、血圧の具体的な数値を示す目盛りを伴ってもよい。
【０１３０】
例示的実施形態において、模擬の血圧モデル５０は、カラーで提供してもよく、カラース
ペクトルを用いて、モデル５０全体の圧力の変動を示してもよい。このカラースペクトル
は、最高圧から最低圧まで順番に、赤、橙、黄、緑、青、藍、および紫を含んでもよい。
例えば、上限（赤）は、およそ１１０ｍｍＨｇ以上（または８０ｍｍＨｇ、９０ｍｍＨｇ
、１００ｍｍＨｇなど）を示してもよく、下限（紫）は、およそ５０ｍｍＨｇ以下（また
は２０ｍｍＨｇ、３０ｍｍＨｇ、４０ｍｍＨｇなど）を示してもよく、このとき緑は、お
よそ８０ｍｍＨｇ（または上限と下限とのほぼ中間の他の値）を示す。したがって、患者
のなかには、模擬血圧モデル５０は、大動脈の大部分または全てを赤またはスペクトルの
上端に向かう他の色として示してもよく、色は、冠状動脈およびそこから延びる分枝の遠
位端に向かって、スペクトルによって徐々に変化してもよい（紫まで）。特定の患者の冠
状動脈の遠位端は、それぞれの遠位端について測定された局所血圧に応じて、様々な色、
例えば赤から紫までのいずれかを有し得る。
【０１３１】
模擬の血流モデル５２（図１）は、模擬の充血条件下の図１７～１９のメッシュ３８０に
よって表される患者の解剖学的形態全体の局所血液速度を（例えば、センチメートル毎秒
またはｃｍ／秒で）示している。コンピュータ分析は、メッシュ３８０の各節点３８２の
局所血液速度を測定することができ、模擬の血流モデル５２は、それぞれの速度に対応す
る色、陰影、または他の視覚的指標を指定してもよく、それにより模擬の血流モデル５２
は、モデル５２の速度の変動を視覚的に示すことができ、各節点３８２の個々の値を指定
する必要がない。例えば、図１に示す模擬の血流モデル５２は、この特定の患者に関して
、模擬の充血条件下で、主冠状動脈および分枝の特定の部分において速度が概して高い（
図１の部分５３のより暗い陰影によって示される）ことを示している。模擬の血流モデル
５２は、図１に示すように、血液速度の具体的な数値を示す目盛りを伴ってもよい。
【０１３２】
例示的実施形態において、模擬の血流モデル５２は、カラーで提供してもよく、カラース
ペクトルを用いて、モデル５２全体の速度の変動を示してもよい。このカラースペクトル
は、最高速度から最低速度まで順番に、赤、橙、黄、緑、青、藍、および紫を含んでもよ
い。例えば、上限（赤）は、およそ１００（または１５０）ｃｍ／秒以上を示してもよく
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、下限（紫）は、およそ０ｃｍ／秒を示してもよく、このとき緑は、およそ５０ｃｍ／秒
（または上限と下限とのほぼ中間の他の値）を示す。したがって、患者のなかには、模擬
血流モデル５２は、大動脈の大部分または全てをスペクトルの下端に向かう色の混合とし
て示してもよく（例えば、緑から紫）、色は、測定された血液速度が増加する特定の位置
において、スペクトルを通して徐々に変化してもよい（例えば、スペクトルの上端に向か
って（赤まで））。
【０１３３】
ｃＦＦＲモデル５４（図１）は、模擬の充血条件下の図１７～１９のメッシュ３８０によ
って表される患者の解剖学的形態全体の局所ｃＦＦＲを示している。上述のように、ｃＦ
ＦＲは、特定の節点３８２におけるコンピュータ分析によって明らかにされた局所血圧（
例えば、模擬の血圧モデル５０に示される）を例えば流入境界３２２（図８）における大
動脈の血圧で除した比として算出することができる。コンピュータ分析は、メッシュ３８
０の各節点３８２のｃＦＦＲを明らかにすることができ、ｃＦＦＲモデル５４は、それぞ
れのｃＦＦＲに対応する色、陰影、または他の視覚的指標を指定してもよく、それにより
ｃＦＦＲモデル５４は、モデル５４全体のｃＦＦＲの変動を視覚的に示すことができ、各
節点３８２の個々の値を指定する必要がない。例えば、図１に示すｃＦＦＲモデル５４は
、この特定の患者に関して、模擬の充血条件下で、ｃＦＦＲが概して均一であり、大動脈
でおよそ１．０であろうこと、血液が主冠状動脈内へ、そして分枝内へと下流に流れるに
つれて、ｃＦＦＲが徐々に、かつ連続的に減少していることを示している。また、ｃＦＦ
Ｒモデル５４は、図１に示すように、ｃＦＦＲモデル５４全体の特定の地点のｃＦＦＲ値
も示すことができる。ｃＦＦＲモデル５４は、図１に示すように、ｃＦＦＲの具体的な数
値を示す目盛りを伴ってもよい。
【０１３４】
例示的実施形態において、ｃＦＦＲモデル５４は、カラーで提供してもよく、カラースペ
クトルを用いて、モデル５４全体の圧力の変動を示してもよい。このカラースペクトルは
、最低ｃＦＦＲ（機能的に重要な病変を示す）から最高ｃＦＦＲまで順番に、赤、橙、黄
、緑、青、藍、および紫を含んでもよい。例えば、上限（紫）は、１．０のｃＦＦＲを示
してもよく、下限（赤）は、およそ０．７（または０．７５もしくは０．８）以下を示し
てもよく、このとき緑は、およそ０．８５（または上限と下限とのほぼ中間の他の値）を
示す。例えば、下限は、ｃＦＦＲ測定が機能的に重要な病変、またはインターベンション
を必要とし得る他の特徴を示すかどうかを明らかにするために使用する下限（例えば、０
．７、０．７５、または０．８）に基づいて明らかにすることができる。したがって、患
者の中には、ｃＦＦＲモデル５４は、大動脈の大部分または全てを紫またはスペクトルの
上端に向かう他の色として示してもよく、色は、冠状動脈およびそこから延びる分枝の遠
位端に向かって、スペクトルを通して徐々に変化してもよい（例えば、赤から紫までのい
ずれか）。特定の患者の冠状動脈の遠位端は、それぞれの遠位端について測定されたｃＦ
ＦＲの局所値に応じて、様々な色、例えば赤から紫までのいずれかを有してもよい。
【０１３５】
ｃＦＦＲが、機能的に重要な病変、またはインターベンションを必要とし得る他の特徴の
存在を明らかにするために使用される下限未満に低下したことを特定した後、動脈または
分枝を評価して、機能的に重要な病変（複数可）の位置を特定することができる。コンピ
ュータシステムまたはユーザは、動脈または分枝の幾何学的形状に基づいて（例えば、ｃ
ＦＦＲモデル５４を用いて）、機能的に重要な病変（複数可）の位置を特定することがで
きる。例えば、機能的に重要な病変（複数可）は、局所の最低ｃＦＦＲ値を有するｃＦＦ
Ｒモデル５４の位置の近傍（例えば、上流）に位置する狭小化または狭窄を発見すること
によって、位置を特定することができる。コンピュータシステムは、ユーザに対して、機
能的に重要な病変（複数可）を含むｃＦＦＲモデル５４（または他のモデル）の部分（複
数可）を示してもよく、または表示してもよい。
【０１３６】
また、コンピュータ分析の結果に基づいて、他の画像を生成することもできる。例えば、
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コンピュータシステムは、例えば、図２０～２２に示すように、主冠状動脈に関する追加
情報を提供し得る。冠動脈は、例えば、その特定の冠動脈が最低ｃＦＦＲを含む場合、コ
ンピュータシステムによって選択することができる。あるいは、ユーザが、特定の冠動脈
を選択してもよい。
【０１３７】
図２０は、コンピュータ分析の結果を含む、患者の解剖学的形態のモデルを示し、このモ
デル上の特定の地点は、個々の参照ラベル（例えば、ＬＭ、ＬＡＤ１、ＬＡＤ２、ＬＡＤ
３など）で特定される。図２１に示される例示的実施形態において、ＬＡＤ動脈における
地点が提供されるが、これは模擬の充血条件下でこの特定の患者の最低ｃＦＦＲを有する
主冠動脈である。
【０１３８】
図２１および図２２は、これらの地点（例えば、ＬＭ、ＬＡＤ１、ＬＡＤ２、ＡＤ３など
）のうちの一部もしくは全てにおける、および／またはこのモデル上の特定の他の位置（
例えば、大動脈中など）における、特定の経時的な変数のグラフを示す。図２１は、図２
０に示される大動脈ならびに地点ＬＡＤ１、ＬＡＤ２、およびＬＡＤ３における経時的な
圧力（例えば、水銀柱ミリメートルまたはｍｍＨｇ）のグラフである。グラフ上の一番上
のプロットは、大動脈中の圧力を示し、上から２番目のプロットは、地点ＬＡＤ１の圧力
を示し、上から３番目のプロットは、地点ＬＡＤ２の圧力を示し、一番下のプロットは、
地点ＬＡＤ３の圧力を示す。図２２は、図２０に示される地点ＬＭ、ＬＡＤ１、ＬＡＤ２
、およびＬＡＤ３における経時的な流量（例えば、立方センチメートル毎秒またはｃｃ／
秒）のグラフである。さらに、他のグラフ、例えば、これらの地点の一部もしくは全てお
よび／または他の地点における、経時的なせん断応力のグラフを提供することもできる。
グラフ上の一番上のプロットは、地点ＬＭの流量を示し、上から２番目のプロットは、地
点ＬＡＤ１の流量を示し、上から３番目のプロットは、地点ＬＡＤ２の流量を示し、一番
下のプロットは、地点ＬＡＤ３の流量を示す。また、特定の主冠動脈および／またはそこ
から延びる分枝の全長に沿って、これらの変数、例えば、血圧、血流、速度、またはｃＦ
ＦＲの変化を示すグラフを提供することもできる。
【０１３９】
場合によっては、上述の様々なグラフおよび他の結果をレポートにまとめることもできる
（ステップ４０６）。例えば、上述の画像または他の情報を規定のテンプレートを有する
文書に挿入してもよい。このテンプレートは、事前設定された複数の患者に対して包括的
なものでもよく、またコンピュータ分析の結果を医師および／または患者に報告するため
に使用することもできる。この文書またはレポートは、コンピュータ分析の完了後、コン
ピュータシステムによって自動的に完了されてもよい。
【０１４０】
例えば、最終レポートは、図２３に示す情報を含んでもよい。図２３は、図１のｃＦＦＲ
モデル５４を含み、また要約情報、例えば、主冠状動脈およびそこから延びる分枝それぞ
れにおける最低ｃＦＦＲ値も含む。例えば、図２３は、ＬＡＤ動脈の最低ｃＦＦＲ値が０
．６６であり、ＬＣＸ動脈の最低ｃＦＦＲ値が０．７２であり、ＲＣＡ動脈の最低ｃＦＦ
Ｒ値が０．８０であることを示す。他の要約情報には、患者の名前、患者の年齢、患者の
血圧（ＢＰ）（例えば、ステップ１００で取得される）、患者の心拍数（ＨＲ）（例えば
、ステップ１００で取得される）などを含み得る。また、最終レポートは、医師または他
のユーザがさらなる情報を明らかにするためにアクセスすることができる、上述のように
生成された画像および他の情報のバージョンも含んでよい。コンピュータシステムによっ
て生成された画像は、医師または他のユーザが任意の地点にカーソルを置いて、その地点
における上述の変数、例えば、血圧、速度、流量、ｃＦＦＲなどを特定できるようにフォ
ーマットされていてもよい。
【０１４１】
最終レポートは、医師および／または患者に送信することもできる。最終レポートは、任
意の既知の通信方法、例えば、無線もしくは有線ネットワーク、郵便などを用いて送信す
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ることができる。あるいは、医師および／または患者は、最終レポートがダウンロードま
たは受け取り可能であることを通知されてもよい。次いで、医師および／または患者は、
ウェブベースのサービスにログインして、安全な通信回線を介して最終レポートをダウン
ロードすることができる。
Ｃ．結果の検証
【０１４２】
再び図３を参照すると、コンピュータ分析の結果を個別に検証することができる（ステッ
プ４０８）。例えば、ユーザおよび／またはコンピュータシステムは、コンピュータ分析
の結果、例えばステップ４０６で生成された画像および他の情報の上述のステップのうち
のいずれかの再実施を要求する特定のエラーを特定することができる。そのようなエラー
が特定された場合、そのコンピュータ分析の結果は許容不可であると決定してもよく、特
定のステップ、例えば、ステップ１００、２００、３００、４００、サブステップ１０２
、２０２～２０８、２４０～２６０、３０４～３１４、および４０２～４０８などを繰り
返してもよい。
【０１４３】
したがって、図３に示す上述のステップ４０２～４０８は、図２のステップ４００のサブ
ステップとみなすことができる。
【０１４４】
コンピュータ分析の結果を検証するための別の方法は、結果に含まれるいずれかの変数、
例えば、血圧、速度、流量、ｃＦＦＲなどを患者から別の方法を用いて測定することを含
んでもよい。例示的実施形態において、変数を測定して（例えば、侵襲的に）、次いでコ
ンピュータ分析によって明らかにされた結果と比較してもよい。例えば、ＦＦＲは、ソリ
ッドモデル３２０およびメッシュ３８０によって表される患者の解剖学的形態内の１つま
たは複数の地点において、例えば上述のように患者に挿入したプレッシャーワイヤーを用
いて明らかにすることができる。ある位置で測定したＦＦＲを同じ位置のｃＦＦＲと比較
してもよく、この比較は複数の位置で実施してもよい。場合によっては、その比較に基づ
いて、コンピュータ分析および／または境界条件を調整してもよい。
Ｄ．冠動脈血流情報を提供するためのシステムおよび方法の別の実施形態
【０１４５】
特定の患者における冠動脈血流に関連する様々な情報を提供するための方法６００の別の
実施形態を図２４に示す。方法６００は、上述のコンピュータシステム、例えば、上述の
図３に示されるステップのうちの１つまたは複数を実施するために使用するコンピュータ
システムで実施することができる。方法６００は、１つまたは複数の入力６１０を用いて
実施してもよく、また入力６１０に基づいて１つまたは複数のモデル６２０を生成するこ
とと、入力６１０および／またはモデル６２０に基づいて１つまたは複数の条件６３０を
指定することと、モデル６２０および条件６３０に基づいて１つまたは複数の解６４０を
導くことを含んでもよい。
【０１４６】
入力６１０は、患者の大動脈、冠状動脈（およびそこから延びる分枝）、ならびに心臓の
医療画像データ６１１、例えばＣＣＴＡデータ（例えば、図２のステップ１００で取得さ
れる）を含んでもよい。また、入力６１０は、患者の上腕の血圧の測定値６１２および／
または他の測定値（例えば、図２のステップ１００で取得される）も含んでよい。測定値
６１２は、非侵襲的に取得してもよい。入力６１０を用いて、モデル（複数可）６２０を
生成してもよく、および／または後述の条件（複数可）６３０を決定してもよい。
【０１４７】
上記のように、入力６１０に基づいて、１つまたは複数のモデル６２０を生成してもよい
。例えば、方法６００は、画像データ６１１に基づいて、患者の解剖学的形態（例えば、
大動脈、冠状動脈、およびそこから延びる分枝）の１つまたは複数の患者固有の三次元幾
何モデルを生成すること（ステップ６２１）を含んでもよい。例えば、幾何モデルは、図
３のステップ３０６で生成される図８のソリッドモデル３２０、および／または図３のス
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テップ３１２で生成される図１７～１９のメッシュ３８０であってもよい。
【０１４８】
再び図２４を参照すると、方法６００は、１つまたは複数の物理学に基づく血流モデルを
生成すること（ステップ６２２）も含んでよい。この血流モデルは、ステップ６２１で生
成された患者固有の幾何モデルを通る血流、心臓および大動脈の循環、遠位冠循環などに
関連するモデルを含んでもよい。血流モデルは、患者のモデリングされた解剖学的形態に
関連する少なくとも１つの血流の特徴、例えば血流速度、圧力、流量、ＦＦＲなどに関連
してもよい。血流モデルは、三次元幾何モデルの流入および流出境界３２２、３２４にお
ける境界条件として指定してもよい。血流モデルは、次数低減モデル、または図３のステ
ップ３１０に関連して上記で説明した他の境界条件、例えば集中パラメータ心臓モデル３
４０、集中パラメータ冠動脈モデル３５０、Ｗｉｎｄｋｅｓｓｅｌモデル３６０などを含
んでもよい。
【０１４９】
上記のように、入力６１０および／またはモデル６２０に基づいて、１つまたは複数の条
件６３０を明らかにすることができる。条件６３０は、ステップ６２２（および図３のス
テップ３１０）で特定された境界条件について算出されたパラメータを含む。例えば、方
法６００は、画像データ６１１（例えば、図３のステップ２４０で明らかにされる）に基
づいて、患者固有の心室または心筋質量を算出することによって、条件を明らかにするこ
と（ステップ６３１）を含んでもよい。
【０１５０】
方法６００は、ステップ６３１で算出した心室または心筋質量を用いて、関係Ｑ＝Ｑ０Ｍ
α（式中、αは既定のスケーリング指数であり、Ｍは心室または心筋質量であり、Ｑ０は
既定の定数である）に基づいて、安静時の冠血流を算出することによって条件を明らかに
すること（例えば、図３のステップ３１０で集中パラメータモデルを明らかにすることに
関連して上述したように）（ステップ６３２）を含んでもよい。あるいは、この関係は、
図３のステップ３１０で集中パラメータモデルを明らかにすることに関連して上述したよ
うに、Ｑ∝Ｑ０Ｍαの形式を有してもよい。
【０１５１】
また、方法６００は、ステップ６３２で算出して得られた冠血流および患者の測定された
血圧６１２を用いて、安静時の全冠動脈抵抗を算出することによって条件を明らかにする
こと（例えば、図３のステップ３１０で集中パラメータモデルを明らかにすることに関連
して上述したように）（ステップ６３３）も含んでよい。
【０１５２】
また、方法６００は、ステップ６３３で算出した安静時の全冠動脈抵抗およびモデル６２
０を用いて、個々の冠状動脈（およびそこから延びる分枝）の個々の抵抗を算出すること
によって条件を明らかにすること（ステップ６３４）も含んでよい。例えば、図３のステ
ップ３１０に関連して上述したように、ステップ６３３で算出された安静時の全冠動脈抵
抗は、個々の冠状動脈および分枝の遠位端のサイズ（例えば、ステップ６２１で生成され
た幾何モデルから特定される）に基づいて、また関係Ｒ＝Ｒ０ｄβ（式中、Ｒは特定の遠
位端における流動抵抗であり、Ｒ０は既定の定数であり、ｄはサイズ（例えば、その遠位
端の直径）であり、βは既定のベキ乗指数である）に基づいて、図３のステップ３１０で
集中パラメータモデルを明らかにすることに関連して上述したように、個々の冠状動脈お
よび分枝に分布してもよい。
【０１５３】
再び図２４を参照すると、方法６００は、１つまたは複数の患者の身体的条件に基づいて
、境界条件を調整すること（ステップ６３５）を含んでもよい。例えば、ステップ６３１
～６３４で特定されたパラメータは、解６４０が、安静、様々なレベルの充血、様々なレ
ベルの運動もしくは労作、異なる薬物治療などを模擬することを意図しているかどうかに
基づいて修正してもよい。入力６１０、モデル６２０、および条件６３０に基づいて、例
えば、図３のステップ４０２に関連して上述するように、コンピュータ分析を実施して、
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ステップ６３５で選択した身体的条件下の患者の冠動脈血流に関する情報を含む解６４０
を明らかにすることができる（ステップ６４１）。解６４０から提供され得る情報の例を
次に記載する。
【０１５４】
この複合された患者固有の解剖学的（幾何学的）および生理学的（物理学ベース）モデル
を用いて、冠動脈血流に対する、心拍数、一回拍出量、血圧、または冠微小循環機能が変
化する、異なる薬物治療または生活様式の変化（例えば、喫煙の中止、食事の変化、また
は身体活動の増加）の効果を明らかにすることができる。このような情報は、薬物療法を
最適化するため、または薬物治療の危険な影響の可能性を回避するために使用することが
できる。また、この複合モデルを用いて、代替的な形態および／または様々なレベルの身
体活動または潜在的な外部力への暴露の危険性（例えば、サッカーのプレイ時、宇宙飛行
中、スキューバダイビング時、航空機飛行中など）の冠動脈血流に対する影響を明らかに
してもよい。このような情報を用いて、特定の患者に対して安全かつ効果的であり得る身
体活動のタイプおよびレベルを特定することができる。また、最適なインターベンション
戦略を選択するために、この複合モデルを用いて、冠動脈血流に対する経皮冠動脈インタ
ーベンションの潜在的利益を予測し、および／または最適な手術戦略を選択するために、
冠動脈血流に対する冠動脈バイパス術の潜在的利益を予測することもできる。
【０１５５】
また、この複合モデルを用いて、冠動脈血流に対する動脈疾患の負担の増加の潜在的な有
害効果を例証し、機械論的もしくは現象論的な疾患進行モデルまたは経験データを用いて
、進行中の疾患が心筋への血流にいつ障害を引き起こし得るかを予測することもできる。
このような情報は、初期に非侵襲的な画像化を用いて血行動態的に重要な疾患を有さない
と観察された患者が、薬物療法、インターベンション療法、または手術療法を要すると見
込まれないであろう「保証期間」、あるいは有害因子が継続した場合に進行が発生し得る
速度の特定を可能にし得る。
【０１５６】
また、この複合モデルを用いて、冠動脈疾患の負担の減少から生じる冠動脈血流に対する
潜在的な有益効果を例証し、機械論的もしくは現象論的な疾患進行モデルまたは経験デー
タを用いて、疾患の退行が冠状動脈を通る心筋への血流の増加をいつもたらし得るかを予
測することもできる。このような情報を用いて、食事の変更、身体活動の増加、スタチン
または他の薬物治療の処方などを含むが、これらに限定されない医学的管理プログラムの
指針とすることができる。
ＶＩ．患者固有の治療プランの提供
【０１５７】
図２に示すステップ５００に関連して上述したように、例示的方法は、患者固有の治療計
画を提供することを含んでもよい。例示的実施形態において、ステップ５００は、以下の
ステップを含んでもよい。図３には以下のステップを示さないが、図３に示すステップと
併せて、例えばステップ４０６または４０８の後に、これらのステップを実施してもよい
ことは理解される。
【０１５８】
上述のように、図１および図２３に示すｃＦＦＲモデル５４は、未治療状態および模擬の
充血条件下の図１７～１９のメッシュ３８０によって表される患者の解剖学的形態全体の
ｃＦＦＲ値を示している。この情報を用いて、医師は、患者に、運動の増加、食事の変更
、薬物治療の処方、モデリングされた解剖学的形態の任意の部分または心臓の他の部分の
手術（例えば、冠動脈バイパス術、１つまたは複数の冠動脈ステントの挿入など）など、
治療を処方することができる。
【０１５９】
どの治療（複数可）を処方するかを明らかにする目的で、コンピュータシステムを用いて
、そのような治療（複数可）によって、コンピュータ分析から明らかにされた情報がどの
ように変化するかを予測することができる。例えば、ステント（複数可）の挿入または他
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の手術などの特定の治療は、モデリングされた解剖学的形態の幾何学的形状に変化をもた
らし得る。したがって、例示的実施形態において、ステップ３０６で生成されたソリッド
モデル３２０を改定して、ステントが挿入されている１つまたは複数の内腔の拡大を示す
ことができる。
【０１６０】
例えば、図１および図２３に示すｃＦＦＲモデル５４は、ＬＡＤ動脈の最低ｃＦＦＲ値が
０．６６であり、ＬＣＸ動脈の最低ｃＦＦＲ値が０．７２であり、ＲＣＡ動脈の最低ｃＦ
ＦＲ値が０．８０であることを示す。ｃＦＦＲ値が、例えば０．７５未満である場合に、
治療を提案してもよい。したがって、コンピュータシステムは、ソリッドモデル３２０を
改定するユーザに、ＬＡＤ動脈およびＬＣＸ動脈の拡大を示して、これらの冠状動脈への
ステントの挿入を模擬するよう提案してもよい。ユーザは、模擬ステントの位置およびサ
イズに対応する、拡大の位置および量（例えば、長さおよび直径）を選択するよう指示さ
れる。あるいは、拡大の位置および量は、様々な因子、例えば０．７５未満のｃＦＦＲ値
を有する節点（複数可）の位置、重大な欠陥狭窄の位置、従来のステントのサイズなどに
基づいて、コンピュータシステムが自動的に決定してもよい。
【０１６１】
図２５は、位置５１２の一部のＬＡＤ動脈および位置５１４のＬＣＸ動脈を拡大すること
によって作成されたソリッドモデルに基づいて明らかにされた、修正ｃＦＦＲモデル５１
０の例を示している。例示的実施形態において、上述の任意のステップ、例えばステップ
３１０～３１４および４０２～４０８を修正ソリッドモデルを用いて繰り返してもよい。
ステップ４０６において、最終レポートは、未治療の患者（例えば、ステントを使用して
いない）に関連する情報、例えば図２３に示す情報、ならびに患者の模擬治療に関連する
情報、例えば図２５および図２６に示す情報を含んでもよい。
【０１６２】
図２５は、修正ｃＦＦＲモデル５１０を含み、また要約情報、例えば、提案される治療に
関連する修正ソリッドモデルの主冠状動脈およびそこから延びる分枝の最低ｃＦＦＲ値も
含む。例えば、図２５は、ＬＡＤ動脈（およびその下流分枝）の最低ｃＦＦＲ値が０．７
８であり、ＬＣＸ動脈（およびその下流分枝）の最低ｃＦＦＲ値が０．７８であり、ＲＣ
Ａ動脈（およびその下流分枝）の最低ｃＦＦＲ値が０．７９であることを示す。したがっ
て、未治療の患者（ステント不使用）のｃＦＦＲモデル５４と提案される治療（ステント
挿入）のｃＦＦＲモデル５１０との比較は、提案される治療が、ＬＡＤ動脈の最低ｃＦＦ
Ｒを０．６６から０．７８に増加させ得、またＬＣＸ動脈の最低ｃＦＦＲを０．７２から
０．７６に増加させるであろうこと、一方ＲＣＡ動脈の最低ｃＦＦＲでは０．８０から０
．７９のわずかな減少があるであろうことを示す。
【０１６３】
図２６は、上述のように、ＬＡＤ動脈の位置５１２およびＬＣＸ動脈の位置５１４の部分
の拡大後に明らかにされた、修正された模擬の血流モデル５２０の例を示している。また
、図２６は、要約情報、例えば、提案される治療に関連する修正されたソリッドモデルの
主冠状動脈およびそこから延びる分枝の様々な位置における血流値も含む。例えば、図２
６は、未治療の患者（ステント不使用）および治療を受けた患者（ステント挿入）につい
て、ＬＡＤ動脈中の４つの位置ＬＡＤ１、ＬＡＤ２、ＡＤ３、およびＬＡＤ４ならびにＬ
ＣＸ動脈中の２つの位置ＬＣＸ１およびＬＣＸ２の血流値を示している。また、図２６は
、未治療の状態と治療を受けた状態との間の血流値の変化率も示している。したがって、
未治療の患者の模擬血流モデル５２と提案される治療の模擬の血流モデル５２０との比較
は、提案される治療が、ＬＡＤ動脈およびＬＣＸ動脈を通る流量をＬＡＤ１－ＬＡＤ４、
ＬＣＸ１、およびＬＣＸ２の全ての位置で、位置によって９％～１９％増加させ得ること
を示している。
【０１６４】
また、未治療の状態と治療を受けた状態との間で他の情報、例えば冠動脈血圧を比較して
もよい。この情報に基づいて、医師は、提案される治療選択肢を進めるかどうかを患者と
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話し合うことができる。
【０１６５】
また、他の治療選択肢もソリッドモデル３２０を様々な形で修正することになり得る。例
えば、冠動脈バイパス術は、ソリッドモデル３２０に新しい内腔または通路を作成するこ
とになり得、また病変の除去も内腔または通路の拡大することになり得る。他の治療選択
肢は、ソリッドモデル３２０を修正することにならないこともある。例えば、運動もしく
は労作の増加、食事もしくは他の生活様式の変化、薬物治療の処方などは、例えば、血管
収縮、拡張、心拍数の減少などにより、ステップ３１０で特定した境界条件を変更するこ
とになり得る。例えば、患者の心拍数、心拍出量、一回拍出量、血圧、冠微小循環機能、
集中パラメータモデルの構成などは、処方される薬物治療、採用された運動（または他の
労作）の種類および頻度、採用された生活様式の変化の種類（例えば、喫煙の中止、食事
の変化など）によって異なり得、それによってステップ３１０で特定した境界条件に様々
な形で影響を与える。
【０１６６】
例示的実施形態において、多数の患者からのデータを用いて、修正された境界条件を実験
的に明らかにしてもよく、また類似する治療選択肢は、ほとんど同じ形で境界条件を修正
することを必要とし得る。経験モデルは、大集団の患者固有のデータから開発し、将来の
分析で類似する患者に適用することができる特定の治療選択肢に対応する、境界条件のラ
イブラリまたは境界条件を算出するための関数を作成することができる。
【０１６７】
境界条件の修正後、上述のステップ、例えば、ステップ３１２、３１４、および４０２～
４０８を修正された境界条件を用いて繰り返してもよく、またステップ４０６において、
最終レポートは、未治療の患者に関連する情報、例えば図２３に示す情報、ならびに患者
の模擬治療に関する情報、例えば図２５および図２６に示す情報を含んでもよい。
【０１６８】
あるいは、医師、患者、または他のユーザに、三次元モデル（例えば、図８のソリッドモ
デル３２０）との対話を可能にするユーザインターフェースを提供してもよい。モデル３
２０は、１つまたは複数の治療選択肢を反映するためにユーザが編集することができる、
ユーザが選択可能なセグメントに分割してもよい。例えば、ユーザは、狭窄（または閉塞
、例えば、急性閉塞）を含むセグメントを選択し、そのセグメントを調整して狭窄を除去
してもよく、ユーザは、モデル３２０に、バイパスとするためのセグメントを追加しても
よい。また、ユーザは、上記で明らかにされた境界条件を変更し得る他の治療選択肢およ
び／または生理的パラメータ、例えば、心拍出量、心拍数、一回拍出量、血圧、運動もし
くは労作レベル、充血レベル、薬物治療などの変化を指定するように指示されてもよい。
代替の実施形態では、コンピュータシステムが治療選択肢を決定しまたは提案してもよい
。
【０１６９】
ユーザインターフェースは、三次元モデル３２０との対話を可能にして、ユーザが狭窄（
または閉塞、例えば、急性閉塞）を模擬することを可能にし得る。例えば、ユーザは、狭
窄を含めるセグメントを選択してもよく、コンピュータシステムを用いて、狭窄の追加に
よって、コンピュータ分析から決定された情報がどのように変化するかを予測することが
できる。したがって、本明細書に記載する方法は、動脈を閉塞させることの影響を予測す
るために使用することができる。
【０１７０】
また、ユーザインターフェースは、三次元モデル３２０との対話により、癌性腫瘍の除去
時など、特定の外科手術で発生し得る損傷した動脈または動脈の除去を模擬することを可
能にし得る。また、このモデルは特定の動脈を通る血流を妨げることの影響を模擬するよ
うに修正して、患者に十分な血流を供給するための側副路の可能性を予測することもでき
る。
Ａ．様々な治療選択肢を比較するための次数低減モデルの使用



(57) JP 2017-80492 A 2017.5.18

10

20

30

40

50

【０１７１】
例示的実施形態において、コンピュータシステムは、ユーザが、三次元ソリッドモデル３
２０またはメッシュ３８０を次数低減モデルに置き換えることによって、より迅速に様々
な治療選択肢を模擬することを可能にし得る。図２７は、例示的実施形態による、次数低
減モデルを用いて様々な治療選択肢を模擬するための方法７００に関連する概略図を示し
ている。方法７００は、上述のコンピュータシステムで実施してもよい。
【０１７２】
血流または他のパラメータを表す１つまたは複数の患者固有の模擬の血流モデルは、上述
のコンピュータ分析からの出力であってもよい（ステップ７０１）。例えば、模擬の血流
モデルは、図１の模擬の血圧モデル５０、図１の模擬の血流モデル５２、図１のｃＦＦＲ
モデル５４などを含んでもよいが、ただし上述の図２および図３に示す方法を用いる。上
述のように、模擬の血流モデルは、患者の解剖学的形態の三次元幾何モデルを含んでもよ
い。
【０１７３】
次数低減モデルの条件を指定するために、機能情報を模擬の血流モデルから抽出すること
ができる（ステップ７０２）。例えば、機能情報には、上述のコンピュータ分析を用いて
明らかにした、血液の圧力、流量、または速度の情報を含んでよい。
【０１７４】
次数低減（例えば、０次元または一次元）モデルを提供して、ステップ７０１で生成した
患者固有の模擬の血流モデルを生成するために使用した三次元ソリッドモデル３２０を置
き換えてもよく、この次数低減モデルを用いて、患者の冠動脈血流に関する情報を明らか
にしてもよい（ステップ７０３）。例えば、次数低減モデルは、図３のステップ３１０に
関連して上述したように生成された集中パラメータモデルであってもよい。したがって、
この集中パラメータモデルは、患者の解剖学的形態の単純化モデルであり、図１７～１９
のメッシュ３８０に関連するより複雑な連立方程式を解く必要なく、患者の冠動脈血流に
関する情報を明らかにするために使用することができる。
【０１７５】
ステップ７０３で次数低減モデルを解くことから明らかにされた情報は、次いで、患者の
解剖学的形態の三次元ソリッドモデル（例えば、ソリッドモデル３２０）にマッピングま
たは外挿してもよく（ステップ７０４）、ユーザは、要望に応じて次数低減モデルに変更
を加えて、ユーザが選択してもよい様々な治療選択肢および／または患者の生理的パラメ
ータの変更を模擬することができる（ステップ７０５）。選択可能な生理的パラメータに
は、心拍出量、運動もしくは労作レベル、充血のレベル、薬物治療の種類などを含み得る
。選択可能な治療選択肢には、狭窄の除去、バイパスの追加などを含み得る。
【０１７６】
次いで、ユーザが選択した治療選択肢および／または生理的パラメータに基づいて次数低
減モデルを修正してもよく、その修正された次数低減モデルを用いて、選択した治療選択
肢および／または生理的パラメータに関連する、患者の冠動脈血流に関する情報を明らか
にすることができる（ステップ７０３）。ステップ７０３で次数低減モデルを解くことか
ら明らかにされた情報を、次いで患者の解剖学的形態の三次元ソリッドモデル３２０にマ
ッピングまたは外挿して、患者の解剖学的形態の冠動脈血流に対する、選択した治療選択
肢および／または生理的パラメータの効果を予測することができる（ステップ７０４）。
【０１７７】
ステップ７０３～７０５は、様々な異なる治療選択肢および／または生理的パラメータに
ついて繰り返して、様々な治療選択肢の予測される効果を互いに、また未治療の患者の冠
動脈血流に関する情報と比較してもよい。その結果、三次元メッシュ３８０を用いたより
複雑な分析を再び実行する必要なく、様々な治療選択肢および／または生理的パラメータ
についての予測される結果を互いに、また未治療の患者に関する情報と比較して評価する
ことができる。代替的に、次数低減モデルを用いてもよく、これはユーザが、異なる治療
選択肢および／または生理的パラメータをより簡単かつ迅速に分析および比較することを
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可能にし得る。
【０１７８】
図２８は、例示的実施形態による、次数低減モデルを用いて様々な治療選択肢を模擬する
ための例示的方法のさらなる態様を示している。方法７００は、上述のコンピュータシス
テムで実施してもよい。
【０１７９】
図３のステップ３０６に関連して上述したように、患者の画像データに基づいて、患者固
有の幾何モデルを生成することができる（ステップ７１１）。例えば、画像データには、
図２のステップ１００で取得されるＣＣＴＡデータを含んでもよく、幾何モデルは、図３
のステップ３０６で生成される図８のソリッドモデル３２０、および／または図３のステ
ップ３１２で生成される図１７～１９のメッシュ３８０であってもよい。
【０１８０】
この患者固有の三次元幾何モデルを用いて、例えば図３のステップ４０２に関連して上述
したように、コンピュータ分析を実施して、患者の冠動脈血流に関する情報を明らかにし
てもよい（ステップ７１２）。このコンピュータ分析は、血流または他のパラメータを表
す１つまたは複数の三次元の患者固有の模擬の血流モデル、例えば、図１の模擬の血圧モ
デル５０、図１の模擬の血流モデル５２、図１のｃＦＦＲモデル５４などを出力してもよ
い。
【０１８１】
模擬血流モデルは、モデルの解剖学的特徴に基づいて、セグメント化してもよい（例えば
、図１４に関連して上述したように）（ステップ７１３）。例えば、主冠状動脈から延び
る分枝は、別個のセグメントとして提供してもよく（ステップ７１４）、狭窄または疾患
部を含む部分はセグメントとして提供してもよく（ステップ７１６）、分枝と狭窄または
疾患部を含む部分との間の部分は、別個のセグメントとして提供してもよい（ステップ７
１５）。模擬の血流モデルをセグメント化する際に、様々な程度の分解能を提供してもよ
く、それにより各血管は、複数の短い分離したセグメント、または例えば血管全体を含む
より長いセグメントを含んでもよい。また、模擬の血流モデルをセグメント化するための
様々な技法を提供してもよく、これには中央線を生成し、生成された中央線に基づいて区
切ること、または分枝点を検出し、検出された分枝点に基づいて区切ることが含まれる。
疾患部分および狭窄は、例えば、中央線の全長に沿って断面積を測定し、局所的に最小の
断面積を算出することによって特定することができる。ステップ７１１～７１６は、図２
７のステップ７０１のサブステップとみなすことができる。
【０１８２】
セグメントは、図１５に関連して上述したように、集中パラメータモデルの要素、例えば
抵抗器、コンデンサ、インダクタなどで置き換えることができる。抵抗、キャパシタンス
、インダクタンス、および集中パラメータモデルに使用される他の電気要素に関連する他
の変数の個々の値は、ステップ７１２で提供される模擬の血流モデルから導くことができ
る。例えば、分枝および分枝と狭窄または疾患部を含む部分との間の部分に関して、模擬
の血流モデルから導かれた情報を用いて、対応するセグメントに線形抵抗を指定してもよ
い（ステップ７１７）。狭窄または疾患部など、複雑な幾何学的形状を有する部分の場合
、抵抗は流量によって異なり得る。したがって、図１５に関連して上述したように、複数
のコンピュータ分析を用いて、様々な流量および圧力条件で模擬の血流モデルを取得して
、これらの複雑な幾何学的形状に対する患者固有、血管固有、および病変固有の抵抗関数
を導くことができる。したがって、狭窄または疾患部を含む部分について、これらの複数
のコンピュータ分析から導かれた情報、または以前のデータから導かれたモデルを用いて
、対応するセグメントに非線形の流量依存的な抵抗を指定してもよい（ステップ７１８）
。ステップ７１７および７１８は、図２７のステップ７０２のサブステップとみなすこと
ができる。
【０１８３】
ステップ７１７および７１８で測定された抵抗を用いて、次数低減（例えば、０次元また
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は一次元）モデルを生成することができる（ステップ７１９）。例えば、次数低減モデル
は、図３のステップ３１０に関連して上述したように生成された集中パラメータモデルで
あってもよい。したがって、この集中パラメータモデルは、患者の解剖学的形態の単純化
モデルであり、図１７～１９のメッシュ３８０に関連するより複雑な連立方程式を解く必
要なく、患者の冠動脈血流に関する情報を明らかにするために使用することができる。
【０１８４】
ユーザがステップ７１９で作成された次数低減モデルと対話することを可能にするユーザ
インターフェースを提供してもよい（ステップ７２０）。例えば、ユーザは、次数低減モ
デルの異なるセグメントを選択および編集して、異なる治療選択肢を模擬してもよく、お
よび／または様々な生理的パラメータを編集してもよい。例えば、疾患領域の修復のため
のステントの挿入などのインターベンションは、ステントが挿入されるセグメントの抵抗
を減少させることによってモデリングすることができる。バイパスの形成は、疾患セグメ
ントと平行して低い抵抗を有するセグメントを追加することによってモデリングすること
ができる。
【０１８５】
モデリングされた次数低減モデルを解いて、ステップ７２０で選択された治療および／ま
たは生理的パラメータの変化の下の患者の冠動脈血流に関する情報を明らかにすることが
できる（ステップ７２１）。ステップ７２１で特定された各セグメントにおける流量およ
び圧力の解の値は、次いで、ステップ７１２で特定された三次元解と比較してもよく、そ
れらのセグメントの抵抗関数（例えば、ステップ７１７および７１８で明らかにされる）
を調整し、解が一致するまで次数低減モデルを解く（例えば、ステップ７２１）ことによ
って、いずれの差も最小化することができる。結果として、次数低減モデルを作成し、次
いで比較的迅速な計算（例えば、完全三次元モデルと比較して）を可能にする単純化した
１組の方程式を用いて解いてもよく、これを使用して、完全三次元計算解の結果と極めて
近似し得る流量および圧力を求めることができる。次数低減モデルは、様々な異なる治療
選択肢をモデリングするための比較的迅速な反復を可能にする。
【０１８６】
ステップ７２１で次数低減モデルを解くことから明らかにされる情報は、次いで、患者の
解剖学的形態の三次元ソリッドモデル（例えば、ソリッドモデル３２０）にマッピングま
たは外挿してもよい（ステップ７２２）。ステップ７１９～７２２は、図２７のステップ
７０３～７０５と類似していてもよく、ユーザの所望に応じて繰り返して、治療選択肢お
よび／または生理的パラメータの様々な組み合わせを模擬してもよい。
【０１８７】
あるいは、三次元モデルからセグメントに沿った抵抗を算出する（例えば、ステップ７１
７および７１８について上述したように）よりもむしろ、中央線に沿って間隔を置いた流
量および圧力を集中パラメータまたは一次元モデルに規定してもよい。実効抵抗または損
失係数は、境界条件ならびに規定された流量および圧力の制約下で求めることができる。
【０１８８】
また、個々のセグメントにわたる流量および圧力の勾配を用いて、次数低減モデルから導
かれた解（例えば、ステップ７２１について上述したように）を使用して心外膜冠動脈の
抵抗を計算することができる。心外膜冠動脈の抵抗は、心外膜冠状動脈（医療用画像デー
タから再構成された患者固有のモデルに含まれる冠状動脈およびそこから延びる分枝の部
分）の等価抵抗として算出することができる。これは、冠状動脈にびまん性アテローム性
動脈硬化症を有する患者が、なぜ虚血（血液供給の制約）の症状を示し得るのかを説明す
る際に、臨床的意義を有し得る。また、模擬された薬理学的に誘導した充血または様々な
運動強度条件下の心筋組織体積（または質量）単位当たりの流量および／または心仕事量
単位当たりの流量は、次数低減モデルからのデータから算出することができる。
【０１８９】
結果として、三次元血流モデリングの精度を一次元および集中パラメータモデリング技術
が本来備える計算の簡易性および相対速度と兼ね備えることができる。三次元計算法は、
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正常セグメント、狭窄、分岐点、および他の解剖学的特徴の圧力損失の数値的に導かれた
経験モデルを組込む、患者固有の一次元モデルまたは集中パラメータモデルを数値的に導
くために使用することができる。心臓血管疾患を有する患者の改善された診断を提供する
ことができ、薬物治療、インターベンション治療、および外科治療の計画をより迅速に実
施することができる。
【０１９０】
また、三次元計算流体力学技術の精度は血流の集中パラメータおよび一次元モデルの計算
の簡易性および実効能力と組み合わせることができる。三次元幾何学的・生理学的モデル
は、次数低減一次元モデルまたは集中パラメータモデルに自動的に分解することができる
。三次元モデルは、正常セグメント、狭窄、および／または分枝を通る血流の線形もしく
は非線形の血行動態効果を計算するため、および経験モデルのパラメータを設定するため
に使用することができる。一次元モデルまたは集中パラメータモデルは、患者固有モデル
の血流および圧力をより効率的かつ迅速に求め、集中パラメータまたは一次元解の結果を
表示することができる。
【０１９１】
患者固有の解剖学的・生理学的次数低減モデルは、心拍数、一回拍出量、血圧、または冠
微小循環機能を変更する異なる薬物治療または生活様式の変化（例えば、喫煙の中止、食
事の変化、または身体活動の増加）の冠動脈血流に対する影響を明らかにするために使用
することができる。このような情報は、薬物療法を最適化するため、または薬物治療の危
険な影響の可能性を回避するために使用することができる。また、次数低減モデルを用い
て、代替的な形態および／または様々なレベルの身体活動または潜在的な外部力への暴露
の危険性（例えば、サッカーのプレイ時、宇宙飛行中、スキューバダイビング時、航空機
飛行中など）の冠動脈血流に対する影響を明らかにしてもよい。このような情報を用いて
、特定の患者に対して安全かつ効果的であり得る身体活動のタイプおよびレベルを特定す
ることができる。また、次数低減モデルを用いて、最適なインターベンション戦略を選択
するために、冠動脈血流に対する経皮冠動脈インターベンションの潜在的な利益を予測し
て、最適なインターベンション戦略を選択する、および／または冠動脈血流に対する冠動
脈バイパス術の潜在的な利益を予測して、最適な手術戦略を選択することもできる。
【０１９２】
また、次数低減モデルを用いて、冠動脈血流に対する動脈疾患の負担の増加の潜在的な有
害効果を例証し、機械論的もしくは現象論的な疾患進行モデルまたは経験データを用いて
、進行中の疾患が心筋への血流にいつ障害を引き起こし得るかを予測することもできる。
このような情報は、初期に非侵襲的な画像化を用いて血行動態的に重要な疾患を有さない
と観察された患者が、薬物療法、インターベンション療法、または手術療法を要すると見
込まれないであろう「保証期間」、あるいは有害因子が継続した場合に進行が発生し得る
速度の特定を可能にし得る。
【０１９３】
また、次数低減モデルを用いて、冠動脈疾患の負担の減少から生じる冠動脈血流に対する
潜在的な有益効果を例証し、機械論的もしくは現象論的な疾患進行モデルまたは経験デー
タを用いて、疾患の退行が、冠状動脈を通る心筋への血流の増加をいつもたらし得るかを
予測することもできる。このような情報を用いて、食事の変更、身体活動の増加、スタチ
ンまたは他の薬物治療の処方などを含むが、これらに限定されない医学的管理プログラム
の指針とすることができる。
【０１９４】
また、次数低減モデルを血管造影システムに組込んで、医師が心臓カテーテル検査室で患
者を診察している間に、治療選択肢の実況での計算を可能にすることもできる。このモデ
ルは、血管造影表示と同じ配向で位置合わせして、冠状動脈の実況での血管造影像と模擬
血流の解との並列または重複での結果を可能にしてもよい。医師は、処置中に観察がなさ
れるため、治療計画を計画および変更することができ、医療上の決定がなされる前に、比
較的迅速なフィードバックを可能にする。医師は、侵襲的に圧力、ＦＦＲ、または血流を
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測定してもよく、その測定値を使用して、予測シミュレーションを実施する前に、モデル
をさらに改良してもよい。
【０１９５】
また、次数低減モデルは、医療画像化システムまたはワークステーションに組込んでもよ
い。以前の患者固有のシミュレーション結果のライブラリから導かれた場合、その次数低
減モデルを幾何学的セグメンテーションアルゴリズムと併用して、画像スキャン完了後に
血流情報を比較的迅速に解くことができる。
【０１９６】
また、次数低減モデルを用いて、新しい薬物療法の有効性、または治療選択肢の費用／利
益を大集団の患者でモデリングすることもできる。複数の患者固有の集中パラメータモデ
ル（例えば、数百、数千、またはそれ以上）のデータベースは、比較的短時間で解くため
のモデルを提供することができる。比較的迅速な反復および最適化が、薬物、療法、また
は臨床試験のシミュレーションのために提供される。治療、患者の薬物反応、または外科
的インターベンションを表すようにモデルを適合させることにより、高い費用がかかる可
能性があり、かつ危険を伴う可能性がある大規模な臨床試験を実施する必要なく、有効性
の予測を得ることができる。
ＶＩＩ．他の結果
Ａ．心筋灌流の評価
【０１９７】
他の結果を算出することもできる。例えば、コンピュータ分析は、心筋灌流（心筋を通る
血流）を定量化する結果を提供することができる。心筋灌流の定量化は、例えば虚血（血
液供給の制約）、瘢痕化、または他の心臓障害に起因する心筋血流の減少範囲を特定する
のに役立ち得る。
【０１９８】
図２９は、例示的実施形態による、特定の患者における心筋灌流に関連する様々な情報を
提供するための方法８００に関連する概略図を示す。方法８００は、上述のコンピュータ
システム、例えば、上述の図３に示すステップのうちの１つまたは複数を実施するために
使用されるコンピュータシステムで実施してもよい。
【０１９９】
方法８００は、１つまたは複数の入力８０２を用いて実施してもよい。入力８０２は、患
者の大動脈、冠状動脈（およびそこから延びる分枝）、ならびに心臓の医療画像データ８
０３、例えばＣＣＴＡデータ（例えば、図２のステップ１００で取得される）を含んでも
よい。また、入力８０２は、患者から測定された追加の生理学的データ８０４、例えば、
患者の上腕の血圧８０４、心拍数、および／または他の測定値（例えば、図２のステップ
１００で取得される）も含んでよい。追加の生理学的データ８０４は、非侵襲的に取得し
てもよい。入力８０２を用いて、後述のステップを実施することができる。
【０２００】
患者の心筋組織の三次元幾何モデルを画像データ８０３に基づいて作成してもよく（ステ
ップ８１０）、この幾何モデルをセグメントまたは体積に分割してもよい（ステップ８１
２）。例えば、図３１は、セグメント８４２に分割した患者の心筋組織の三次元幾何モデ
ル８３８を含む三次元幾何モデル８４６を示している。個々のセグメント８４２のサイズ
および位置は、冠状動脈（およびそこから延びる分枝）の流出境界３２４（図８）の位置
、それぞれのセグメント８４２の中、またはに連結する血管（例えば、隣接血管）のサイ
ズなどに基づいて明らかにすることができる。幾何心筋モデル８３８のセグメント８４２
への分割は、様々な既知の方法、例えば高速マーチング法、一般化高速マーチング法、レ
ベルセット法、拡散方程式、多孔質媒体中の流れを支配する方程式などを用いて実施する
ことができる。
【０２０１】
また、三次元幾何モデルは、患者の一部の大動脈および冠状動脈（およびそこから延びる
分枝）も含んでよく、これは画像データ８０３に基づいてモデリングすることができる（
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ステップ８１４）。例えば、図３１の三次元幾何モデル８４６は、患者の大動脈および冠
状動脈（およびそこから延びる分枝）の三次元幾何モデル８３７と、ステップ８１０で作
成される患者の心筋組織の三次元幾何モデル８３８とを含む。
【０２０２】
図２９を再び参照すると、例えば図３のステップ４０２に関連して上述したように、コン
ピュータ分析を実施して、ユーザによって明らかにされる身体的条件下で、患者の冠動脈
血流に関する情報を含む解を明らかにすることができる（ステップ８１６）。例えば、身
体的条件は、安静、選択されたレベルの充血、選択されたレベルの運動もしくは労作、ま
たは他の条件を含んでもよい。この解は、ステップ８１４でモデリングされた患者の解剖
学的形態中の様々な位置において、特定の身体的条件下で、血流および圧力などの情報を
提供することができる。コンピュータ分析は、集中パラメータモデルまたは一次元モデル
から導かれる流出境界３２４（図８）の境界条件を用いて実施してもよい。図３０に関連
して後述するように、一次元モデルを作成して、セグメント８４２を埋めてもよい。
【０２０３】
ステップ８１６で明らかにされた血流情報に基づいて、ステップ８１２で作成される心筋
のそれぞれのセグメント８４２に入る血流の灌流を算出することができる（ステップ８１
８）。例えば、この灌流は、流出境界３２４（図８）の各流出口からの流量をその流出口
が灌流するセグメント化された心筋の体積で除するによって算出することができる。
【０２０４】
ステップ８１８で明らかにされる心筋のそれぞれのセグメントの灌流は、ステップ８１０
または８１２で生成される心筋の幾何モデル（例えば、図３１に示す患者の心筋組織の三
次元幾何モデル８３８）上に表示することができる（ステップ８２０）。例えば、図３１
は、幾何モデル８３８の心筋のセグメント８４２を異なる陰影または色で図示して、それ
ぞれのセグメント８４２に入る血流の灌流を示すことができることを示している。
【０２０５】
図３０は、例示的実施形態による、特定の患者における心筋灌流に関連する様々な情報を
提供するための方法８２０に関連する別の概略図を示している。方法８２０は、上述のコ
ンピュータシステム、例えば、上述の図３に示すステップのうちの１つまたは複数を実施
するために使用されるコンピュータシステムで実施してもよい。
【０２０６】
方法８２０は、１つまたは複数の入力８３２を用いて実施してもよく、これは、患者の大
動脈、冠状動脈（およびそこから延びる分枝）、ならびに心臓の医療用画像データ８３３
、例えばＣＣＴＡデータ（例えば、図２のステップ１００で取得される）を含んでもよい
。入力８３２を用いて、後述のステップを実施することができる。
【０２０７】
患者の心筋組織の三次元幾何モデルは、画像データ８３３に基づいて作成することができ
る（ステップ８３５）。また、モデルは、患者の一部の大動脈および冠状動脈（およびそ
こから延びる分枝）も含んでよく、これは画像データ８０３に基づいて作成してもよい。
例えば、上述のように、図３１は、患者の大動脈および冠状動脈（およびそこから延びる
分枝）の幾何モデル８３７と、患者の心筋組織の幾何モデル８３８を含む三次元幾何モデ
ル８３６を示している。ステップ８３５は、上述の図２９のステップ８１０および８１４
を含んでもよい。
【０２０８】
図３０を再び参照すると、幾何心筋モデル８３８は、体積またはセグメント８４２に分割
することができる（ステップ８４０）。ステップ８４０は、上述の図２９のステップ８１
２を含んでもよい。上述のように、図３１は、セグメント８４２に分割された患者の心筋
組織の幾何モデル８３８を含む三次元幾何モデル８４６を示している。
【０２０９】
図３０を再び参照すると、幾何モデル８４６を修正して、冠動脈ツリーに次世代の分枝８
５７を含めるようにしてもよい（ステップ８５５）。分枝８５７（図３１に点線で示され
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る）の位置およびサイズは、冠状動脈（およびそこから延びる分枝）の中央線に基づいて
明らかにすることができる。この中央線は、例えば画像データ８３３に基づいて明らかに
することができる（ステップ８４５）。また、アルゴリズムを用いて、形態計測モデル（
流出境界３２４（図８）の既知の流出口の下流の血管の位置およびサイズを予測するため
に使用されるモデル）および／または血管サイズに関連する生理学的分枝の法則に基づい
て、分枝８５７の位置およびサイズを特定してもよい（ステップ８５０）。この形態計測
モデルは、幾何モデル８３７に含まれる冠状動脈（およびそこから延びる分枝）の下流端
まで拡大し、心外膜面（心臓組織の外層）上に提供しても、または心筋壁の幾何モデル８
３８内に含めてもよい。
【０２１０】
心筋は、ステップ８５５で作成された分枝８５７に基づいて、さらにセグメント化しても
よい（ステップ８６０）。例えば、図３１は、セグメント８４２が、サブ体積またはサブ
セグメント８６２に分割できることを示している。
【０２１１】
サブセグメント８６２中に追加の分枝８５７を作成してもよく、このサブセグメント８６
２は、より小さいセグメント８６７にさらにセグメント化してもよい（ステップ８６５）
。分枝を作成し、体積をサブセグメント化するステップは、所望の体積サイズおよび／ま
たは分枝サイズの分解能が得られるまで繰り返してもよい。ステップ８５５および８６５
で新しい分枝８５７を含むように拡大されたモデル８４６は、次いで、サブセグメント、
例えばステップ８６５で生成されるサブセグメント８６７に入る冠動脈血流および心筋灌
流を計算するために使用することができる。
【０２１２】
したがって、拡大モデルを用いて、上述のコンピュータ分析を実施することができる。コ
ンピュータ分析の結果は、患者固有の冠動脈モデル、例えば図３１のモデル８３７から、
ステップ８６５で生成された各灌流サブセグメント８６７内にまで延長してもよい、生成
された形態計測モデル（ステップ８５５および８６５で生成された分枝８５７を含む）に
入る血流に関連する情報を提供することができる。コンピュータ分析は、静的な心筋灌流
体積または結合した心臓力学モデルからのデータを組込んだ動的モデルを用いて実施する
ことができる。
【０２１３】
図３２は、例示的実施形態による、特定の患者における心筋灌流に関連する様々な情報を
提供するための方法８７０に関連する別の概略図を示している。方法８７０は、上述のコ
ンピュータシステム、例えば、上述の図３に示すステップのうちの１つまたは複数を実施
するために使用されるコンピュータシステムで実施してもよい。
【０２１４】
方法８７０は、１つまたは複数の入力８７２を用いて実施してもよい。入力８７２は、患
者の大動脈、冠状動脈（およびそこから延びる分枝）、ならびに心臓の医療用画像データ
８７３、例えばＣＣＴＡデータ（例えば、図２のステップ１００で取得される）を含んで
もよい。また、入力８７２は、患者から測定された追加の生理学的データ８７４、例えば
、患者の上腕の血圧、心拍数、および／または他の測定値（例えば、図２のステップ１０
０で取得される）も含んでよい。追加の生理学的データ８７４は、非侵襲的に取得しても
よい。入力８７２は、患者から（例えば、ＣＴ、ＰＥＴ、ＳＰＥＣＴなどを用いて）測定
された心灌流データ８７５をさらに含んでもよい。入力８７２を用いて、後述のステップ
を実施することができる。
【０２１５】
患者の大動脈および冠状動脈（およびそこから延びる分枝）の三次元幾何モデルは、画像
データ８７３に基づいて作成することができる（ステップ８８０）。例えば、図３１は、
患者の大動脈および冠状動脈（およびそこから延びる分枝）の三次元幾何モデル８３７を
示している。ステップ８８０は、上述の図２９のステップ８１４と類似していてもよい。
【０２１６】
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コンピュータ分析は、例えば図３のステップ４０２に関連して上述したように実施して、
ユーザによって明らかにされる身体的条件下で、患者の冠動脈血流に関する情報を含む解
を明らかにするこができる（ステップ８８２）。例えば、身体的条件は、安静、選択され
たレベルの充血、選択されたレベルの運動もしくは労作、または他の条件を含んでもよい
。この解は、ステップ８８０でモデリングされた患者の解剖学的形態中の様々な位置にお
いて、特定の身体的条件下で、血流および圧力などの情報を提供することができる。ステ
ップ８８２は、上述の図２９のステップ８１６と類似していてもよい。
【０２１７】
また、患者の心筋組織の三次元幾何モデルは、画像データ８７３に基づいて作成すること
ができる（ステップ８８４）。例えば、上述のように、図３１は、患者の心筋組織の三次
元幾何モデル８３８（例えば、ステップ８８４で作成されるような）と、患者の大動脈お
よび冠状動脈（およびそこから延びる分枝）の三次元幾何モデル８３７（例えば、ステッ
プ８８０で作成されるような）とを含む三次元幾何モデル８３６を示している。ステップ
８８４は、上述の図２９のステップ８１０と類似していてもよい。
【０２１８】
この幾何モデルは、セグメントまたはサブ体積に分割してもよい（ステップ８８６）。例
えば、図３１は、セグメント８４２に分割された患者の心筋組織のモデル８３８を含む幾
何モデル８４６を示している。ステップ８８６は、上述の図２９のステップ８１２と類似
していてもよい。
【０２１９】
ステップ８８２で明らかにされる血流情報に基づいて、ステップ８８６で作成される心筋
のそれぞれのセグメント８４２に入る血流の灌流を算出することができる（ステップ８８
８）。ステップ８８８は、上述の図２９のステップ８１８と類似していてもよい。
【０２２０】
心筋のそれぞれのセグメントの算出された灌流は、ステップ８８４または８８６で生成さ
れる心筋の幾何モデル（例えば、図３１に示す患者の心筋組織の三次元幾何モデル８３８
）上に表示することができる（ステップ８９０）。例えば、図３１は、幾何モデル８３８
の心筋のセグメント８４２を異なる陰影または色で図示して、それぞれのセグメント８４
２に入る血流の灌流を示すことができることを示している。ステップ８９０は、上述の図
２９のステップ８２０と類似していてもよい。
【０２２１】
ステップ８９０で心筋の三次元幾何モデル上にマッピングされた模擬灌流データは、測定
された心灌流データ８７５と比較することができる（ステップ８９２）。この比較は、例
えば、心筋のボクセルに基づく表示または心筋の異なる離散的表示上で実施することがで
きる。この比較は、心筋の三次元表示上に様々な色および／または陰影を用いて、模擬の
灌流データと測定された灌流データとの差を示すことができる。
【０２２２】
ステップ８８０で作成される三次元幾何モデルの流出口における境界条件を調整して、模
擬の灌流データと測定された灌流データとの間の誤差を減少させてもよい（ステップ８９
４）。例えば、誤差を減少させるために、模擬の灌流が測定された灌流よりも低い領域（
例えば、セグメント８４２、８６２、または８６７）に供給する血管の規定の流動抵抗を
減少させるように、境界条件を調整することができる。境界条件の他のパラメータを調整
してもよい。
あるいは、モデルの分枝構造を修正してもよい。例えば、ステップ８８０で作成される幾
何モデルは、図３０および３１に関連して上述したように拡大して、形態計測モデルを作
成することができる。境界条件および／または形態計測モデルのパラメータは、パラメー
タ推定法またはデータ同化法、例えば、米国特許出願公開第２０１０／００１７１７１号
に記載される、「Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｔｕｎｉｎｇ　Ｐａｔｉｅｎｔ－Ｓｐｅｃｉｆ
ｉｃ　Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃｕｌａｒ　Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｓ」と題される方法、また
は他の方法を用いて、経験的または系統的に調整してもよい。
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【０２２３】
図３２のステップ８８２、８８８、８９０、８９２、８９４、および／または他のステッ
プは、例えば、模擬の灌流データと測定された灌流データとの誤差が、既定の閾値を下回
るまで繰り返してもよい。その結果、解剖学的情報、冠動脈血流の情報、および心筋灌流
の情報を関連付けるモデルを用いて、コンピュータ分析を実施することができる。かかる
モデルは、診断目的で、または薬物療法、インターベンション療法、または手術療法の利
益を予測するために有用となり得る。
【０２２４】
結果として、三次元医療用画像データから構築した患者固有の幾何モデルにおいて、安静
および／またはストレス条件下の冠動脈血流および心筋灌流を模擬することができる。測
定された心筋灌流データを模擬の心筋灌流結果と組み合わせて使用して、模擬の心筋灌流
結果が測定された心筋灌流データと所定の許容差内で一致するまで（例えば、図３２に関
連して上述したように）、境界条件を調整してもよい。より正確な患者固有の冠動脈血流
計算を提供してもよく、心臓専門医が、最大運動または労作、模擬治療、または他の条件
下の患者を模擬する場合など、測定データが入手できないかもしれない状況で、冠動脈血
流および心筋灌流を予測できるようにしてもよい。
【０２２５】
左室および／または右室心筋の患者固有三次元モデルは、灌流セグメントまたはサブ体積
に分割してもよい。また、医療用画像データから明らかにされた冠状動脈の患者固有の三
次元幾何モデルは、灌流サブ体積によって表される心外膜面上あるいは左室および／また
は右室心筋壁に包含される一部の残りの冠状動脈ツリーの形態計測モデルと組み合わせて
、拡大モデルを形成することができる。拡大モデルにおける所定の位置、例えば罹患位置
の下流の全心筋体積の百分率を算出することができる。また、拡大モデルにおける所定の
位置、例えば罹患位置の全心筋血流の百分率を算出することもできる。拡大モデルを用い
て、冠動脈血流および心筋灌流を計算することができる。また、冠動脈血流モデルは、模
擬の灌流が、測定された灌流データと規定の許容差内で一致するまで修正してもよい。
Ｂ．プラーク脆弱性の評価
【０２２６】
また、コンピュータ分析は、患者の大動脈および冠状動脈（およびそこから延びる分枝）
中に蓄積し得るプラーク、例えば冠動脈のアテローム硬化性プラークに作用する患者固有
の生体力学的力を定量化する結果を提供することができる。生体力学的力は、拍動性圧力
、流動、および心臓運動によって生じ得る。
【０２２７】
図３３は、血管壁９０２、例えば主冠状動脈のうちの１つまたはそこから延びる分枝のう
ちの１つの壁に沿って蓄積したプラーク９００の例を示している。プラークの上流端と下
流端との間の圧力および／または表面積の差は、例えば血管を貫流する血液に起因する、
少なくとも血流の方向に沿ってプラーク９００に作用する力９０４を生成し得る。別の力
９０６は、少なくとも血管壁９０２に向かい、血管壁９０２に垂直な方向に沿って、プラ
ーク９００の表面に作用し得る。力９０６は、血管を貫流する血液の血圧に起因し得る。
さらに別の力９０８は、少なくとも血流の方向に沿ってプラーク９００の表面に作用し得
、またこれは、安静時や運動時などの血流力に起因し得る。
【０２２８】
また、この結果は、プラーク破裂（例えば、血管壁に蓄積したプラークが、不安定になっ
て破れるまたは裂ける）のリスクおよびそのような破裂の影響を受け得る心筋体積も評価
する。結果は、安静時や運動時などの様々な模擬の生理学的状態下で評価することができ
る。プラーク破裂のリスクは、模擬のプラーク応力のＣＣＴＡまたはＭＲＩから導かれた
材料組成データ（例えば、図２のステップ１００で明らかにされる）を用いて推定された
プラーク強度に対する比として定義することができる。
【０２２９】
例えば、図３４は、コンピュータ分析が出力することができる結果の例を示している。こ
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の結果には、図３１の三次元幾何モデル８４６を含み得、これには患者の大動脈および冠
状動脈（およびそこから延びる分枝）の三次元幾何モデル８３７、ならびにセグメント８
４２に分割された患者の心筋組織の三次元幾何モデル８３８を含み得る。また、この結果
は、冠状動脈（またはそこから延びる分枝）のうちの１つにおける、プラークが脆弱であ
ることを明らかとする可能性がある位置９１０も示すことができ、この位置９１０は、よ
り詳細に後述するようにプラーク破裂のリスクの評価に基づいて、および／またはユーザ
からの入力に基づいて特定することができる。また、図３４に示すように、心筋のセグメ
ント９１２（複数のセグメント８４２のうちの）は、位置９１０で特定されたプラークの
破裂に起因する低灌流の確率が高いと特定することができる。
【０２３０】
図３５および３６は、例示的実施形態により、特定の患者におけるプラーク脆弱性、心筋
体積リスク、および心筋灌流リスクの評価に関連する様々な情報を提供するための方法９
２０の態様を示す概略図である。方法９２０は、上述のコンピュータシステム、例えば上
述の図３に示されるステップのうちの１つまたは複数を実施するために使用するコンピュ
ータシステムで実施することができる。方法９２０は、１つまたは複数の入力９２２を用
いて実施することができ、またこの方法は、入力９２２に基づいて１つまたは複数のモデ
ル９３０を生成することと、モデル９３０のうちの１つまたは複数に基づいて１つまたは
複数の生体力学的分析９４０を実施することと、モデル９３０および生体力学的分析９４
０に基づいて様々な結果を提供することとを含み得る。
【０２３１】
入力９２２は、患者の大動脈、冠状動脈（およびそこから延びる分枝）、および心臓の医
療用画像データ９２３、例えばＣＣＴＡデータ（例えば、図２のステップ１００で取得さ
れる）を含み得る。また、入力９２２は、患者から測定された追加の生理学的データ９２
４、例えば患者の上腕血圧、心拍数、および／または他の測定値（例えば、図２のステッ
プ１００で取得される）も含んでよい。追加の生理学的データ９２４は、非侵襲的に取得
してもよい。入力９２２は、モデル９３０を生成するため、および／または後述の生体力
学的分析９４０を実施するために使用することもできる。
【０２３２】
上記のように、１つまたは複数のモデル９３０は、入力９２２に基づいて生成することが
できる。例えば、方法９２０は、患者の解剖学的形態の三次元幾何モデル全体の様々な位
置における計算された血流および圧力の情報を含む血行動態モデル９３２を生成すること
を含み得る。この患者の解剖学的形態のモデルは、医療用画像データ９２３、例えば、図
３のステップ３０６で生成される図８のソリッドモデル３２０、および／または図３のス
テップ３１２で生成される図１７～１９のメッシュ３８０を用いて作成することができ、
また、例示的実施形態において、血行動態モデル９３２は、模擬の血圧モデル５０（図１
）、模擬の血流モデル５２（図１）、ｃＦＦＲモデル５４（図１）、または例えば図３の
ステップ４０２に関連して上述したようにコンピュータ分析の実施後に生成される他のシ
ミュレーションであってよい。流体構造体の相互作用モデルを含むソリッド力学モデルは
、既知の数値法を用いてコンピュータ分析により解いてもよい。プラークおよび血管の特
性は、線形または非線形、等方性または異方性としてモデリングすることができる。この
解は、プラークおよびプラークと血管との間の界面の応力およびひずみを提供し得る。図
３６に示す例示的実施形態において、血行動態モデル９３２はｃＦＦＲモデル５４である
。
【０２３３】
方法９２０は、様々な生理学的状態、例えば安静時や様々なレベルの運動または労作時な
どに、血流力によってプラーク内腔表面に作用する圧力９０６（図３３）およびせん断応
力９０８（図３３）を計算することによって、血行動態モデル９３２を用いて生体力学的
分析９４０を実施すること（ステップ９４２）を含んでもよい。圧力９０６およびせん断
応力９０８は、血行動態モデル９３２からの情報、例えば血圧および血流に基づいて算出
することができる。
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【０２３４】
場合によっては、方法９２０は、四次元画像データ、例えば、心周期の複数の相で、例え
ば収縮期および拡張期に取得した画像データから、血管の変形を定量化するための幾何学
的分析モデル９３４を生成することも含んでよい。画像データは、様々な既知の画像化方
法を用いて取得することができる。幾何学的分析モデル９３４は、例えば心臓運動に起因
する、心周期の異なる相の血管の位置、変形、配向、およびサイズに関する情報を含んで
もよい。例えば、患者の大動脈、冠状動脈（およびそこから延びる分枝）、およびプラー
クの様々なタイプの変形、例えば長手方向の延長（伸長）または短縮、ねじれ（捻転）、
半径方向の拡張または圧縮、および屈曲は、幾何学的分析モデル９３４によって模擬する
ことができる。
【０２３５】
方法９２０は、心臓による拍動性圧力に起因する、患者の大動脈、冠状動脈（およびそこ
から延びる分枝）、およびプラークの様々な変形の特徴、例えば長手方向の延長（伸長）
または短縮、ねじれ（捻転）、半径方向の拡張または圧縮、および屈曲などを計算するこ
とによって、幾何学的分析モデル９３４を用いて生体力学的分析９４０を実施すること（
ステップ９４４）を含んでもよい。このような変形の特徴は、幾何学的分析モデル９３４
からの情報、例えば、心周期の複数の相にわたる血管の位置、配向、およびサイズの変化
に基づいて算出することができる。
【０２３６】
変形の特徴の算出は、モデリングされた幾何学的形状（例えば、患者の大動脈、冠状動脈
（およびそこから延びる分枝）、プラークなどの幾何学的形状）の中央線または表面メッ
シュを明らかにすることによって簡易化することができる。異なる相間のモデリングされ
た幾何学的形状の変化を明らかにするために、分枝口、石灰化病変、およびソフトプラー
クを目印として使用することができる。目印のない領域では、モデリングされた幾何学的
形状の全長に沿った断面積の輪郭を用いて、２つの画像フレーム間の対応する位置を特定
する（２つの画像フレームの「位置合わせ」をする）ことができる。未加工画像データに
基づく変形可能な位置合わせアルゴリズムを用いて、三次元の変形場を抽出することがで
きる。次いで、算出された三次元の変形場をモデリングされた幾何学的形状（例えば、血
管全長）と位置を合わせた曲線軸に投影して、変形場の接線成分および法線成分を計算す
ることができる。モデリングされた幾何学的形状（例えば、血管の長さ）、分枝分離の角
度、および曲率の収縮期と拡張期との間の得られる差を用いて、血管に生じるひずみを明
らかにすることができる。
【０２３７】
また、方法９２０は、医療用画像データ９２３からプラークの組成および特性を明らかに
するためのプラークモデル９３６を生成することも含んでよい。例えば、プラークモデル
９３６は、プラークの密度および他の材料特性に関する情報を含んでもよい。
【０２３８】
また、方法９２０は、プラーク、血管壁、および／またはプラークと血管壁との間の界面
に関する情報を計算するための血管壁モデル９３８を生成することも含んでよい。例えば
、血管壁モデル９３８は、応力およびひずみに関する情報を含んでいてもよく、これはプ
ラークモデル９３６に含まれるプラークの組成および特性、ステップ９４２で算出される
圧力９０６およびせん断応力９０８、および／またはステップ９４４で算出される変形の
特徴に基づいて算出することができる。
【０２３９】
方法９２０は、血流力によるプラークに対する応力（例えば、急激または累積的な応力）
および心臓運動によって誘発されるひずみを計算することによって、血管壁モデル９３８
を用いて生体力学的分析９４０を実施すること（ステップ９４６）を含んでもよい。例え
ば、プラークに作用する流動によって誘発される力９０４（図３３）を計算することがで
きる。血流力によるプラークに対する応力または力および心臓運動によって誘発されるひ
ずみは、血管壁モデル９３８からの情報、例えばプラークに対する応力およびひずみに基
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づいて算出することができる。
【０２４０】
方法９２０は、モデル９３０のうちの１つまたは複数、および上述の生体力学的分析９４
０のうちの１つまたは複数に基づいて、さらなる情報を明らかにすることを含んでもよい
。
【０２４１】
プラーク破裂の脆弱性指標を算出してもよい（ステップ９５０）。プラーク破裂の脆弱性
指標は、例えば、全血行力学的応力、応力頻度、応力方向、および／またはプラーク強度
、または他の特性に基づいて算出することができる。例えば、当該プラーク周辺の領域は
、プラークの三次元モデル９３０、例えばプラークモデル９３６から分離してもよい。プ
ラークの強度は、プラークモデル９３６に提供される材料特性から明らかにすることがで
きる。拍動性圧力、流動、および心臓運動に起因する当該プラークに対する血行力学的応
力および組織応力は、ステップ９４６で既に計算された血行力学的応力および心臓運動に
よって誘発されるひずみを用いて、模擬のベースラインおよび運動（または労作）条件下
で算出することができる。プラークの脆弱性は、プラーク応力のプラーク強度に対する比
に基づいて評価することができる。
【０２４２】
また、心筋体積リスク指標（ＭＶＲＩ）も算出することもできる（ステップ９５２）。Ｍ
ＶＲＩは、動脈ツリーにおける所定の位置の血管のプラーク破裂および閉塞（閉鎖または
遮断）の影響を受ける全心筋体積の百分率として定義することができる。ＭＶＲＩは、所
定のプラークの下流の血管によって供給を受ける心筋の部分に基づいて算出することがで
き、これは下流血管のサイズに対するプラークのサイズ、および三次元血行動態の解に基
づくそのプラークが異なる血管に流入する確率を考慮に入れることができる。
【０２４３】
心筋をモデリングし、血行動態シミュレーションにおいて各血管によって供給を受けるセ
グメント８４２に分割することができる（例えば、図３０のステップ８３５および８４０
に関連して記載したように）。幾何モデルを修正して、冠動脈ツリーに次世代の分枝８５
７を含めるようにしてもよく（例えば、図３０のステップ８５５に関連して記載するよう
に）、心筋をさらにセグメント化してもよい（例えば、図３０のステップ８６０に関連し
て記載するように）。サブセグメント８６２中に追加の分枝８５７を作成してもよく、こ
のサブセグメント８６２は、より小さいセグメント８６７にさらにセグメント化してもよ
い（例えば、図３０のステップ８６５に関連して記載するように）。前述のような生理学
的関係を用いて、血管サイズと供給を受ける心筋の比例量と関連付けることができる。
【０２４４】
破裂したプラークがたどる潜在的経路を明らかにすることができる。血行動態の解を用い
て、プラーク断片または塞栓が異なる下流血管に流入する確率を明らかにすることができ
る。
【０２４５】
破裂したプラークのサイズを下流血管のサイズと比較して、そのプラークが、最終的に血
流への障害を生じ得るかどうかを明らかにすることができる。この情報を脆弱性指標と組
み合わせて、破裂したプラークの影響を受ける可能性がある心筋の体積の確率分布図を提
供することができる。ＭＶＲＩは、影響を受ける可能性のある各セグメントに割り当てる
ことができる。図３４は、遠位血管中の位置９１０における脆弱なプラークが、小面積の
心筋に影響を与える高い確率を有するセグメント９１２の例を示している。
【０２４６】
また、心筋灌流リスク指標（ＭＰＲＩ）も算出することができる（ステップ９５４）。Ｍ
ＰＲＩは、動脈ツリーにおける所定の位置の血管のプラーク破裂および閉塞の影響を受け
る全心筋血流の百分率として定義することができる。例えば、ＬＡＤ動脈の遠位部におけ
るプラークの破裂は、ＬＡＤ動脈の近位部におけるプラークの破裂よりも低いＭＶＲＩと
なるであろう。しかしながら、これらの指標は、栄養血管中の脆弱なプラークの影響を受
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ける一部の心筋の体積に生存能力がない（例えば、心筋梗塞後に形成し得る瘢痕組織によ
り）場合には、異なる可能性がある。したがって、ＭＰＲＩは、ＭＶＲＩによって示され
るような影響を受ける体積よりもむしろ、その心筋セグメントへの灌流の潜在的な損失を
示す。図３１の各セグメント８４２、８６２、または８６７への灌流速度を算出すること
ができ、脆弱性指標、血行動態の解、ならびにプラークおよび血管のサイズに基づいて、
灌流の損失を算出することができる。
【０２４７】
その結果、拍動性血圧、拍動性血流、拍動性血液せん断応力、および／または拍動性心臓
運動によるプラーク応力を算出することができ、医療用画像データに基づいてプラーク強
度を推定することができ、プラーク脆弱性、心筋体積リスク、および心筋灌流リスクに関
連する指標を定量化することができる。
ＶＩＩＩ．他の用途
【０２４８】
上述の実施形態は、患者における冠動脈血流に関する情報を評価することに関連する。あ
るいは、これらの実施形態は、頸動脈、末梢動脈、腹部動脈、腎動脈、大腿動脈、膝窩動
脈、および大脳動脈などであるがこれらに限定されない身体の他の部分における血流に適
応してもよい。
Ａ．頭蓋内血流および頭蓋外血流のモデリング
【０２４９】
次に大脳動脈に関する実施形態を説明する。数々の疾患が、頭蓋外動脈または頭蓋内動脈
の血流および血圧に影響を与える、またはそれらの影響を受ける可能性がある。頭蓋外動
脈、例えば頸動脈および椎骨動脈のアテローム性動脈硬化症は、脳への血流を制限する可
能性がある。重症のアテローム性動脈硬化症は、一過性脳虚血発作または虚血性脳卒中に
つながる恐れがある。頭蓋内動脈または頭蓋外動脈における動脈瘤疾患は、虚血性脳卒中
につながる塞栓形成または出血性脳卒中につながる動脈瘤破裂のリスクをもたらし得る。
他の状態、例えば頭部外傷、高血圧、頭部および頸部の癌、動静脈奇形、起立不耐症など
も脳血流に影響を与え得る。さらに、脳血流の減少は、失神などの症状を誘発する、また
はアルツハイマー病またはパーキンソン病に続発する認知症などの慢性神経疾患に影響を
及ぼす恐れがある。
【０２５０】
頭蓋外または頭蓋内の動脈疾患が既知または疑われる患者は、通常は、非侵襲的診断試験
であるＵＳ、ＭＲＩ、ＣＴ、ＰＥＴのうち１つまたは複数を受けることがある。しかしな
がら、これらの試験は、ほとんどの患者の頭蓋外動脈および頭蓋内動脈の解剖学的データ
および生理学的データを効率的に提供することができない場合がある。
【０２５１】
図３７は、頭蓋内（頭蓋の内部）および頭蓋外（頭蓋の外部）の動脈を含む大脳動脈の略
図である。患者固有の頭蓋内および頭蓋外血流に関する情報を明らかにするための方法は
、上述の患者固有の冠動脈血流に関する情報を明らかにするための方法と概して類似して
いてよい。
【０２５２】
図３８は、特定の患者における頭蓋内および頭蓋外血流に関連する様々な情報を提供する
ための方法１０００の態様を示す概略図である。方法１０００は、例えば上述の図３に示
されるステップのうちの１つまたは複数を実行するために使用するコンピュータシステム
に類似するコンピュータシステムで実行することができる。方法１０００は、１つまたは
複数の入力１０１０を用いて実施してもよく、入力１０１０に基づいて１つまたは複数の
モデル１０２０を生成することと、入力１０１０および／またはモデル１０２０に基づい
て１つまたは複数の条件１０３０を指定することと、モデル１０２０および条件１０３０
に基づいて１つまたは複数の解１０４０を導くこととを含んでもよい。
【０２５３】
入力１０１０は、患者の頭蓋内動脈および頭蓋外動脈、例えば、患者の大動脈、頸動脈（
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図３７に示す）、椎骨動脈（図３７に示す）、および脳の医療用画像データ１０１１、例
えばＣＣＴＡデータ（例えば、図２のステップ１００に関連して上述したものと類似する
方式で取得される）を含んでもよい。また、入力１０１０は、患者の上腕血圧、頸動脈血
圧（例えば、圧力測定法を用いて）、および／または他の測定値（例えば、図２のステッ
プ１００に関連して上述したものと類似する方式で取得される）の測定値１０１２も含ん
でよい。測定値１０１２は、非侵襲的に取得してもよい。入力１０１０を用いて、モデル
（複数可）１０２０を生成してもよく、および／または後述の条件（複数可）１０３０を
特定してもよい。
【０２５４】
上記のように、１つまたは複数のモデル１０２０は、入力１０１０に基づいて生成しても
よい。例えば、方法１０００は、画像データ１０１１に基づいて、患者の頭蓋内動脈およ
び頭蓋外動脈の１つまたは複数の患者固有の三次元幾何モデルを生成することを含んでも
よい（ステップ１０２１）。三次元幾何モデル１０２１は、図８のソリッドモデル３２０
および図１７～１９のメッシュ３８０を生成するための上述の方法に類似する方法を用い
て生成してもよい。例えば、図３のステップ３０６および３１２に類似するステップを用
いて、患者の頭蓋内動脈および頭蓋外動脈を表す三次元ソリッドモデルおよびメッシュを
生成してもよい。
【０２５５】
再び図３８を参照すると、方法１０００は、１つまたは複数の物理学に基づく血流モデル
を生成することも含んでよい（ステップ１０２２）。例えば、この血流モデルは、ステッ
プ１０２１で生成される患者固有の幾何モデルを通る流れ、心臓および動脈循環、遠位頭
蓋内および頭蓋外循環などを表すモデルであってもよい。血流モデルは、図３のステップ
３１０に関連して上述したような次数低減モデル、例えば、三次元幾何モデル１０２１の
流入境界および／または流出境界の集中パラメータモデルまたは分散（一次元波動伝播）
モデルなどを含んでもよい。あるいは、流入境界および／または流出境界は、速度、流量
、圧力、または他の特性などに対する規定の値またはフィールドを指定してもよい。ある
いは、流入境界を例えば大動脈弓を含む心臓モデルと結合させてもよい。流入および／ま
たは流出境界のパラメータは、心拍出量および血圧を含むがこれらに限定されない、測定
または選択された生理学的状態と一致するように調整してもよい。
【０２５６】
上述のように、１つまたは複数の条件１０３０は、入力１０１０および／またはモデル１
０２０に基づいて明らかにすることができる。条件１０３０は、ステップ１０２２（およ
び図３のステップ３１０）で明らかにされる境界条件について算出されたパラメータを含
む。例えば、方法１０００は、画像データ１０１１（例えば、図３のステップ２４０に関
連して上述したものと類似する形で取得される）に基づいて、患者固有の脳または頭部の
体積を算出することによって、条件を明らかにすることを含んでもよい（ステップ１０３
１）。
【０２５７】
方法１０００は、ステップ１０３１で算出された脳または頭部の体積を用いて、関係Ｑ＝
Ｑ０Ｍα（式中、αは既定のスケーリング指数であり、Ｍは脳または頭部の体積から測定
された脳質量であり、Ｑ０は、既定の定数である）（例えば、図３のステップ３１０で集
中パラメータモデルに関連して上述した生理学的関係と類似する）に基づく安静時脳血流
Ｑを算出することによって、条件を明らかにすることを含んでもよい（ステップ１０３２
）。あるいは、この関係は、図３のステップ３１０で集中パラメータモデルを明らかにす
ることに関連して上述したように、Ｑ∝Ｑ０Ｍαの形式を有してもよい。
【０２５８】
また、方法１０００は、ステップ１０３２で算出された結果の冠血流および患者の測定さ
れた血圧１０１２を用いて、全安静時脳抵抗を算出することによって、条件を明らかにす
ることも含んでよい（例えば、図３のステップ３１０で集中パラメータモデルを明らかに
することに関連して上述した方法と類似する）（ステップ１０３３）。例えば、ステップ
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１０３２で特定される三次元幾何モデル１０２１の流出境界におけるベースライン（安静
）条件下の全脳血流Ｑおよび測定された血圧１０１２を用いて、既定の実験的に導かれた
方程式に基づいて、流出境界における全抵抗Ｒを明らかにすることができる。抵抗、キャ
パシタンス、インダクタンス、および集中パラメータモデルに使用される様々な電気要素
に関連する他の変数を境界条件に組込んでもよい（例えば、図３のステップ３１０で集中
パラメータモデルを明らかにすることに関連して上述したように）。
【０２５９】
また、方法１０００は、ステップ１０３３で算出される全安静時脳抵抗およびモデル１０
２０を用いて、個々の頭蓋内動脈および頭蓋外動脈の個々の抵抗を算出することによって
、条件を明らかにすることも含んでよい（ステップ１０３４）。例えば、図３のステップ
３１０に関連して上述した方法と同様に、ステップ１０３３で算出される全安静時脳抵抗
Ｒは、その個々の頭蓋内動脈および頭蓋外動脈の遠位端のサイズ（例えば、ステップ１０
２１で生成される幾何モデルから明らかにされる）に基づいて、および関係Ｒ＝Ｒ０ｄβ

（式中、Ｒは特定の遠位端における流動抵抗であり、Ｒ０は既定の定数であり、ｄはサイ
ズ（例えば、遠位端の直径）であり、βは既定のベキ乗指数である）に基づいて、図３の
ステップ３１０で集中パラメータモデルを明らかにすることに関連して上述したように、
個々の頭蓋内動脈および頭蓋外動脈に分布してもよい。
【０２６０】
再び図３８を参照すると、方法１０００は、患者の１つまたは複数の身体的条件に基づい
て、境界条件を調整すること（ステップ１０３５）を含んでもよい。例えば、ステップ１
０３１～１０３４で特定されるパラメータは、解１０４０が、安静、様々なレベルのスト
レス、様々なレベルの圧受容器反応もしくは他の自律神経フィードバック制御、様々なレ
ベルの充血、様々なレベルの運動、労作、高血圧もしくは低血圧、様々な薬物治療、姿勢
の変化、および／または他の条件を模擬することを意図しているかどうかに基づいて修正
してもよい。また、パラメータ（例えば、流出境界の境界条件に関連するパラメータ）は
、例えば微小血管機能障害または内皮の健康状態に起因する、頭蓋内動脈および頭蓋外動
脈の血管拡張能（血管が拡大する能力）に基づいて調整してもよい。
【０２６１】
入力１０１０、モデル１０２０、および条件１０３０に基づいて、例えば図３のステップ
４０２に関連して上述したようにコンピュータ分析を実施して、ステップ１０３５で選択
される身体的条件下で、患者の冠動脈血流に関する情報を含む解１０４０を明らかにする
ことができる（ステップ１０４１）。解１０４０から提供することができる情報の例は、
図１および２１～２４に関連して上記に示した例と類似していてよく、例えば、模擬の血
圧モデル、模擬の血流モデルなどである。また、この結果は、例えば、流量、全脳血流、
血管壁せん断応力、血管壁またはアテローム硬化性プラークまたは動脈瘤に作用するけん
引力またはせん断力、粒子／血液滞留時間、血管壁の運動、血液せん断速度などを明らか
にするためにも使用することができる。また、これらの結果を用いて、血管系における特
定の領域から離れる塞栓が、血液循環によってどこを移動する可能性が最も高いかを分析
することができる。
【０２６２】
コンピュータシステムは、ユーザが、幾何学的形状の様々な変化を模擬することを可能に
し得る。例えば、モデル１０２０、例えば、ステップ１０２１で生成される患者固有の幾
何モデルは、動脈を閉塞させること（例えば、急性閉塞）の影響を予測するために修正し
てもよい。癌性腫瘍の除去時など、外科手術のなかには、１つまたは複数の頭蓋外動脈が
損傷を受ける、または除去される可能性がある。したがって、ステップ１０２１で生成さ
れる患者固有の幾何モデルは、頭蓋外動脈のうちの１つまたは複数への血流を妨げること
の影響を模擬するように修正して、患者に十分な血流を供給するための側副路の可能性を
予測することもできる。
【０２６３】
コンピュータシステムは、ユーザが様々な治療選択肢、例えば急性閉塞の例えばインター
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ベンション修復または外科的修復の結果を模擬することを可能にし得る。このシミュレー
ションは、上述のような頭蓋内動脈および頭蓋外動脈を表す三次元ソリッドモデルまたは
メッシュを、図２７および２８に関連して上述したような次数低減モデルに置き換えるこ
とによって、より迅速に実施することができる。結果として、次数低減モデル、例えば一
次元モデルまたは集中パラメータモデルは、より効率的かつ迅速に、患者固有のモデルの
血流および血圧の値を求め、その解の結果を表示することができる。
【０２６４】
特定の患者による血管拡張剤／刺激に対する応答は、安静時の患者の血行動態情報に基づ
いて、または異なる病状の集団に基づくデータに基づいて予測することができる。例えば
、ベースライン（安静時）では、シミュレーションは、ベキ乗則および脳質量に基づいて
指定される流量分布（例えば、ステップ１０３２に関連して上述したように）を用いて実
行される（例えば、ステップ１０４１に関連して上述したように）。抵抗値（例えば、ス
テップ１０３３および１０３４で決定される）は、十分な灌流を可能にするように調整し
てもよい。あるいは、糖尿病、薬物治療、および過去の心イベントなどの因子を有する患
者集団からのデータを使用して、異なる抵抗を指定する。安静条件下の抵抗の調整は、単
独で、または血行動態情報（例えば、血管壁せん断応力、または流量と血管サイズとの関
係）と組み合わせて、遠位大脳血管が拡張する残存能力を明らかにするために使用するこ
とができる。安静時の流量要件を満たすために抵抗の減少が必要な患者、および流量の血
管サイズに対する比が高い患者は、生理的ストレス下でその血管をさらに拡張する能力が
低下している可能性がある。
【０２６５】
大脳動脈の個々のセグメントにわたる流量および圧力の勾配（例えば、ステップ１０４１
で特定される）を用いて、大脳動脈抵抗を計算することができる。大脳抵抗は、医療用画
像データから生成される患者固有の幾何モデル（例えば、ステップ１０２１で生成される
）に含まれる頭蓋外動脈および頭蓋内動脈の一部の等価抵抗として算出することができる
。大脳抵抗は、頭蓋外動脈および／または頭蓋内動脈にびまん性アテローム性動脈硬化症
を有する患者が、なぜ失神（一時的な意識消失または姿勢喪失、例えば気絶）または虚血
（血液供給の制約）の症状示し得るのかを説明する際に、臨床的意義を有し得る。
【０２６６】
また、ベースラインまたは変更した生理学条件下の脳組織体積（または質量）単位当たり
の流量は、例えばステップ１０４１で明らかにされる流量情報、およびステップ１０３１
で算出される脳組織の体積または質量に基づいて算出することができる。この計算は、血
流減少の慢性神経障害に対する影響を理解する際に有用となり得る。また、この計算は、
薬物療法、例えば降圧剤の投与量を選択または改良する際にも有用となり得る。追加的な
結果には、外傷、脳震盪、外的生理ストレス、過剰重力、無重力状態、宇宙飛行、深海減
圧（例えば、潜水病）などの影響の定量化を含み得る。
【０２６７】
この複合された患者固有の解剖学的（幾何学的）および生理学的（物理学に基づく）モデ
ルを用いて、大脳動脈血流に対する、心拍数、一回拍出量、血圧、または大脳動脈微小循
環機能を変更する、様々な薬物治療または生活様式の変化（例えば、喫煙の中止、食事の
変化、または身体活動の増加）の効果を明らかにすることができる。また、この複合モデ
ルを用いて、代替的な形態および／または様々なレベルの身体活動または潜在的な外部力
への暴露の危険性（例えば、サッカーのプレイ時、宇宙飛行中、スキューバダイビング時
、航空機飛行中など）の大脳動脈血流に対する影響を明らかにしてもよい。このような情
報を用いて、特定の患者に対して安全かつ効果的であり得る身体活動のタイプおよびレベ
ルを特定することができる。また、この複合モデルを用いて、大脳動脈血流に対する経皮
インターベンションの潜在的利益を予測して、最適なインターベンション戦略を選択する
、および／または大脳動脈血流に対する頸動脈血管内膜切除術または外頸動脈から内頸動
脈へのバイパス術の潜在的利益を予測して、最適な手術戦略を選択することもできる。
【０２６８】
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また、この複合モデルを用いて、大脳動脈血流に対する動脈疾患の負担の増加の潜在的な
有害効果を例証し、機械論的もしくは現象論的な疾患進行モデルまたは経験データを用い
て、進行中の疾患が脳への血流にいつ障害を引き起こし得るかを予測することもできる。
このような情報は、初期に非侵襲的画像化を用いて血行動態的に重要な疾患を有さないと
観察された患者が、薬物療法、インターベンション療法、または手術療法を要すると見込
まれないであろう「保証期間」、あるいは有害因子が継続した場合に進行が発生し得る速
度の特定を可能にし得る。
【０２６９】
また、この複合モデルを用いて、疾患の負担の減少から生じる大脳動脈血流に対する潜在
的な有益効果を例証し、機械論的もしくは現象論的な疾患進行モデルまたは経験データを
用いて、疾患の退行が、脳への血流の増加をいつ引き起こし得るかを予測することもでき
る。このような情報を用いて、食事の変更、身体活動の増加、スタチンまたは他の薬物治
療の処方などを含むが、これらに限定されない医学的管理プログラムの指針とすることが
できる。
【０２７０】
また、この複合モデルは、動脈を閉塞させることの影響を予測するために使用することも
できる。癌性腫瘍の除去など、一部の外科手術において、一部の頭蓋外動脈が損傷を受け
る、または除去される可能性がある。頭蓋外動脈のうちの１つへの血流を妨げることの影
響を模擬することは、特定の患者に十分な血流を供給するための側副路の可能性の予測を
可能とし得る。
ｉ．脳灌流の評価
【０２７１】
他の結果を算出することもできる。例えば、コンピュータ分析は、脳灌流（大脳を通る血
流）を定量化する結果を提供することができる。脳灌流の定量化は、減少した脳血流の領
域を特定するのに役立ち得る。
【０２７２】
図３９は、例示的実施形態による、特定の患者における脳灌流に関連する様々な情報を提
供するための方法１０５０に関連する概略図を示す。方法１０５０は、例えば上述の図３
に示すステップのうちの１つまたは複数を実施するために使用されるコンピュータシステ
ムと類似する、上述のコンピュータシステムで実施してもよい。
【０２７３】
方法１０５０は、１つまたは複数の入力１０５２を用いて実施することができる。入力１
０５２は、患者の頭蓋内動脈および頭蓋外動脈、例えば患者の大動脈、頸動脈（図３７に
示す）、椎骨動脈（図３７に示す）、および脳の医療用画像データ１０５３、例えばＣＣ
ＴＡデータ（例えば、図２のステップ１００に関連して上述したのものと類似する方式で
取得される）を含んでもよい。また、入力１０５２は、患者から測定された追加の生理学
的データ１０５４、例えば患者の上腕血圧、心拍数、および／または他の測定値（例えば
、図２のステップ１００に関連して上述したものと類似する方式で取得される）も含んで
よい。追加の生理学的データ１０５４は、非侵襲的に取得してもよい。入力１０５２を用
いて、後述のステップを実施することができる。
【０２７４】
患者の脳組織の三次元幾何モデルを画像データ１０５３に基づいて作成してもよく（ステ
ップ１０６０）、この幾何モデルをセグメントまたは体積に分割してもよい（ステップ１
０６２）（例えば、図２９～３２に関連して上述するものと類似する方式で）。個々のセ
グメントのサイズおよび位置は、頭蓋内動脈および頭蓋外動脈の流出境界の位置、それぞ
れのセグメント内の血管またはそれぞれのセグメントに連結する血管（例えば、隣接血管
）のサイズなどに基づいて明らかにすることができる。幾何モデルのセグメントへの分割
は、様々な既知の方法、例えば高速マーチング法、一般化高速マーチング法、レベルセッ
ト法、拡散方程式、多孔質媒体中の流れを支配する方程式などを用いて実施することがで
きる。
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【０２７５】
また、三次元幾何モデルは、患者の頭蓋内動脈および頭蓋外動脈の一部も含んでよく、こ
れは画像データ１０５３に基づいてモデリングすることができる（ステップ１０６４）。
例えば、ステップ１０６２および１０６４において、脳組織ならびに頭蓋内動脈および頭
蓋外動脈を含む三次元幾何モデルを作成してもよい。
【０２７６】
コンピュータ分析は、例えば図３のステップ４０２に関連して上述したように実施して、
ユーザによって明らかにされる身体的条件下で、患者の大脳動脈血流に関する情報を含む
解を明らかにするこができる（ステップ１０６６）。例えば、身体的条件は、安静、様々
なレベルのストレス、様々なレベルの圧受容器反応または他の自律神経フィードバック制
御、様々なレベルの充血、様々なレベルの運動または労作、異なる薬物治療、姿勢の変化
、および／または他の条件を含んでもよい。この解は、ステップ１０６４でモデリングさ
れた患者の解剖学的形態中の様々な位置において、特定の身体的条件下で、血流および圧
力などの情報を提供することができる。コンピュータ分析は、集中パラメータモデルまた
は一次元モデルから導かれる流出境界の境界条件を用いて実施してもよい。図４０に関連
して後述するように、一次元モデルを作成して、脳組織のセグメントを埋めてもよい。
【０２７７】
ステップ１０６６で明らかにされる血流情報に基づいて、ステップ１０６２で作成される
脳のそれぞれのセグメントに入る血流の灌流を算出することができる（ステップ１０６８
）。例えば、この灌流は、流出境界の各流出口からの流量をその流出口が灌流するセグメ
ント化された脳の体積で除するによって算出することができる。
【０２７８】
ステップ１０６８で明らかにされる脳のそれぞれのセグメントの灌流は、ステップ１０６
０または１０６２で生成される脳の幾何モデル上に表示することができる（ステップ１０
７０）。例えば、ステップ１０６０で作成された幾何モデル中に示される脳のセグメント
を異なる陰影または色で図示して、それぞれのセグメントに入る血液の灌流を示すことが
できる。
【０２７９】
図４０は、例示的実施形態による、特定の患者における脳灌流に関連する様々な情報を提
供するための方法１１００に関連する別の概略図を示している。方法１１００は、例えば
上述の図３に示すステップのうちの１つまたは複数を実施するために使用されるコンピュ
ータシステムと類似する、上述のコンピュータシステムで実施してもよい。
【０２８０】
方法１１００は、１つまたは複数の入力１１０２を用いて実施することができ、この入力
には患者の大動脈、頸動脈（図３７に示す）、椎骨動脈（図３７に示す）、および脳の医
療用画像データ１１０３、例えばＣＣＴＡデータ（例えば、図２のステップ１００に関連
して上述したものと類似する方式で取得される）を含んでもよい。入力１１０２を用いて
、後述のステップを実施することができる。
【０２８１】
患者の脳組織の三次元幾何モデルは、画像データ１１０３に基づいて作成することができ
る（ステップ１１１０）。また、モデルは、患者の大動脈、頸動脈（図３７に示す）、お
よび椎骨動脈（図３７に示す）の一部も含んでよく、これは画像データ１１０３に基づい
て作成してもよい。例えば、上述のように、脳組織ならびに頭蓋内動脈および頭蓋外動脈
を含む三次元幾何モデルを作成することができる。ステップ１１１０は、上述の図３９の
ステップ１０６０および１０６４を含んでもよい。
【０２８２】
ステップ１１１０で作成される幾何脳組織モデルは、体積またはセグメントに分割するこ
とができる（ステップ１１１２）。ステップ１１１２は、上述の図３９のステップ１０６
２を含んでもよい。また、幾何脳組織モデルをさらに修正して、脳のツリーに次世代の分
枝を含めるようにしてもよい（ステップ１１１８）（例えば、図２９～３２に関連して上
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述するものと類似する方式で）。分枝の位置およびサイズは、頭蓋内動脈および頭蓋外動
脈の中央線に基づいて明らかにすることができる。この中央線は、例えば画像データ１１
０３に基づいて明らかにすることができる（ステップ１１１４）。また、アルゴリズムを
用いて、形態計測モデル（流出境界の既知の流出口の下流の血管の位置およびサイズを予
測するために使用されるモデル）および／または血管サイズに関連する生理学的分枝の法
則に基づいて、分枝の位置およびサイズを特定してもよい（ステップ１１１６）。この形
態計測モデルは、幾何モデルに含まれる頭蓋内動脈および頭蓋外動脈の下流端まで拡大し
、脳組織の外層上に提供しても、または脳組織の幾何モデル内に含めてもよい。
【０２８３】
ステップ１１１８で作成される分枝に基づいて、脳をさらにセグメント化してもよい（ス
テップ１１２０）（例えば、図２９～３２に関連して上述したものと類似する方式で）。
サブセグメント中に追加分枝を作成してもよく、このサブセグメントは、より小さいセグ
メントにさらにセグメント化してもよい（ステップ１１２２）（例えば、例えば、図２９
～３２に関連して上述したものと類似する方式で）。分枝を作成し、体積をサブセグメン
ト化するステップは、所望の体積サイズおよび／または分枝サイズの分解能が得られるま
で繰り返してもよい。ステップ１１１８および１１２２で新しい分枝を含むように拡大さ
れた幾何モデルは、次いで、サブセグメント、例えばステップ１１２２で生成されるサブ
セグメントに入る脳血流および脳灌流を計算するために使用することができる。
【０２８４】
したがって、拡大モデルを用いて、上述のコンピュータ分析を実施することができる。コ
ンピュータ分析の結果は、患者固有の大脳動脈モデルから、ステップ１１２２で生成され
た各灌流サブセグメント内にまで延長してもよい、生成された形態計測モデル（ステップ
１１１８および１１２２で生成される分枝を含む）に入る血流に関連する情報を提供する
ことができる。
【０２８５】
図４１は、例示的実施形態による、特定の患者における脳灌流に関連する様々な情報を提
供するための方法１１５０に関連する別の概略図を示している。方法１１５０は、上述の
コンピュータシステム、例えば、上述の図３に示すステップのうちの１つまたは複数を実
施するために使用されるコンピュータシステムで実施してもよい。
【０２８６】
方法１１５０は、１つまたは複数の入力１１５２を用いて実施することができる。入力１
１５２には患者の大動脈、頸動脈（図３７に示す）、椎骨動脈（図３７に示す）、および
脳の医療用画像データ１１５３、例えばＣＣＴＡデータ（例えば、図２のステップ１００
に関連して上述したものと類似する方式で取得される）を含んでもよい。また、入力１１
５２は、患者から測定された追加の生理学的データ１１５４、例えば患者の上腕血圧、心
拍数、および／または他の測定値（例えば、図２のステップ１００で取得される）も含ん
でよい。追加の生理学的データ１１５４は、非侵襲的に取得してもよい。入力１１５２は
、患者から（例えば、ＣＴ、ＰＥＴ、ＳＰＥＣＴなどを用いて）測定された脳灌流データ
１１５５をさらに含んでもよい。入力１１５２を用いて、後述のステップを実施すること
ができる。
【０２８７】
患者の頭蓋内動脈および頭蓋外動脈の三次元幾何モデルは、画像データ１１５３に基づい
て作成することができる（ステップ１１６０）。ステップ１１６０は、上述の図３９のス
テップ１０６４と類似していてもよい。
【０２８８】
コンピュータ分析は、例えば図３のステップ４０２に関連して上述したように実施して、
ユーザによって明らかにされる身体的条件下で、患者の脳血流に関する情報を含む解を明
らかにするこができる（ステップ１１６２）。例えば、身体的条件は、安静、様々なレベ
ルのストレス、様々なレベルの圧受容器反応または他の自律神経フィードバック制御、様
々なレベルの充血、様々なレベルの運動または労作、異なる薬物治療、姿勢の変化、およ
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び／または他の条件を含んでもよい。この解は、ステップ１１６０でモデリングされた患
者の解剖学的形態中の様々な位置において、特定の身体的条件下で、血流および圧力など
の情報を提供することができる。ステップ１１６２は、上述の図３９のステップ１０６６
と類似していてもよい。
【０２８９】
また、患者の脳組織の三次元幾何モデルは、画像データ１１５３に基づいて作成すること
ができる（ステップ１１６４）。例えば、ステップ１１６０および１１６４において、脳
組織ならびに頭蓋内動脈および頭蓋外動脈を含む三次元幾何モデルを作成してもよい。ス
テップ１１６４は、上述の図３９のステップ１０６０と類似していてもよい。
【０２９０】
この幾何モデルは、セグメントまたはサブ体積に分割してもよい（ステップ１１６６）。
ステップ１１６６は、上述の図３９のステップ１０６２と類似していてもよい。
【０２９１】
ステップ１１６２で明らかにされる血流情報に基づいて、ステップ１１６６で作成される
脳組織のそれぞれのセグメントに入る血流の灌流を算出することができる（ステップ１１
６８）。ステップ１１６８は、上述の図３９のステップ１０６８と類似していてもよい。
【０２９２】
算出される脳組織のそれぞれのセグメントの灌流は、ステップ１１６４または１１６６で
生成される脳組織の幾何モデル上に表示することができる（ステップ１１７０）。ステッ
プ１１７０は、上述の図３９のステップ１０７０と類似していてもよい。
【０２９３】
ステップ１１７０で脳組織の三次元幾何モデル上にマッピングされた模擬の灌流データは
、測定された脳灌流データ１１５５と比較することができる（ステップ１１７２）。この
比較は、脳組織の三次元表示上に様々な色および／または陰影を用いて、模擬の灌流デー
タと測定された灌流データとの差を示すことができる。
【０２９４】
ステップ１１６０で作成される三次元幾何モデルの流出口における境界条件を調整して、
模擬の灌流データと測定された灌流データとの間の誤差を減少させてもよい（ステップ１
１７４）。例えば、誤差を減少させるために、模擬の灌流が測定された灌流よりも低い領
域（例えば、ステップ１１６６で作製されるセグメント）に供給する血管の規定の流動抵
抗を減少させるように、境界条件を調整することができる。境界条件の他のパラメータを
調節してもよい。あるいは、モデルの分枝構造を修正してもよい。例えば、ステップ１１
６０で作成される幾何モデルは、図４０に関連して上述したように拡大して、形態計測モ
デルを作成することができる。境界条件および／または形態計測モデルのパラメータは、
パラメータ推定法またはデータ同化法、例えば「Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｔｕｎｉｎｇ　
Ｐａｔｉｅｎｔ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃｕｌａｒ　Ｓｉｍｕｌａｔｉ
ｏｎｓ」と題される米国特許出願公開第２０１０／００１７１７１号に記載されている方
法、または他の方法を用いて、経験的または系統的に調整してもよい。
【０２９５】
図４１のステップ１１６２、１１６８、１１７０、１１７２、１１７４、および／または
他のステップは、例えば、模擬の灌流データと測定された灌流データとの誤差が、既定の
閾値を下回るまで繰り返してもよい。その結果、解剖学的情報、脳血流情報、および脳灌
流情報を関連付けるモデルを用いて、コンピュータ分析を実施することができる。かかる
モデルは、診断目的で、または薬物療法、インターベンション療法、または手術療法の利
益を予測するために有用となり得る。
【０２９６】
その結果、ベースライン条件または変更した生理的状態の下での頭蓋外および頭蓋内の動
脈血流および脳灌流を計算することができる。脳灌流データを模擬の脳灌流結果と組み合
わせて使用して、模擬の脳灌流結果が測定された脳灌流データと所定の許容差内で一致す
るまで、頭蓋内動脈血流計算の境界条件を調整してもよい。したがって、より正確な患者
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固有の頭蓋外および頭蓋内動脈血流計算を提供してもよく、医師は、特定の身体的条件、
例えば、運動、労作、姿勢の変化、または模擬の治療時など、測定データが入手できない
かもしれないときに、大脳動脈の血流および脳灌流を予測することができる。患者固有の
脳の三次元モデルは、灌流セグメントまたはサブ体積に分割してもよく、患者が脳の様々
な領域への十分な最低限の灌流を受けているかどうかを明らかにしてもよい。
【０２９７】
患者固有の頭蓋内動脈の三次元幾何モデルを医療用画像データから生成して、灌流セグメ
ントまたはサブ体積によって表される残りの頭蓋内動脈ツリーの一部の形態計測モデル（
例えば、図４０に関連して上述するような）と組み合わせて、拡大モデルを形成すること
ができる。拡大モデルにおける所定の位置、例えば罹患位置の下流の全脳体積（または質
量）の百分率を算出することができる。また、拡大モデルにおける所定の位置、例えば罹
患位置の全脳血流の百分率を算出することもできる。さらに、機能的な画像化研究（例え
ば、機能的な磁気共鳴画像化（ｆＭＲＩ））、灌流ＣＴまたはＭＲＩで認められる欠陥か
ら、栄養血管障害、解剖学的変異、自動調節機構障害、低血圧、または他の病態を突き止
めることができ、これは虚血性脳卒中、失神、起立不耐症、外傷、または慢性神経疾患を
有する患者に有用となり得る。
ｉｉ．プラーク脆弱性の評価
【０２９８】
また、コンピュータ分析は、患者の頭蓋内動脈および頭蓋外動中に蓄積し得るプラーク、
例えば頸動脈アテローム硬化性プラークに作用する患者固有の生体力学的力を定量化する
結果を提供することができる。生体力学的力は、拍動性圧力、流動、および頸部動作によ
って生じ得る。
【０２９９】
図４２は、例示的実施形態による、特定の患者におけるプラーク脆弱性、脳体積リスク、
脳灌流リスクの評価に関連する様々な情報を提供するための方法１２００の態様を示す概
略図である。方法１２００は、例えば上述の図３に示されるステップのうちの１つまたは
複数を実施するために使用するコンピュータシステムに類似する、上述のコンピュータシ
ステムで実施することができる。方法１２００は、１つまたは複数の入力１２０２を用い
て実施することができ、またこの方法は、入力１２１０に基づいて１つまたは複数のモデ
ル１２０２を生成することと、モデル１２１０のうちの１つまたは複数に基づいて１つま
たは複数の生体力学的分析１２２０を実施することと、モデル１２１０および生体力学的
分析１２２０に基づいて様々な結果を提供することを含み得る。
【０３００】
入力１２０２は、患者の頭蓋内動脈および頭蓋外動脈、例えば、患者の大動脈、頸動脈（
図３７に示す）、椎骨動脈（図３７に示す）、および脳の医療画像データ１２０３、例え
ばＣＣＴＡデータ（例えば、図２のステップ１００に関連して上述したものと類似する方
式で取得される）を含んでもよい。また、入力１２０２は、患者から測定された追加の生
理学的データ１２０４、例えば患者の上腕血圧、心拍数、および／または他の測定値（例
えば、図２のステップ１００に関連して上述したものと類似する方式で取得される）も含
んでよい。追加の生理学的データ１２０４は、非侵襲的に取得してもよい。入力１２０２
は、モデル１２１０を生成するため、および／または後述の生体力学的分析１２２０を実
施するために使用することもできる。
【０３０１】
上記のように、１つまたは複数のモデル１２１０は、入力１２０２に基づいて生成するこ
とができる。例えば、方法１２００は、患者の解剖学的形態の三次元幾何モデル全体の様
々な位置における計算された血流および圧力情報を含む血行動態モデル１２１２を生成す
ることを含み得る。患者の解剖学的形態のモデルは、医療用画像データ１２０３を用いて
作成することができ、また例示的実施形態において、血行動態モデル１２１２は、模擬の
血圧モデル、模擬の血流モデル、または例えば図３のステップ４０２に関連して上述した
ようにコンピュータ分析の実施後に生成される他のシミュレーションであってよい。流体
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構造体の相互作用モデルを含むソリッド力学モデルは、既知の数値法を用いてコンピュー
タ分析により解いてもよい。プラークおよび血管の特性は、線形または非線形、等方性ま
たは異方性としてモデリングすることができる。この解は、プラークおよびプラークと血
管との間の界面の応力およびひずみを提供し得る。血行動態モデル１２１２を生成するた
めのステップは、上述の図３５の血行動態モデル９３２を生成するためのステップと類似
していてもよい。
【０３０２】
方法１２００は、様々な生理学的状態、例えば安静時や様々なレベルの運動または労作時
などに、血流力によってプラーク内腔表面に作用する圧力およびせん断応力を計算するこ
とによって、血行動態モデル１２１２を用いて生体力学的分析１２２０を実施すること（
ステップ１２２２）を含んでもよい。圧力およびせん断応力は、血行動態モデル１２１２
からの情報、例えば血圧および血流に基づいて算出することができる。ステップ１２２２
は、上述の図３５のステップ９４２と類似していてもよい。
【０３０３】
場合によっては、方法１２００は、図３５の幾何学的分析モデル９３４について上述した
ものと類似する方式で、四次元画像データ、例えば、心周期の複数の相で、例えば収縮期
および拡張期に取得した画像データから、血管の変形を定量化するための幾何学的分析モ
デルを生成することも含んでよい。また、方法１２００は、図３５のステップ９４４につ
いて上述したものと類似する方式で、心臓による拍動性圧力に起因する、患者の頭蓋内動
脈および頭蓋外動脈ならびにプラークの様々な変形の特徴、例えば長手方向の延長（伸長
）または短縮、ねじれ（捻転）、半径方向の拡張または圧縮、および屈曲など計算するこ
とによって、幾何学的分析モデルを用いて生体力学的分析１２２０を実施することも含ん
でよい。
【０３０４】
また、方法１２００は、医療用画像データ１２０３からプラークの組成および特性を明ら
かにするためのプラークモデル１２１４を生成することも含んでよい。例えば、プラーク
モデル１２１４は、プラークの密度および他の材料特性に関する情報を含んでもよい。
【０３０５】
また、方法１２００は、プラーク、血管壁、および／またはプラークと血管壁との間の界
面に関する情報を計算するための血管壁モデル１２１６を生成することも含んでよい。例
えば、血管壁モデル１２１６は、応力およびひずみに関する情報を含んでもよく、これは
プラークモデル１２１４に含まれるプラークの組成および特性、ならびにステップ１２２
０で算出される圧力およびせん断応力に基づいて算出することができる。場合によっては
、応力およびひずみは、上述のように、算出された変形の特徴を用いて算出してもよい。
プラークモデル１２１４および／または血管壁モデル１２１６を生成するためのステップ
は、上述の図３５のプラークモデル９３６および／または血管壁モデル９３８を生成する
ためのステップと類似していてもよい。
【０３０６】
方法１２００は、血流力によるプラークに対する応力および頸部動作によって誘発される
ひずみを計算することによって、血管壁モデル１２１６を用いて生体力学的分析１２２０
を実施すること（ステップ１２２４）を含んでもよい。例えば、プラークに作用する流動
によって誘発される力９０４（図３３）を計算することができる。血流力によるプラーク
に対する応力または力、および頸部動作によって誘発されるひずみは、血管壁モデル１２
１６からの情報、例えばプラークに対する応力およびひずみ基づいて算出することができ
る。ステップ１２２４は、上述の図３５のステップ９４６と類似していてもよい。
【０３０７】
方法１２００は、モデル１２１０のうちの１つまたは複数、および上述の生体力学的分析
１２２０のうちの１つまたは複数に基づいて、さらなる情報を明らかにすることを含んで
もよい。
【０３０８】
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プラーク破裂の脆弱性指標を算出してもよい（ステップ１２３０）。プラーク破裂の脆弱
性指標は、例えば、全血行力学的応力、応力頻度、応力方向、および／またはプラーク強
度、または他の特性に基づいて算出することができる。例えば、当該プラーク周辺の領域
は、プラークの三次元モデル１２１０、例えばプラークモデル１２１４から分離してもよ
い。プラークの強度は、プラークモデル１２１４に提供される材料特性から明らかにする
ことができる。拍動性圧力、流動、および頸部動作に起因する当該プラークに対する血行
力学的応力および組織応力は、ステップ１２２４で既に計算された血行力学的応力および
動作によって誘発されるひずみを用いて、模擬ベースラインおよび運動（または労作）条
件下で算出することができる。プラークの脆弱性は、プラーク応力のプラーク強度に対す
る比に基づいて評価することができる。ステップ１２３０は、上述の図３５のステップ９
５０と類似していてもよい。例えば、脳卒中の評価のために、頭蓋外動脈内に位置するプ
ラークのプラーク破裂の脆弱性指標を算出することができる。
【０３０９】
また、脳体積リスク指標（ＣＶＲＩ）も算出することができる（ステップ１２３２）。Ｃ
ＶＲＩは、動脈ツリーにおける所定の位置の血管のプラーク破裂または塞栓形成および閉
塞（閉鎖または遮断）の影響を受ける全脳体積の百分率として定義することができる。Ｃ
ＶＲＩは、所定のプラークの下流の血管によって供給を受ける脳の部分に基づいて算出す
ることができ、これは下流血管のサイズに対するプラークのサイズ、および三次元血行動
態の解に基づく、そのプラークが異なる血管に流入する確率を考慮に入れることができる
。ＣＶＲＩは、疾患状態、またはインターベンションの前もしくは後に評価することがで
きる。ステップ１２３２は、上述の図３５のステップ９５２と類似していてもよい。
【０３１０】
脳組織をモデリングし、血行動態シミュレーションにおいて各血管によって供給を受ける
セグメントに分割することができる（例えば、図４０のステップ１１１０および１１１２
に関連して記載したように）。幾何モデルを修正して、脳のツリーに次世代の分枝を含め
るようにしてもよく（例えば、図４０のステップ１１１８に関連して記載するように）、
脳組織をさらにセグメント化してもよい（例えば、図４０のステップ１１２０に関連して
記載するように）。サブセグメント中に追加分枝を作成してもよく、このサブセグメント
は、より小さいセグメントにさらにセグメント化してもよい（例えば、図４０のステップ
１１２２に関連して記載するように）。前述のような生理学的関係を用いて、血管サイズ
と供給を受ける脳組織の比例量と関連付けることができる。
【０３１１】
破裂したプラークがたどる潜在的経路を明らかにすることができる。血行動態の解を用い
て、プラーク断片または塞栓が異なる下流血管に流入する確率を明らかにすることができ
る。
【０３１２】
破裂したプラークのサイズを下流血管のサイズと比較して、そのプラークが、最終的に血
流への障害を生じ得るかどうかを明らかにすることができる。この情報を脆弱性指標と組
み合わせて、破裂したプラークの影響を受ける可能性がある脳組織の体積の確率分布図を
提供することができる。ＣＶＲＩは、影響を受ける可能性のある各セグメントに割り当て
ることができる。
【０３１３】
また、脳灌流リスク指標（ＣＰＲＩ）も算出することができる（ステップ１２３４）。Ｃ
ＰＲＩは、動脈ツリーにおける所定の位置の血管のプラーク破裂および閉塞の影響を受け
る全脳血流の百分率として定義することができる。ＣＰＲＩは、ＣＶＲＩによって示され
るような影響を受ける体積よりもむしろ、その脳組織セグメントへの灌流の潜在的な損失
を示す。例えば、頸動脈プラークの破裂または塞栓の影響は、患者のウィリス輪（図３７
に示す）の幾何学的形状に応じて異なり得、このような解剖学的形態の違いによって、異
なるＣＶＲＩ値およびＣＰＲＩ値をもたらし得る。脳組織の各セグメントへの灌流速度を
算出することができ、脆弱性指標、血行動態の解、ならびにプラークおよび血管のサイズ
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ーベンションの前もしくは後に評価することができる。ステップ１２３４は、上述の図３
５のステップ９５４と類似していてもよい。
【０３１４】
その結果、拍動性圧力、拍動性血流、および／または場合によっては頸部動作に起因する
、頸動脈アテローム硬化性プラークに作用する生体力学的力を評価することができる。拍
動性圧力、拍動性血流、および／または場合によっては頸部動作に起因する、プラークが
受ける全応力は、定量化することもできる。この解は、プラークまたはプラークと血管壁
との間の界面に作用する患者固有の血行力学的応力の複数の原因を考慮に入れることがで
きる。また、医療用画像データ、ならびにプラーク脆弱性、脳体積リスク、および脳灌流
リスクに関連する指標に基づいて、プラーク強度を推定することができ、頸動脈の潅流リ
スクを定量化することができる。
【０３１５】
後述のように頭蓋外動脈および頭蓋内動脈の解剖学的データおよび生理学的データを明ら
かにすることによって、様々な身体的条件の特定の患者について、動脈レベルまたは器官
レベルで血流の変化を予測することができる。さらに、他の情報、例えば、一過性脳虚血
発作、虚血性脳卒中、または動脈瘤破裂のリスク、アテローム硬化性プラークまたは動脈
瘤に作用する力、頭蓋内または頭蓋外の血流、血圧、血管壁応力、または脳灌流に対する
、薬物療法、インターベンション療法、または手術療法の予想される影響を提供してもよ
い。頭蓋内動脈または頭蓋外動脈中の血流、血圧、および血管壁応力、ならびに全脳灌流
および局所脳灌流を定量化することもでき、疾患の機能的重要性を明らかにすることもで
きる。
【０３１６】
画像データから構築された三次元幾何モデルにおいて血流を定量化すること（例えば、ス
テップ１２１２で上述したように）に加え、このモデルを修正して、疾患の進行もしくは
退行、または医学的、経皮的、もしくは外科的インターベンションの影響を模擬すること
もできる。例示的実施形態において、アテローム性動脈硬化症の進行は、経時的に解を反
復するによって、例えば、せん断応力または粒子滞留時間の値を求め、血行動態因子およ
び／または患者固有の生化学的測定値に基づいて、幾何モデルをアテローム硬化性プラー
クの発達を進行させるように適合させることによってモデリングすることができる。さら
に、頭蓋外および／または頭蓋内の動脈血流または脳灌流に対する、血流、心拍数、血圧
、および他の生理学的変数の変化の影響を境界条件の変更によってモデリングし、経時的
なこれらの変数の累積的影響を算出するために使用してもよい。
【０３１７】
いかなる実施形態に記載されるいかなる態様も、本明細書に記載される他のいかなる実施
形態で使用してもよい。本明細書に記載されるあらゆる装置および器具は、いかなる好適
な医療手順において使用してもよく、好適な身体内腔および体腔によって前進させてもよ
く、またいかなる好適な身体部分を画像化するために使用してもよい。
【０３１８】
本開示の範囲から逸脱することなく、開示されるシステムおよびプロセスに様々な修正お
よび変更を行うことが可能であることは、当業者には明らかであろう。本明細書を考慮し
、本明細書の開示を実施することにより、他の実施形態が当業者に明らかとなるであろう
。本明細書および実施例は、例示のみとしてみなされるよう意図され、本開示の実際の範
囲および精神は、以下の特許請求の範囲によって示される。



(81) JP 2017-80492 A 2017.5.18

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】



(82) JP 2017-80492 A 2017.5.18

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(83) JP 2017-80492 A 2017.5.18

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(84) JP 2017-80492 A 2017.5.18

【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】



(85) JP 2017-80492 A 2017.5.18

【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】



(86) JP 2017-80492 A 2017.5.18

【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】



(87) JP 2017-80492 A 2017.5.18

【図２９】 【図３０】

【図３１】 【図３２】



(88) JP 2017-80492 A 2017.5.18

【図３３】

【図３４】

【図３５】

【図３６】 【図３７】



(89) JP 2017-80492 A 2017.5.18

【図３８】 【図３９】

【図４０】 【図４１】



(90) JP 2017-80492 A 2017.5.18

【図４２】



(91) JP 2017-80492 A 2017.5.18

10

20

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  13/013,561
(32)優先日　　　　  平成23年1月25日(2011.1.25)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  61/402,345
(32)優先日　　　　  平成22年8月27日(2010.8.27)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  61/402,308
(32)優先日　　　　  平成22年8月26日(2010.8.26)
(33)優先権主張国　  米国(US)

(74)代理人  230113332
            弁護士　山本　健策
(72)発明者  チャールズ　エー．　テイラー
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９４０２５，　メンロ　パーク，　バシラコス　コート　３
(72)発明者  ティモシー　エー．　フォンテ
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９４１１０，　サンフランシスコ，　１７ティーエイチ　スト
            リート　３５８７，　アパートメント　１
(72)発明者  チョイ　ギルウー
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９４３０６，　パロ　アルト，　エル　カミノ　リアル　３９
            ４３，　アパートメント　ナンバー２
(72)発明者  バイ　イン
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９４００２，　ベルモント，　ノース　ロード　１１０５
(72)発明者  クリストファー　ケイ．　ザリンス
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９４０２５，　メンロ　パーク，　セミナリー　ドライブ　１
            ９９
Ｆターム(参考) 4C117 XB09  XD24  XD25  XE15  XE16  XF13  XG14  XG22  XL01  XM01 
　　　　 　　        XM02  XM04  XR07  XR08  XR09 



(92) JP 2017-80492 A 2017.5.18

【外国語明細書】
2017080492000001.pdf


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow
	foreign-language-body

